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Abstract 

 

本論文は、生涯学習社会をめざすわが国における成人教育の有力な方途としてのメディ

アを用いた遠隔高等教育の現状を検討し、そのさらなる可能性について展望することを目

的としている。そのため、本論文では、まず、生涯学習と生涯学習社会の概念を整理して、

その根底に学齢期の学習とは異なる成人の学習固有の特性があることを確認し、そうした

成人に対するメディアを用いた遠隔教育の理念を先行する主要な議論に基づいて類型化す

る。その上で、その概念を遠隔高等教育に敷衍し、日本の代表的な遠隔高等教育機関であ

る放送大学における調査データを踏まえて、わが国における遠隔高等教育の現状を遠隔教

育の諸類型を援用しつつ検討し、成人の学習と遠隔高等教育の今後について展望するもの

である。 

1965年のラングランに端を発する生涯教育およびその後継概念としての生涯学習の理念

は、OECDのリカレント教育、ハッチンスの学習社会論等、いくつかの有力な成人の学習

に関連する議論と関わり合いつつ、自由主義諸国におけるポスト経済ナショナリズムの時

代の中心的な教育と学習に関する理論の一つとなった。日本においても、中央教育審議会、

社会教育審議会そして臨時教育審議会が相次いで生涯教育あるいは生涯学習に関する答申

を発表し、それが法令化、政策化していくといったように、1970年代中葉～90年代前半は

まさに生涯教育そして生涯学習の「ブーム」とも呼ぶべき時代状況にあった。 

一方、伝統的な教育体系の頂点にある大学教育は、同じ時期に深刻な岐路に立っていた。

新自由主義的教育政策の中で、旧来の教育形態を墨守していた大学にも自由化、競争化、

市場化の波が押し寄せ、同時に少子化により伝統的な教育対象であった18歳人口の急減と

いう現実に直面して、さまざまな打開策を試みざるを得ない状況に立ち至ったからである。

その打開策の有力な一つが成人、社会人という新たなマーケットの開拓であった。 

大学教育の成人学習者への開放に強い影響を及ぼしたのが、多様なメディアを利用した

遠隔高等教育であった。遠隔高等教育に関わる技術的進歩としては、近年の放送技術、通

信技術の進展、さらにはコンピュータとその利用に関する技術がめざましく進んだことが

大きな意味を持っている。その進歩によって、かつては郵便や文献講読、集中面接授業な

どが一般的であった成人の遠隔高等教育に、さまざまなタイプの新たなメディアが利用さ

れるようになったのである。そのことがさらに成人学習における種々の障壁を取り除く方

向に機能することとなった。 

そうした状況を踏まえ、本論文では、生涯学習社会へと移行しつつある日本社会におけ

る遠隔高等教育とそこでの多様なメディア利用について、概ね次のような研究方法により

多角的に検討、考察を行った。その第一は、主として文献資料による生涯学習、学習社会、



大学開放および遠隔高等教育についての先行理論と概念の整理である。第二は、成人の学

習および高等教育に関する公的統計資料等を用いた、現状と現在までの状況変化の分析で

ある。第三は、日本を代表する遠隔高等教育機関であり、生涯学習をミッションとする大

学としても最大の規模を有する放送大学における学務・経営データ（1985～2013年度）と

学生実態調査（調査対象：放送大学在籍者、有効回収票（率）：4,598（38.3％）、調査時期：

2012年9月）のデータに対する多変量解析も含む統計分析とその結果の考察である。 

本論文の構成は以下の通りである。 

まず序章では、本論文のテーマとその背景を明らかにして、生涯学習社会と成人学習に

関わる高等教育の日本における動向を振り返った。それを踏まえ、本研究の目的と方法を

示した上で、先行する研究と理論を整理し、「自律的学習者モデル」、「産業化モデル」、「ハ

イブリッドモデル」「人間中心主義モデル」そして「学習空間拡張モデル」の五つの遠隔教

育発展モデルを抽出した。また、それらの遠隔教育モデルが、「学習者メリットの視点－機

関メリットの視点」および「メディアの多様化－メディアの収斂」という二つの軸で区分

された四つの象限のいずれかに位置づけられることを示した。 

第１章では、中曽根内閣における臨時教育審議会答申以降の生涯学習政策の理念や内容

およびその背景を明らかにするとともに、成人の学習特性と学習におけるメディア利用の

有効性について検討した。その結果、生涯学習体系への移行は、政策主導で推進された学

校教育システム自由化に伴うセーフティネットの意味が付与されていたこと、その一方で、

現実の成人学習者には学齢期にある子どもとは本質的に異なる学習特性があり、実際の学

習活動は学校教育とは異なる考え方や方法によらざるをえないこと、そしてそのための手

段としては多様なメディアの利用が有効であることを体系的に論じた。 

第２章では、日本における大学政策の転換期であった 1990年代以降の大学経営のあり方

とその変化、成人あるいは社会人学習者の取り込みとそれへの対応等に注目して、その成

否を検討した。その考察を通じ、大学が、前世紀末以降伝統的な顧客層（18-25歳集団）以

外の教育提供対象として成人学習者あるいは社会人学習者に注目するようになってきたこ

と、大学公開講座の活発化、社会人入学の促進といった成人学習者を対象とする事業を拡

大し続けていること、そして、大学での成人学習者の増加は、成人の側の学習需要のみな

らず、大学の側からの期待の結果でもあったことを明らかにした。 

続く第３章では、高等教育機関の生涯学習への取り組みの一つの有力な手段としての遠

隔高等教育について、その本質的な意味とこれまでの展開を考察した。その上で、そうし

た遠隔高等教育に利用しうるメディア自体の状況変化と現状を踏まえながら、遠隔高等教

育において多様なメディアを利用することの効果について検討した。その検討を通じ、多

様なメディアの利用が遠隔高等教育の機能と競争力を高めること、そして実際に遠隔高等

教育におけるメディア利用が拡大している現状について、具体的に明らかにした。 

第４章では、日本におけるそうした動きの中心にあり、メディア利用の生涯教育を推進

してきた高等教育機関としての放送大学を取り上げ、開学から現在までの歴史も踏まえつ



つ、その教育の意味と可能性について実態調査の結果をもとに検討した。放送大学の教育

に関しては、①生涯教育機関として社会人や家庭婦人に大学教育の機会を提供すること、

②新しい高等教育システムとして高等学校卒業者に対しより柔軟な大学進学機会を保証す

ること、③大学関係者の協力を結集する教育機関として、既存の大学との連携協力を深め、

単位互換の推進、放送教材の普及等により大学教育の改善に資すること、という開学時の

３つのミッションが、①は生涯教育のための「公開大学（open university）」としての理念

に、②は学齢期以降も大学進学機会を保証する「社会的セーフティネット」としての補償

的役割に、そして③は学習指導要領を持たない高等教育の質を国全体として標準化し保持

するための「大学教育の協力補助機関」としての機能に、それぞれ形を変えつつ関わって

いることを示した。その上で、在学生、卒業生の量的推移等の定量的分析結果および在学

生、卒業生に対する実態・意識調査の結果から、遠隔高等教育の社会に対する積極的な機

能と意味、そして限界や問題点などを考察した。そこでは、学生の属性構成等と学習特性

等との対応関係が示され、さらに、ネットワークメディアを利用することへの学生の期待

の大きさも明らかになった。 

最後に第５章では、生涯学習社会における遠隔高等教育の新たな動向と技術利用の展開

について、主として教育に用いられるメディアとその利用可能性という側面から明らかに

した。とりわけ、現在世界の遠隔高等教育においてさまざまに利用されている情報通信に

関わる技術とデバイスを検討し、日本における利用可能性と近未来を考察した。その際、

序章でまとめた「自律的学習者モデル」、「産業化モデル」、「ハイブリッドモデル」、「人間

中心主義モデル」そして「学習空間拡張モデル」の五つの発展モデルと現実の状況との適

合不適合について考察し、高等教育機関が採用しうるメディアによる生涯学習者のための

教育の方向性とその課題を明らかにした。 

そうした検討と考察を通じ、本論文では、以下のような知見を得るにいたった。すなわ

ち、①高等教育段階の成人学習者は、今後、利便性の高いフレキシブルな学習形態をより

強く求めるようになるであろうこと、②そうした要請に応えるためには、現在のところWeb

ネットワークによるオンライン授業が最も有力であろうと判断しうること、③先に見た五

つの遠隔教育発展モデルの現状との適合性を検討した結果、オンライン授業の台頭で多様

化している現在の遠隔高等教育機関においては、成人の生涯学習に関わるモデルとして、

「自律学習者モデル」、「産業化モデル」の適合性は必ずしも高くないこと、また「人間中

心主義モデル」は、若年層、無職層など特定の属性を持った一部の学生にとって有効と思

われるが、普遍的には適合しないこと、④より一般的で現実的な観点に立てば、多様な学

問分野と多様な学習者を前提とした折衷的な「ハイブリッドモデル」が現状では最も適合

性の高いモデルと考えられること、そして⑤今後さらに ICTが技術的な進歩を遂げ、ネッ

トワークメディアの普及が進んで、オンライン授業が遠隔高等教育における中心的手段と

なるにつれ、オンライン授業を中心に据えたｅラーニングの利用に収斂する「学習空間拡

張モデル」の妥当性が格段に上がっていくと予想されることである。 





Development of Distance Higher Education Systems 

in a Lifelong Learning Society:  
Effectiveness of and Problems in the Use of Various Media 

 

Abstract 
 

The purpose of this dissertation is to examine the present condition of the distance 

higher education using media as the leading method of the adult education of Japan 

which is becoming a lifelong learning society, and to have a view about the further 

possibility. For that purpose, this paper indicates that there are characteristics specific 

to adult learning that stand out as foundation elements not observed in school-age 

learning. This paper groups several principles for distance education that allow adults 

to use a range of media in the learning experience; they are categorized into several 

types based on the principal thoughts presented in existing studies. Moreover, these 

concepts are extended to distance higher education. Using several types of distance 

education models, the current state of distance higher education in Japan and its 

future prospects are studied and examined based on survey data collected by the Open 

University of Japan (OUJ), a representative distance higher education institution in 

Japan. 

Using the research methods introduced below, this dissertation examines the 

multiple aspects of distance higher education in Japan—which is making a shift 

toward becoming a lifelong learning society. It also investigates how various forms of 

media are being utilized within this process. First, the precedence theories about 

lifelong learning, a learning society, university extension, and distance higher 

education are examined and inquired. Secondly, the current state and recent 

modifications are presented using statistics available to the public regarding adult 

learning and higher education. Lastly, statistical analyses, including multivariate 

analyses, are conducted on field survey data collected by OUJ, a representative 

distance higher education institution in Japan that ranks as the largest among such 

institutions that have made it their mission to facilitate and advance lifelong learning.  

The structure of this paper is as follows: 

The introductory chapter presents the theme of the paper and its backdrop while 

also giving reviews on Japanese trends in higher education relating to adult learning 

and the larger notion of a lifelong learning society. Subsequently, describing the 

objective and methodology of the present study, the introductory chapter sums up 

preceding studies and theories to identify five development models, which are 

“autonomous learner model”, “industrialization model”, “human-centered model”, 

“hybrid model” and “learning-space-extension model”. This is followed by an overview 

of the paper’s structure and an introduction to some of the meanings for important 

concepts that serve as keys in studying adult learning behaviors and distance higher 

education. 

Chapter 1 presents the vision and details of the governmental lifelong learning 

policy pursued in Japan since the Provisional Council on Education Reform presented 

its proposals. This chapter also elucidates on the background of the policy; 

characteristics specific to adult learning and the effectiveness of incorporating 

different modes of media for learning are also analyzed. Furthermore, Chapter 1 

systematically discusses: the shift toward a lifelong learning system, established to 

provide a safety net as necessitated by the policy-driven liberalization of the school 

education system. It presents the cases of actual adult learners who have their 

intrinsic needs and attributes, which demand actual learning activities based on 

principles and methodologies that differ from those of school education. It also shows 



how, for these purposes, various media resources can effectively be used. 

Chapter 2 analyzes university management and the changes that have occurred in 

this area since the 1990s in Japan, where a turning point in governmental university 

policy had taken place. This chapter also measures the successes and failures of 

academic enrollment of adult and/or working learners, showing the relevant measures 

taken by academic institutions to expand enrollment to this population. This analysis 

elucidates that: since the turn of the century universities have taken up an interest in 

adult (and/or working) learners as recipients of education as opposed to only the 

traditional client group (aged between 18 and 25 years); they have continued programs 

targeted at adult learners, such as university extension courses and promotion of 

enrollment of working people and that; the increase seen in adult learners at 

universities reflects not only the eagerness of the institutions to gain more students 

but also the desire of adults to continue learning. 

Chapter 3 examines distance higher education as an important mechanism for 

higher education institutions to employ in approaching lifelong learning. The benefits 

gained from implementing a variety of available media for the purpose of distance 

higher education are reviewed in Chapter 3, noticing past changes in the situation 

surrounding such media and its current issues. Through these analyses, Chapter 3 

details the use of various media boosting the functionality and competitiveness of 

distance higher education, as well as the current state in which the use of the media 

for distance higher education is actually expanding. 

Chapter 4 focuses on OUJ as a representative distance higher education institution 

in Japan. Results of fact-finding surveys are used to investigate the significance and 

possibilities of education provided by OUJ, while reviewing the university’s history 

from its founding to the present. Specifically, the positive functions and implications 

that distance higher education has on society, as well as its limitations and 

complications, are examined in Chapter 4 using the results of quantitative analyses for 

the numbers of its undergraduates and graduates and the results of fact-finding and 

awareness surveys conducted on OUJ students. These analyses elucidate upon 

relationships between the structure of student attributes and their unique learning 

characteristics, as well as the great expectations held by OUJ students for the 

heightened use of networked media. 

Lastly, Chapter 5 clarifies new trends and the evolutionary use of technology in 

distance higher education in a lifelong learning society, principally from the 

perspective of the usability of the media for education. In particular, discussions in 

Chapter 5 focus on usability and near future pathways for Japan in terms of 

information & communications technology (ICT) and devices used in various ways in 

distance higher education in the world today. More specifically, this chapter examines 

compatibility between the actual situation and the five development models mentioned 

in the introductory chapter—including the autonomous learning and learning 

space-extension models—in order to identify the direction and problems in lifelong 

learner-oriented education provided by higher education institutions using available 

media. 

The following findings obtained through the aforementioned analyses are presented: 

 Adult learners in the higher education stage are expected to be looking for 

convenient and flexible learning forms more than ever before;  At present, the most 

promising form by which they can meet their needs is seen to be online learning using 

the WWW network;  In the present institution of distance higher education 

diversified by rise of on-line courses, the conformity of an "autonomous student model" 

and an "industrialization model" is not necessarily high as a model in connection with 

adult's lifelong learning. Moreover, although it seems that a "human-centered model" 

is effective for a student with specific attributes, such as the younger age group and an 



inoccupation layer, it does not suit universally;  More generally and practically, the 

presently optimum sought-after model is a hybrid model that takes diverse academic 

disciplines and various learners into consideration; and  The validity of the 

aforementioned learning space-extension model is expected to dramatically increase in 

the future once ICT advances further on the technical front, networked media becomes 

more popular, and use of these kinds of media becomes mainstream for distance higher 

education. 
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序章 生涯学習と遠隔高等教育 
 

 第１節 生涯学習と生涯学習社会 

 

生涯教育（lifelong education）の概念は1965年にパリで開催されたユネスコ（UNESCO: 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization：国連教育科学文化

機関）主催による成人教育推進委員会で、人は学齢期だけでなく生涯を通じて学び成長す

る能力と可能性を有しており、そのための学習機会が保障されるべきだ、との主張に基づ

き、当時ユネスコの成人教育課長であったラングラン（Lengrand, Paul）によって提唱さ

れたものである。もちろんそれ以前にも学齢期以外の組織的教育が行なわれてこなかった

わけではない。英語を母語としない移民応召兵のアメリカ化（Americanization）に代表

される移民同化教育1、やはりアメリカのショトゥカ（Chautauqua）運動に端を発する成

人教育への取り組み、国民統一運動に源を有するドイツの民衆教育（Volksbildung）、大

革命期の公教育理念を継承するフランスのアニマシオン（animation）活動2、あるいは明

治期において成人に対する国家的社会化の重要な一部であった通俗教育に起源を持つ日本

の社会教育など、すでに組織化された非学校型の教育が世界の各地に定着していたことは

事実である。ユネスコで提唱された生涯教育がそうした成人教育や社会教育と異なるのは、

それが学校外教育という限定的な部分のみに焦点をあてていたのではなく、学校教育をも

含めた全教育体系の構造改革までをも視野に入れていた点であった3。 

1960年代後半は、ユネスコによる生涯教育の提言だけでなく、OECD（Organization for 

Economic Cooperation and Development：経済協力開発機構）による教育体系の「リカ

レント化」、また、ハッチンス（Hutchins, Robert M.）の著作4に主導された学習社会論な

ど、いくつかの有力な生涯教育に関連する議論が一斉に展開された時期でもあった。もち

ろんそれらがこの時期に集中して展開されたのは単なる偶然ではない。その背景には、自

由主義諸国における経済ナショナリズムの元での戦後一貫した経済成長とそれにともなう

技術革新、生産性の向上、情報流通速度の増大等によって、旧来の学校教育体系が社会の

要請と齟齬を来すようになっていたという社会状況があった。社会の「学校化」が進展し

た結果として人々の学歴水準が傾向的に上昇し、それにつれて公共財政支出の中での教育

費負担もウェイトを高めていったことも、背景として重要であり、また、先進諸国で巻き

起こった大学紛争の波も、そうした時代状況の明確な表出であった。 

そうした世界的な動きを受け、わが国でも中央教育審議会（以下、中教審）の答申『生

                                                  
1 Stubblefield, Harold W. & Keane, Patrick, Adult Education in the American Experience, 
Jossey-Bass (1994) p.181. 
2 岩永雅也『現代の生涯教育』放送大学教育振興会(2012)202-203 頁。 
3 ラングランの提唱した生涯教育についての詳細は、第 1 章第 1 節を参照。 
4 Hutchins, Robert M. The Learning Society, Pelican Books(1968)． 
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涯教育』（1971年）が発表された。それを機に、文部省や地方公共団体による生涯教育政

策の具体化が開始された。答申では、学校・地域・家庭の連携・協力の促進、従来の社会

教育事業の拡充と整備といった一般的な提言の他に、特に高等教育機会の生涯教育化に関

して、成人に対する大学教育の開放が主張された。具体的には、この時期に、いくつかの

国立大学での大学教育開放センターの設置、それらを通じての大学公開講座の開講、そし

て放送大学の創設などが提案されている。 

中教審答申に始まる1970年代前半は、わが国における生涯教育の「第１のブーム」であ

った。後述の「生涯学習のブーム」と対比して「生涯教育ブーム」と呼ぶこともできよう。

その時期、生涯教育は文部行政あるいは地方行政の有力なキーワードの一つとなった。制

度的な側面から見れば、現在活動中の生涯高等教育機会のほとんどがこの時期に企画され、

基礎を作られたものであるといってよい。そうしたことからもわかるように、この第１の

ブームの特徴は、理念の展開や行政基盤の整備、ハードウェアの構築といった、いわばイ

ンフラストラクチャーの整備に関わる運動が繰り広げられたことである。まさに「生涯教

育論の今日的意義は、それが公共政策論として打ち出されてきたところにあった」5のであ

る。 

しかし、そのようにはなばなしく出発した生涯教育も、その後ドルショック、オイルシ

ョックという二度の大きなリセッションを経て日本経済の高度成長が終息するとともに急

速に表舞台から姿を消し、本来的に行政の理念が先行して進展した生涯教育の第１のブー

ムは鎮静することとなった。その背景には、生涯教育という概念をあまりに拡張したこと

で、それが非常に曖昧なものになっていたという事情があった。大学での公開講座といっ

た非常に明確な形態をとる実践から、放送や書物による趣味の勉強といった｢はっきりした

形態もなく、はたから見ただけでは果たして教育活動が行われているかどうかも分からな

いような｣6実践までをも含む広い領域をその内容としていたため、全体像の正確な把握が

本来的に困難だったのである。しかし、そうした実践者の数だけ定義があり得るという生

涯教育の多様性・多義性からくる曖昧さも｢それが経験され、実践に移される時に消え｣7て

しまう。というのも、個々の実践を指して｢これも生涯教育だ｣ということは容易であり、

その実践された具体的な学習の積み重ねこそが生涯教育そのものに他ならないと考えられ

たからである。その意味で、生涯教育は理論的制度的に一つにまとまった体系ではなく、

すぐれて実践的な、刻々と変貌していく社会的営為の集まりだったということができるで

あろう。 

もっとも、その時期、生涯教育のすべてが停滞の局面にあったわけではない。行政の主

導によらない民間の組織的教育機会は、むしろ公的教育機会が停滞的であったこの時期に

                                                  
5 市川昭午「学習社会としての現代」市川昭午・天野郁夫編『生涯学習の時代』有斐閣(1982)7頁。 
6 市川昭午『臨教審以後の教育政策』教育開発研究所(1995)356 頁。 
7 エットーレ・ジェルピ／前平泰志訳『生涯教育－抑圧と解放の弁証法』東京創元社(1983)16 頁。 
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基礎を固め、成長の足掛りを作っていたといってよい。その代表的なものが、1974年の朝

日カルチャーセンターの開講に始まる民間教育文化事業、いわゆるスクールビジネスであ

り、1976年の制度発足以降急成長を遂げる専修学校（75年以前は各種学校）であった。後

で見るように、制度発足後10年間で専修学校の数は発足時の約３倍に達し、学生数も大幅

な増加を見た。第４章で詳しく見ることになる放送大学の構想もこの時期にその大勢が決

せられ、1985年の開講につながっていったのである。また、人々の意識の中に「生涯教育」

あるいは「生涯学習」というコンセプトあるいは意識が普及浸透し、例えば、1979年4月

に静岡県旧掛川市市議会で採択された「生涯学習都市宣言」に続き、生涯学習都市が全国

に誕生したのもこの時期であった8。 

第１のブームから10数年後、臨時教育審議会（以下、臨教審）において生涯教育は「生

涯学習」として再び表舞台に登場することになった。特に1987年4月の臨教審第三次答申

では、教育改革の重点のひとつとして、学校教育中心のわが国の教育のあり方を「生涯学

習体系」へと移行させることが提唱された。タームが第１のブームから臨教審の直前まで

一般に広く用いられていた「生涯教育」から「生涯学習」へと変化したのは、学習者の主

体性を重視する理念へのシフトによるものである。この転換は、決して単なる用語だけの

表面的な問題にとどまるものではない。「学習」の語が採用されたのは、伝統的社会教育や

政府主導型の生涯教育ブームに対する種々の批判に直面し、内容的な変更を余儀なくされ

た結果であり、その意味で優れて実質的な変化であるといえる。この答申により、生涯教

育は明確に学校教育を包接する上位概念として位置づけられることになった。文部省は臨

教審の一連の答申を承けて、1988年7月社会教育局を生涯学習局（現在は生涯学習政策局）

に改組し、筆頭局に据えて生涯学習に重点を置いた教育政策の推進に着手した。 

そうした動きは、第１のブーム以上の速さで全国的なものとなっていった。その背景に

は、第１のブームに比べいっそう社会の高齢化が進展したこと、世界経済の中での日本の

地位が向上したことによる国際化の必要性が増大したこと、また国民所得の上昇により学

習に振り向け得る財の絶対量が増加したことなど、いくつかの条件の変化があった。さら

に1970年代に生涯学習のための社会的インフラストラクチャーが整備されていたことも、

1980年代後半に第２のブーム、すなわち「生涯学習ブーム」を出来させる重要な要因とな

っている。それ故このブームは、公的機関の主導のもとに展開した、つまり公的機関が旗

を振り、学習者がそれに応じたというのではなく、すでに多くの人々がさまざまなかたち

で自発的な学習活動を行なっている現状を、臨教審、文部省、あるいは地方公共団体等が

追認しオーソライズした、という性格が強い。その意味では現在のわが国も、ハッチンス

のいうような学習社会に一定程度近付いた社会状況にあるといえよう。 

第２のブームの も重要な契機となったのは、1987年8月に出された臨教審第四次答申

                                                  
8 岩永、前掲書、3 頁。 
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において、生涯学習社会の実現すなわち生涯学習体系への移行が主要な三つの柱の一つと

して明確に提示されたことである。ここでその生涯学習社会（学習社会）について簡単に

見ておこう。われわれの理解する理念としての生涯学習社会は、前出のハッチンスによる

学習社会に源を持つ概念である。ハッチンスは学習社会を、「すべての成人に、いつでも定

時制の成人教育を提供するだけでなく、学ぶこと、何かを成し遂げること、人間的になる

ことを目的とし、あらゆる制度がその目的の実現を志向するよう、価値の転換に成功した

社会」9のことだとしている。もちろん、こうした規定は、「すべての成人」や「いつでも」、

「あらゆる」といった表現からもわかるように、一種のユートピア、つまり永遠に実現し

ない架空のモデルという性格を持つことも否定できない。事実、ハッチンスは、未来社会

を人々が労働から解放される余暇社会だと見て、そのような社会において初めて人は「賢

く、楽しく、善く生きることができる」としたが、その理想的学習社会のモデルとして古

代ギリシアのアテナイ人社会が想定されていたことは、まさにそれが一つの夢物語である

ことを示しているといってよいだろう。というのも、この産業化と市場化の進展した近代

国家において奴隷制に基礎を置くポリス社会がもはや成立し得ないことは明らかだからで

ある10。しかし、臨教審答申以降の「生涯学習体系への移行」という大きな政策的潮流の

中で、学習社会、あるいは生涯学習社会は、十分に強力な政策的モットーとなり得たし、

また、広く大衆的な支持を得ることもできた。 

その も重要なエッセンスは、「教育から学習へ」「公から私へ」という流れの存在であ

る。伝統的な成人教育、社会教育から現在までの組織的な学校外教育を通観してみよう。

戦前期から続く伝統的な成人教育、社会教育は、その多くが近代社会に内在する「前近代」

（移民集団、貧困層、伝統的地域共同体など）を、近代的な市場経済、社会体制の中に取

り込もうという意図のもとに行なわれていたといってよい。つまり、「公が民を教え育む」

11という意図である。このような体制は、終戦後の民主主義啓蒙の時期にあっても、基本

的には維持されたと考えられる。それに対し、続く第１の生涯教育ブームの段階では、内

在する前近代はすでに無視し得るほどに縮小しており、独立し、近代化した個人が自らの

ための教育機会を求める基盤は成立していた。そしてそのような背景のもとに社会的イン

フラストラクチャーの整備が進められたのである。ただし、それが行政からの働きかけと

その主導のもとに進展したところに、次の第２のブームとの大きな差異があった。その第

２のブームは、個人の近代化と学習への意欲がより進んだ段階であり、その時期には自発

的な学習意欲が先行した。その一つの表れとして、第２のブームでは、家計からの非学校

                                                  
9 新井郁男編『ラーニング・ソサエティ』至文堂(1979)32 頁。 
10 もっとも、ハッチンスは、「機械は、奴隷がアテナイの恵まれた少数者のために行ったことを、すべ

ての現代人のために行ってくれる」といった、きわめて楽観的な社会観も示している(新井編、同書、32
頁)。 
11 例えば松下圭一は、「お上」が民衆に学習機会を与えるという従来型の社会教育は、すでにその使命

を終えたと批判し、論議を呼んだ。（松下圭一『社会教育の終焉』筑摩書房(1986))。 
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教育支出の額が年々急速に増大したこともあげておくべきであろう。このように学習にお

ける自発性が高まったことは、社会全体でprivatizationつまり個人化、私事化、民営化が

進展したことと無縁ではない。これはひとり日本だけの現象ではなく、先進諸国を席巻し

た新自由主義的政策という風潮の中で生じた変化である。ラガット（Raggatt, Peter）が、

1996年の時点で「21世紀を目前に控えたこの時期、社会的ニーズが生涯学習という理念に

向かっていることがますます強く認識されつつあるのと全く軌を一にして、成人の学習機

会拡大の責任が国家から学習者個人や雇用者へと移行しつつある」12と書いているように、

先進諸国に共通する新自由主義の風潮の中で、まさに「公」ら「私」への主体変化、「教育」

から「学習」への方向性の変化が生じたのである。 

こうした現代まで続く生涯学習における自発性の伸長は、同時に学習内容の高度化、専

門化の要因ともなっている。NHK放送文化研究所は、全国の20～79歳の成人を対象とし

た「学習関心調査」を何度か行なっているが、2008年の調査によると、大項目で見た場合

の学習関心は、従来高かった「趣味・おけいこごと」から、「教養」「社会」「家庭生活」と

いった分野へと移りつつあることがわかる。特に若年層、男性、専門・技術・管理および

事務職、そして大卒者といった属性集団では、「教養（特に英語）」「職業」「社会（特に税

金、年金等）」といったジャンルへの関心が特に強くなっている13。そうした学習内容の高

度化、専門化の進展により、公的に推進される生涯学習体制においては、社会教育の時代

のような地域共同体的な組織ではなく、より高度で専門的な知識や学習のノウハウが蓄積

されている学術的な組織、すなわち、大学をはじめとする高等教育機関が教育の有力なエ

ージェントとして期待されることになるのである。 

 

 第２節 高等教育機関の閉鎖性とその変容 

 

一方、日本の教育体制の中にあっては、これまで高等教育は生涯学習から も遠い位置

にあるもののように考えられてきた。それは、一つには、これまで長い間生涯学習の概念

が社会教育の延長線上で理解されたり、余分な時間をもてあます人々の「閑暇学習」ある

いは「ひまつぶし」と見られたりしていることが原因していると思われる。しかし、より

大きな原因は、学習者を受け入れる高等教育機関の方にこそある。わが国の大学をはじめ

とする高等教育機関は、これまでそうした生涯学習のニーズに十分応えていけるだけの構

造を有してきたとはいい難い。むしろ大学、短大など伝統的な高等教育機関が成人学習者

にとって極めて閉鎖的なシステムであったことはよく知られているところである。 

今日の大学は、いうまでもなく中世ヨーロッパにその源流を有している。初期の大学は、

                                                  
12 Raggatt, Peter, Richard Edwards and Nick Small eds., The Learning Society, Open University 
(1996), pp.1-2. 
13 増田智子・小林利行「人々の学習関心とメディアに求めているもの」NHK 放送文化研究所『放送研

究と調査』(2008 年 8 月号)35～37 頁。 
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学ぶ必要があり学びたい者が必要な期間に必要なだけ学ぶという、わが国の徳川末期の私

塾のような性格の教育機会であった。そうした形態は、近代化の進展とともに、次第に定

型的な教育にとって変わられた。しかし、その伝統があるため、ヨーロッパおよびそこか

ら派生したアメリカの大学では、在籍学生全体に占める成人学生の比率の高いのが当り前

になっている。OECDが公表したデータ（2010年）によれば、欧米各国の高等教育機関（学

士課程）への25歳以上の入学者の比率は、例えばスウェーデンで28%、フィンランドで26%、

アメリカで24%、低率のドイツでも15%と、全体として２割程度の高い数値を示している14。 

それに対し、日本の大学教育はどうであろう。わが国の正規の学校教育は全体に、欧米

と比較して成人学習者に対する閉鎖性が強いといわれ、初等・中等教育段階はともかく、

高等教育段階にいたっても在籍者中の成人学生比率は極めて低いことが知られている。日

本の大学院を含む高等教育機関に在籍する学生のうち、25歳以上の者は約5%程度と思われ

るが、先の欧米の数値に比べ、極端に少なくなっている15。 

その背景には、第一に学校教育そのものの構造の問題がある。わが国の大学・短大のシ

ステムは、高校卒業後直ちに入学する専業学生に準拠してデザインされており、有職者や

成人学習者には不向きにできている。特に就業経験者の合格が困難な入試制度は、成人学

習者の参入を阻む も高いハードルとなっている。第二に、社会経済的な問題があげられ

る。日本の雇用構造の特徴として広く知られている終身雇用・年功制・新卒採用主義の原

則は、勤労者が職業生活の中途で学習生活に戻ること、すなわちリカレント型の学習の必

要性を大きく減じ、またたとえ必要でもその遂行を著しく困難にしてきた。今日、その慣

行はかつてほど強固なものではなくなっているが、それでも今なお雇用の主要部分には厳

然としてそれらが存在する。そして第三に、文化的な要因も無視するわけにはいかない。

日本人は自らの所属する組織に強い帰属性を持っており、自分の学習のために勤めをやめ

たり、学習の結果としての新しい資格を活かして転職したりすることには一般に後ろめた

さを感じがちである。そうした日本人の「集団主義」的な特性も、成人の学習を阻む大き

な障害となっていよう。それらの要因が複雑に働きあって、わが国の高等教育機関を成人

学習者に対して閉鎖的なものにしてきたと考えられるのである。 

そのように伝統的に閉鎖的であった高等教育も、近年、次第に開放性を増している。そ

うした変化は、一言でいえば「高等教育から中等後教育へ」「閉鎖性から開放性へ」という

流れで表現することができるだろう。わが国の高等教育の多様化と規格化の歴史を概観し

ながら、その動向を追っていくことにしよう。 

わが国の近代的教育体系は、いうまでもなく1872年（明治5年）の「学制」に始まる。

「学制」によって西欧型の近代公教育の概念が導入され、79年の教育令、80年の改正教育

                                                  
14 OECD, Stat Extracts (2010)による。その他の国も含めた詳細は第２章第２節参照。 
15文部科学省『学校基本調査報告書』からの推計である。わが国の学校統計では、高等教育機関在籍者

の年齢別の正確な数値は算出されていない。参考として「社会人学生」の数値が文部科学省から発表さ

れているが、その数値は例年わずか 2％程度に過ぎない。 
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令で発展段階の実情に合わせた大幅な軌道修正が行なわれて以来、わが国の教育機関は、

民間の教育需要に応じた多様な教育機会の創出と、それに対する政府の規格化、体制内へ

の取り込みを繰り返しながら発展してきたといえる。わが国の近代教育制度の歴史は、い

わば下からの多様化、異化のベクトルと、上からの規格化、同化のベクトルとの葛藤と競

合の連続であったといってよいだろう。 

高等教育もその例外ではない。明治政府が帝国大学というスタンダードを定めて以来、

大衆の側から生じた教育需要に感応して新たな教育機関が作られ、それが成長し社会的に

定着すると、帝国大学から見てそれがどの程度の位置にあるかが公的に認知される、とい

う形態がとられてきた。諸教育機関は、あたかも岩漿のカオスの中で融点の高い順に個々

の鉱石が結晶していくように、社会に定着するたびに公的な名称（専門学校、高等学校、

専修学校など）を与えられて公認されてきたのである。 

もちろんすべての高等教育機関が、帝国大学を頂点とするハイアラーキーの中に直線的

に組み込まれたわけではない。例えば高等師範学校、実業専門学校などは、帝国大学とは

別の"傍系"を形成していたのであり、その意味で第二次世界大戦までのわが国の高等教育

は、「多様に分化し、それぞれに独自の進学系統を持った」16多元的な構造をなしていたと

いえる。 

連合国 高司令官総司令部（GHQ：General Headquarters of the Supreme Commander 

for the Allied Powers）の主導になる戦後教育改革は、そうした高等教育の構造を劇的に

変革した。高等教育は1949年、「大学」という単一の名称のもとに、教育課程、年限、入

学資格、教員基準、卒業資格、教育条件等々にいたるまですべて一元化された。主として

女子教育機関であった一定の基準に満たない学校は短期大学とされたが、それらもいずれ

は四年制大学に移行する仮の形態と見なされたため、基本的に「高等教育=大学教育」と

いう簡潔な図式が成立することになったのである17。 

しかしこの「高等教育=大学教育」という図式に対しては、その成立の直後からさまざ

まな多元化への圧力がかかった。例えば1951年、政令改正諮問委員会は、大学を学究的な

「普通大学」と専門的技能の伝達中心の「専修大学」とに分離する案を提出したし、また

1962年には高等専門学校（大半が工業系）が発足して、非大学型の系統が新たに誕生した。

しかしそれらは影響力からいっても絶対量からいっても、到底図式の枠を打破するものと

はなりえなかった。むしろ単一図式に対する脅威となったのは、過渡的措置で設置された

短期大学が、戦後数十年を経てそのまま社会的に定着し、発展してきたことであった。公

式には大学が高等教育の唯一の正統であると表明されている間に、社会的にはそれ以外の

道筋も独自の発達を遂げていたのである。もっともその道筋は、9割以上が女子によって

                                                  
16 天野郁夫「高等教育制度論－日本的モデルの模索」河野重男・新井郁男編著『現代教育の構造と課題』

ぎょうせい(1978)180 頁。 
17 喜多村和之「日本における『中等後教育』の制度的構造」広島大学・大学教育研究センター『大学論

集』第七集(1979)25 頁。 
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利用されていたのであり、その意味ではそれもやはり全社会的な力にはならなかったとい

える。 

一方、1960～70年代の高度経済成長期に、量的にも質的にも大きな成長を遂げていたも

う一つの教育機関があった。各種学校である。各種学校とは、学校教育法の規定の外部に

ある「その他各種の学校」の総称であり、公的基準による審査を受けていないという点で

は、全くスタンダードを持たない教育機関であった。しかしその時期、各種学校の中には、

民間の高まる教育需要に感応して、高度な専門教育を短大なみの期間、組織的に行なうも

のもあらわれたのである。その勢力が次第に大きくなるにつれ、各種学校の側からの学校

教育法一条校に準ずる法的優遇措置を求める声も高まってきた。そして圧力団体としての

全国各種学校連合会の十年越しの運動の末、1975年に専修学校制度が誕生したのである。 

その後の専修学校の量的拡大は著しく、約十年後には学生数で短大を凌駕するほどにな

った。その量的拡大の原動力となったのは、高校卒業を入学資格とする専門課程の学生、

とりわけ男子学生の増加であった。また、1975年7月、専修学校関係の法律と時期を同じ

くして成立した「私立学校振興助成法」（「私立学校法」の一部改正もともなう）が、戦後

他に類を見ない私立高等教育機関の量的拡大抑制策として強力に機能し、大学進学全体に

ブレーキがかかったことも、代替進路としての専修学校の量的拡大を促進した。 

こうした高等教育機関の多様化の動きは、わが国だけに限ったことではない。アメリカ、

スウェーデン、イギリス、西ドイツ（当時）などのOECD諸国でも、同様の動きがわが国

と前後して生じていたのである。その時期から、OECDでは「高等教育」（higher education）

をより普遍化した概念である「中等後教育」（post-secondary education）に置き換えて用

いるようになった。しかし、わが国では中等後教育というタームが必ずしも広く市民権を

得ているとはいい難い。「大学」を高等教育の本来の姿として、それ以外の教育機関と一線

を画す考え方が未だに根強いからである。しかし、どのようなタームで表現するにしろ、

実態としてすでに多様な高等教育機会が広範に存在することを、行政の側でも認めざるを

得なくなっていることは確かである18。 

 

第３節 生涯学習の多様な選択肢 

 

高等教育の概念が中等後教育まで拡張された、ということは、成人学習者にとって生涯

学習に利用し得る高等教育機会が増大し、多様化することにほかならない。現在、わが国

で生涯学習機会として利用し得る中等後教育機関の種類は、大きく分類しても十指に余る。

その中の重要なものについて、その内容と生涯学習機会としての適合性を検討していくこ

                                                  
18 文部大臣の私的諮問機関である高等教育懇談会は、専修学校制度発足と同時期に、早くも「…高等教

育を通常の大学等に限らず、放送大学、大学通信教育、さらに専門学校をも含めて広く対象と」すると

表明している。(文部省大学局『高等教育の計画的整備について』(1976)) 
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とにしよう。 

 

（１）大学等公開講座 

欧米の大学では伝統的に、university extensionの一環として行なわれてきたのが、大学

の研究成果と教育の一部を地域社会に直接開放する公開講座である。公開の方法は大きく、

①大学の教室を開放して、教員が講義するもの、②地域の施設に教員を派遣し、講義をす

るもの、③放送を用いて講義を提供するものの三者に分けられる。放送講義のテーマは、

各地域の特性を活かしたものが多く、全国ネットの教育放送には期待できない地域的学習

ができる。また、国公立大学の場合はテキスト代などの実費負担だけで安価に学習ができ

るのも魅力となっている。2010年現在、国公私立合わせて707大学で26,904講座が提供さ

れているが、これは18年前の実に約6.8倍の数である。受講者数も約120万人で、やはり18

年前の2.3倍にあたる19。大学公開講座の状況に関しては、本論第2章で詳細に検討するこ

とにしたい。 

 

（２）大学・短大の通信教育 

まず、伝統的な大学、短大と教育内容には基本的に同列に置かれる、大学、短大、ある

いは大学院の通信制教育について見よう。後章において詳論するように、日本の通信制高

等教育の歴史は決して浅いものではない。既に1884年（明治17年）に明治義塾法律学校が、

あるいは85年（明治18年）に英吉利法律学校（中央大学の前身）が、それぞれ遠隔地の校

外生に対する「講義録」による通信教育を開始している20。第二次世界大戦後も、新制大

学の発足（1949年）以前（47年）に郵便を利用した大学通信教育が発足し、今日にいたっ

ている。大学、短大,大学院の通信教育部には現在、約24.5万人が在学している。この数は、

1975年までは漸増、その後ゆるやかな減少傾向にあったが、後述の85年の放送大学の開講

によりやや増加傾向に転じ、過去数年は不況の影響もあって再び減少傾向にある。 

放送大学は、教育統計上、便宜的に通信制大学に分類されているが、他の通信制大学と

は教育システムも学生集団も、また生涯学習体系の中での位置づけも異なっているため、

本論では独立して取り上げることにする。放送大学は、テレビとラジオを通じて講義を視

聴し、10年以内に四年制大学と同じ124単位を修得すれば正規の大学卒業資格の得られる、

わが国で唯一の放送による公開大学である。主としてイギリスのOpen University（以下、

UKOU）をモデルとして1983年に設立され、1985年4月からUHFとFMによる講義を開始

した。設置主体は、省庁関係者が理事となって運営する放送大学学園で、設立当時は国立

でも私立でもない特殊法人立という位置づけがなされていたが、特殊法人改革により、

                                                  
19 文部科学省委託調査報告書「平成 25 年度開かれた大学づくりに関する調査報告書」21 頁。 
20 溝上智恵子「ｅ-ラーニングが開く教育の自由化・国際化」関口礼子編著『情報化社会の生涯学習』学

文社(2005 年)73 頁。 
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2003年10月からは「特別な学校法人」立（「放送大学学園法」という法律に基づく）の大

学として再出発した。しかし、その学校法人化の前も後も、実際の運営資金の3/4は国庫に

よって負担される、実質的な「国営大学」である。学部は教養学部だけであるが、その下

に６つのコースが設置され、教育分野は総合大学のほぼ全域をカバーしている。開学以来、

全国化21の進展もあって、現在は、学部、大学院を合わせ約8万9,000人が在籍している22。

放送大学における教育の詳細に関しては、第４章で検討することにしたい。 

 

（３）専修学校 

1975年、文部省は、学校教育法第一条に定められた正規の学校以外の各種学校のうち、

設備、教育内容、教員等に関する一定の基準を満たすものを専修学校と認定し、新たな中

等後教育機関として法的に明確に規定した。多くの専修学校は「高等課程（入学資格は中

学卒業）」「専門課程（同高校卒業）」それに「一般課程（卒業資格要件なし）」の3コース

を持っているが、特に専門課程が明確に高卒後の進路として位置づけられたことの意義は

非常に大きい。現在、国家公務員では採用、給与面で専修学校専門課程卒を短大卒とまっ

たく同格に扱っており、大学によっては、専修学校専門課程の卒業生を三年次編入で受け

入れるところが多くなっている。統計等でも専修学校専門課程（専門学校と通称されるこ

とが多い）を高等教育の範疇に入れることがしばしばである23。 

専修学校の修業年数は一般に2年間で、コースの内容は、工業、ビジネス、医療、衛生

など職業的技能に結び付くものがほとんどである。1976年に893校で出発した専修学校も、

2013年5月現在では3,216校（うち専門課程を置く学校が2,811校）となり、在学生数も約

66万人（うち専門課程を置く学校の在学生が約58.7万人）に達して、量的には減少の一途

をたどる短大を凌駕している24。70年代末から80年代後半にかけては「専修学校ブーム」

ともいうべき現象も見られ、大学・短大とは別の新たな中等後教育機関としての地位を築

いてきたといえよう。ただし、高卒者の進路として明確に位置づけられるとともに、多く

のコースが高卒後直ちに進学する若者で占められるようになり、むしろ成人教育機関ある

いは生涯学習機会としての性格は薄らいでいるのが現状である25。 

もうひとつの学校種、各種学校がある。各種学校での学習は、原則として正規の学卒資

格に直接結び付かないが、特定の技能を短期間でいつでも学べるという点で、正規の学校

教育を補完、代替する機能を果たしている。各種学校は、専修学校や学校教育法一条校へ

                                                  
21 開学当初は電波の到達範囲と学習センターの設置が南関東地域等に限られており、全国化が強く求め

られていた。開学から 15 年をかけ、1998 年 10 月に全国化が達成された。  
22 放送大学「経営に関するデータ集」2012 年 12 月より。本論第 4 章、図４－１も参照。 
23 文部科学省の学校基本調査では、学校教育法での扱いが異なることから、現在でも高等教育とは別の

カテゴリーに置かれている。 
24 文部科学省「平成 25 年度学校基本調査(確定値)」：

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/_icsFiles/afieldfile/(2014/01/29)より。 
25 岩永雅也「中等後教育機関としての専修学校の機能と問題点」『高等教育研究紀要』第４号(1985 年) 
29-46 頁で、専修学校の発足、定着、発展の分析を行っている。 
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の学校種変更や経営不振による廃校などが相次いだため、 も学校数の多かった1960年代

末～70年代半ばの約8,000校から、2013年現在の1,330校まで、約83％も減少している。現

在各種学校には122,890人が学んでいるが、その約半数は予備校と自動車操縦が占めてい

る26。 

 

（４）民間教育文化事業 

民間教育文化事業は、カルチャーセンターあるいはスクールビジネスなどと呼ばれる教

育事業の総称である。わが国にも以前から教養文化教室のような地域的学習機会はあった

が、それが全国的な規模で展開したのは、1974年の朝日カルチャーセンターの開講以来の

ことである。それ以後、新聞社、放送会社、デパート等を事業主とするこの種の事業は、

急速な成長を遂げている。民間教育文化事業の全体像を量的に把握するのは困難であるが、

朝日カルチャーセンターの例では、東京だけで現在550科目（1,330クラス）が開講されて

いる。経済産業省は現在全国で延べ640万人余りがカルチャースクールに属する教育機関

で学んでいると推計している27。 

民間教育文化事業は、公的機関の行なう伝統的な社会教育とはまったく対照的に、企業

性、広域性、総合性、個人指向といった特性を備えている。そのことが学習者の流動的な

教育需要に機敏に対応していく上で有利に働いていること、そしてそれが従来の社会教育

にない民間教育文化事業の魅力の重要な一側面をなしていることに留意すべきである。し

かし反面、そのような民間教育文化事業の性格が、高額の授業料や大都市への遍在という

形で、低所得者層や地方在住者を排除する傾向があるという課題を持っていることもまた

事実である。 

 

（５）社会通信教育 

一定のカリキュラムに基づいて講義、教材の送付、問題演習、添削指導、質疑応答等を、

郵便、放送などの通信手段を用いて行う教育を指す。ただし、学校教育法に基づいて高等

学校や大学が行う、正規の卒業資格や学位に結び付くものはこのカテゴリーには入らない。

正確な数の把握は困難だが、現在全国の1,000をこえる機関で50万人前後の学生が学んで

いると思われる。文部科学大臣は、民間で行われている通信教育のうち、学校、一般社団

法人、一般財団法人が行っているもので社会教育上奨励すべきものを社会教育法の規定に

基づき認定し、その普及奨励を図っている。2012年7月現在、認定を受けた社会通信教育

は110課程で、年間受講者数は約53,000人となっており、生涯学習のための重要な手段の

                                                  
26 文部科学省「平成 25 年度学校基本調査(確定値)」：

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/_icsFiles/afieldfile/(2014/01/29)より。 
27 経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」2012 年度版：

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/result/result_1.html/(2013/10/15)より。 
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一つとなっている28。コース内容には簿記、速記、無線技術、設計、語学、服飾などがあ

る。修学期間は６ヶ月から１年程度と比較的短い。誰でも、どこでも、いつでも、しかも

比較的安価に学べるという点で、学校教育を補完する利点を持つ反面、必ずしも質の良い

教育機会ばかりとはいえず、また利用者にはその良否の判別が困難だという弱点もある。 

ここまで（１）～（５）で見てきたような選択肢の多様化は、学習者の側から見れば選

択の幅の広がりにつながるものであった。しかし反対に教育を提供する側からすれば、一

定の規模の教育需要のもとで顧客の獲得競争が激化することを意味している。1992年の18

歳人口のピーク以降、市場の状況は悪化の一途をたどっており、激化する競争に生き残る

ためにも、これまでの顧客市場とは別の市場の開拓に乗り出さざるを得なくなる状況に置

かれ続けているのである。 

成人学習者は、その意味で、大きな開拓可能性を持った魅力的な市場の一つである。成

人の潜在的教育需要（=学習への意志）の高さは決して低くなく、すでに形成されている市

場の規模も小さいものではない。この分野での正確な数値の提示は困難であるが、日本生産

性本部が毎年調査報告を刊行している『レジャー白書』によると、民間教育文化事業、語学

学校、パソコン教室等の教育・学習事業等の顕在的な学習市場に、成人学習の潜在部分、す

なわち趣味工芸や文芸創作、音楽・美術鑑賞、茶道、華道といった分野の支出を加えた「趣

味・余暇部門」の年間消費規模の推計値は、約8.4兆円にものぼる巨大な市場になっている

ことがわかる29。そのうち、庭いじりやビデオ鑑賞、スポーツ観戦等の学習との関わりの

薄いものを除いた比較的学習活動に関連のある項目だけを取り出すと、成人の「参加率」

と「年間平均費用」から、大まかに1～1.5兆円強の市場規模であることが推察しうる。 

現在この巨大なキャパシティを持つ市場に参入している高等教育機関は限られている。

特に大学、短大といった伝統的教育機関は、従来成人学習者市場にあまり関心を払ってこ

なかった。しかし先述のように、伝統的な18歳人口の市場規模が縮小してくれば、そうし

た教育機関も成人学習者に目を向けざるを得なくなるのは当然のことといえよう。 

ところで、この新たな市場には、新規高卒者の市場にはない一つの大きな特徴がある。

それは成人学習者が、教育機関に所属しなくてもアイデンティティーを失う心配のない、

自立した存在だということである。彼らは自らの判断と意志で教育への支出を実行したり

中止したりできるという、経済的な自立性も高い。そのため単位費用あたりの効果、便益

にも敏感であり、市場内での移動性も高いのが普通である。景気が下向きになり、可処分

所得が減少すると、たちまち彼らは学習の場から撤退してしまう。これまでのように、毎

年同じ時期（４月）に同じ集団（18歳コーホート）から定型的なリクルートをしていれば

事足りるというわけにはいかなくなっているのである。 

                                                  
28 文部科学省「社会通信教育の振興」：

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/tsushinkyoiku/index.htm(2014/03/23)より。 
29 公益財団法人日本生産性本部･余暇創研編『レジャー白書 2013～60 代以上が余暇の主役へ～』生産性

出版(2013)67-69 頁。 
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 第４節 遠隔高等教育とメディア―本論の課題― 

 

ここまで見てきたように、今日の日本社会では、生涯学習体系への移行が政策として進

む中で、学齢期にない成人の学習の重要性がますます注目を集めるテーマとなっている。

その中でも、趣味や習い事といった伝統的な「閑暇学習」とは一線を画した、より高度な

学びへの関心が高まっている。そうした成人の学習需要の質的な変化は、いわゆる団塊の

世代30をめぐる「2007年問題」（団塊世代 年長集団の60歳定年時）と「2012年問題」（同

65歳定年延長終了時）にも関わりを持っている。というのも、彼らはそれ以前の戦前派、

戦中派と比べて学歴水準も経済力も相対的に高く、定年後の学習機会にあっても、より高

度な学習内容を求める傾向が強いためである。 

そうした学習要求に応えうる も有力な社会システムは、十分な伝統と人材を持ち、こ

れまでに多くの学問知を蓄えてきた高等教育機関とりわけ中世以来の学問的伝統を有する

大学である。しかし、従来伝統的な18～22歳層、つまり「大学に来ることが社会的に動機

付けられている者」への対応しかしてこなかった大学には、成人、社会人、つまり「大学

に来ることに社会的動機付けのない者」という大学にとって新しいジャンルの学習者の要

請に応えられるだけの理念も技術も十分には備わっていない。たしかに、大学の三機能の

一つとしてあげられる「社会貢献」の一環としての大学開放（extension）を推し進め、大

学公開講座や社会人学生の教育に注力することの効果は一定程度認められるようになった。

しかし、それにしても見方によっては「大学に来る者」あるいは「大学に来られる者」へ

の教育を行っているに過ぎないということもできるのである。地理的、社会的あるいは身

体的に通学が困難な学習希望者、卒業後の就職という動機付けなしに自由な学習を自律的

に行う学習者にどのような教育をどう提供するか。そうした重い課題が、生涯学習社会に

おける大学をはじめとする高等教育機関には課せられているのである。 

 そのような課題を解決し、生涯学習社会における高等教育機関の新たな使命を果たすた

めの も有力な教育システムの一つが遠隔高等教育である。その遠隔高等教育の社会的意

味と来歴を踏まえながら、生涯学習という場における遠隔高等教育とそこで用いられるさ

まざまなメディアの内容および効用、さらには可能性と限界といった側面に関して、具体

的な事例を取り上げて考察することを本論の基本に据える。 

本論における研究の目的と方法、先行研究、課題等は以下のとおりである。 

 

（１）研究の目的と方法 

 以上のような検討を踏まえ、本論ではその主たる研究の目的を次のように設定する。 

 

                                                  
30 堺屋太一が名付けた当初の｢団塊の世代｣は、1947 年～51年の 5 年間に生まれた人々を指していたが、

狭義には特に出生数の突出した 47 年～49 年の 3 年間に生まれた人々を指す。 
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特殊時代的な政策理念とその発現形態としての生涯学習社会において、遠隔高等教育

システムが有力な教育･学習方略として展開していること、およびその展開の手段として

多様なメディアの利用とりわけネットワーク･メディアの利用の有効性が高いことを、事

例に基づいて実証的に明らかにする。 

 

成人学習者は、その学習目的、学習形態、学習能力、学習達成等において、一般の若年

学生とは大きく異なっている。まず、その成人学習者の特性を明らかにし、彼らが今日の

生涯学習社会においてどのような社会的位置づけにあり、そこでいかなる学習をしている

のかを、とりわけ高等教育の領域において明らかにする。次いで、生涯学習社会の現状と

そこにおける遠隔高等教育の適宜性と有用性について、さらに、生涯学習機関として、ま

た遠隔高等教育機関として日本における代表的な存在である放送大学に焦点を絞り、そこ

での教育と学習がどのような現状にあるのか、また、そこで学習者たる学生はどのような

学習行動を採っているのか、そして、放送大学の教育システムをどう利用し、どのように

評価しているのかについて、直近の複数の調査結果を基に実証的に明らかにする。その上

で、現下の情報通信技術状況を踏まえ、放送大学のような遠隔高等教育機関がどのような

技術を利用することが可能かつ適切であるのかについて、海外の状況も参照しつつ詳細に

検討していく。それにより、今後の日本の遠隔高等教育が採用すべき有効な教育システム

を見出だすことを研究の 終的な目的とする。 

 

（２）先行研究 

 遠隔高等教育研究は、いうまでもなく教育研究の全分野から見て も新しい領域の1つ

である。したがって、その全てが体系的に整理されているわけではないが、それらを教育

的・社会的意義に関する理論研究、歴史的経緯と現状の分析、そして技術的手段とその効

果に関する研究の三者に大別することは可能である。その観点から、先行研究は概ね以下

のⅰ）～ⅲ）に整理することができる。以下、そのそれぞれについて検討する。 

ⅰ）教育的・社会的意義に関する理論研究 

 この分野での理論的アプローチは、基本的に遠隔高等教育をも包摂した「遠隔教育」と

いう大枠の中で展開されてきたといってよい。そこでの議論は、主に、対面型の教授-学習

形態との比較において遠隔教育がメディアを利用することの意味と必然性を検討するもの

として展開してきた。その代表的なものは、次の五つのモデルにまとめられる。 

①自律的学習者モデル 

英米両国で1970年代初めから遠隔教育の研究に携わり、American Journal of Distance 

Educationの創刊者としても知られるムーア（Moore, Michael G.）は、それまでの教授－

学習理論に教授行為と学習行為が離れて行われる場合の教育に関する理論が欠如していた

ことから、遠隔教育の理論化を目指した。彼は、そのような場合の学習者を自律的学習者
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（autonomous learner）と規定し、学習者と教授者との距離を地理的距離ではなく両者の

交流の多寡によって表される心理的な距離、すなわち交流距離（transactional distance）

と捉えて、その距離を克服するため、遠隔教育では印刷物や放送、電子機器等を積極的に

利用することによるコミュニケーションの促進が必要不可欠となることを示した31。 

この考え方に立てば、それぞれの時期ごとに交流距離を縮めるのに効果的だと思われる

メディアを利用して遠隔教育が行われることの意味や要因を理解することができる。例え

ば放送大学に代表される遠隔高等教育機関における印刷教材や放送番組のあり方にも理論

的根拠が与えられることとなる。さらに、それを敷衍するならば、技術の進展とともに高

度化するICT利用に移行していく必然性も理解できる。というのも、自律的学習者の学習

に関わる も大きな目的と関心が交流距離の効率的な克服だからである。実際、韓国公開

大学や日本の放送大学を対象として、交流距離とメディア利用に関する研究も試行されて

いる32。 

 ただ、ムーアの自律学習者モデルに対しては、交流距離という指標が基本的に学習者の

主観により心理学的に規定されるため、実証性、具体性に欠けるという問題、さらに、

近のICTの多様な技術的展開は「自律的学習者による交流距離克服の期待」という単純な

根拠だけで説明できるかという問題も指摘しうる。 

②産業化モデル 

 ドイツを代表する遠隔大学であるフェルン大学（FernUniversität）の初代学長を務め

たピーターズ（Peters, Otto）は、学習の遠隔化を教授－学習過程の産業化と捉えた。す

なわち、生産業等の高度化と同様に、事業の拡大と技術革新を背景に、教育分野において

も教授過程を分業化し、新しい技術を導入して効率を上げ（つまり一人の教授者が担当で

きる学習者の数を増加し）、それにもかかわらず教育の質を一定に保ち品質管理するため、

遠隔教育に放送メディアや電子機器の利用が促進されると説明したのである33。大量生産

のアナロジーから、彼はマスプロ教育（mass instruction）の必然性を肯定している。確

かに、高度に産業化が進展した社会にあって、教育だけがその流れに無縁というわけには

行かないことは言を俟たない。実際、対面式の講義や授業であっても、そうしたメディア

や機器の利用は年々進展している。また、事業という側面から見れば、遠隔大学の経営も

費用対効果の考え方からは逃れることができない。近年の大学経営においてしきりにマー

ケットが取り沙汰されるのも故なしとしないところである。 

                                                  
31 Moore, Michael G., Learner autonomy: the second dimension of independent learning, 
Convergence 5(2), (1972) p.76 
32 前者の例としては、Jung, I. S., Korea’s experiments with virtual education, Technical notes series, 
Vol.5, No.2, World Bank (2000) が、後者の例としては、熊谷愼之輔「M.G.ムーアの遠隔教育論」『岡山

大学大学院教育学研究科研究集録』第140号(2009)133-141頁がある。 
33 Peters, Otto, Distance teaching and industrial production: a comparative interpretation in 
outline, In Sewart, D., D. Keegan & B. Holmberg eds., Distance Education: International 
Perspectives, Croom Helm(1983). 
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しかし、教育という営為を物質生産と同様に捉えることへの情緒的な反発は措くとして

も、産業化モデルは、教育の特殊性を無視しすぎているという点で批判の余地がある。メ

ディアを用いた間接的な教育は、あくまでも直接的な対面型の教育があった上で、それを

代替する形で行われるものであって、常に対面型の教育部分をその一部として保持してい

る必要があるからである。教授－学習過程には教授者と学習者の絶えざる相互作用が不可

欠なのであって、面接型の授業は決して放送を用いた授業の代替として行われるものでは

ない。それは、例えばｅラーニングにおいて効率的な一方向・非同期型から相対的に非効

率な双方向・同期型へと向かっていくことの説明が、産業化モデルでは困難であることと

も関わってくる。 

とはいえ、遠隔高等教育機関を経営という視点から捉える場合には、重要な考え方であ

ることは確かである。 

③人間中心主義モデル 

 ホームバーグ（Holmberg, Börje）は、イギリスのUKOU、中部アメリカ大学、スウェ

ーデンのデルタ計画等の経験と調査の結果から、放送メディア、とりわけテレビが、学習

者に対して強力な動機付け効果を持ち、コースの内容とうまく整合している場合には、印

刷物での学習に困難を感じる人々からの高い評価を得られることを示した34。ただし彼は

同時に、学生が教師層など批判能力の高い集団である場合には、テレビよりもラジオ、あ

るいは放送メディアよりも印刷物の方がより好まれるという結果も紹介している。 

彼は、基本的に、教育とは個々の学習者が個別に学習することだと捉え、遠隔教育を教

材という案内付きの相互作用でありコミュニケーションであると考えた。したがって、学

習者の側のレディネスや能力によって適合する学習方法やメディアが異なってくるのは蓋

し当然のことであって、学習者は教材の導きにしたがって学ぶ楽しさや喜びを感じるよう

になり、学習を継続することができるようになるのである。これがホームバーグの人間中

心主義モデルである。このモデルでは、教材や機器などのメディアは学習の動機付けのた

めに必須のものとなり、それによって学習が成就することになる。そのため、教材は情報

量の多さや効率性ではなく、何より学習する喜びを喚起するものでなくてはならず、印刷

物は全て易しい口語で書かれ、放送教材は親しみやすいものであることが基準となる。こ

のモデルにあっては、教材は情報伝達の手段ではなく、互いに人間である教授者と学習者

との会話を惹起する手段である。それによって、本来あるべき対面型のコミュニケーショ

ンに限りなく近い教育が達成されると説明されるのである。 

このモデルによれば、例えば放送大学における教材は、情報の正確さや量ではなく、何

よりも親しみやすさを基準に作成されるべきであり、印刷教材はスタディガイドとしての、

放送教材は履修案内としての性格をより強く持つべきだということになろう。教材やメデ

                                                  
34 Holmberg, Börje, Status and Trends of Distance Education, Kogan Page (1981) p.78. 
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ィアを複合的に考える場合には有力な視点であると思われる。 

④ハイブリッドモデル 

 ダニエル（Daniel, John S.）は、UKOU、そしてカナダの公開大学で学長、副学長を務

めた遠隔高等教育の実践家、研究者である。彼は、遠隔教育について、メディアを介した

個別学習と教員やチューターによる直接対面指導がともに必要な、それぞれの相互作用に

よってはじめて成り立つ教育営為であると考えた。その意味で、かれの提示したモデルは、

自習とチュータリングの複合したハイブリッドモデルであるということができる。彼は、

遠隔教育メディアを用いた教育を、経済効率を担保するための手段、また教授者との直接

的相互作用の部分を、課程継続のための必須要素と捉え、個別学習と相互作用のバランス

の取れた教育が遠隔教育の望ましい姿だという主張を展開したのである35。その背景に放

送メディアとチュータリングとを同程度の重要性で用いていたUKOUの実践が理想像と

してあったことは間違いない36。 

 ダニエルにとって、新時代のICTを利用したメディアによる授業は、したがって、個別

学習（放送授業、印刷教材など）の代替、またはチュータリングの代替として考えられる。

特に後者に関しては、一方向ではなく、双方向－同期または双方向－非同期の教育メディ

アが必要とされる も強い根拠ともなる。それによって、学習を継続するための相互作用

が保証されることになるからである。その点で、放送大学をはじめとする現代の遠隔高等

教育の検討には、有力な概念を提供してくれるものと考えられるのである。 

⑤学習空間拡張モデル 

韓国の公開大学を主な研究フィールドとし、日本で研究・教育活動を行っている鄭仁星

（Jung, I.S.）は、久保田賢一、羅願柱、寺嶋浩介らとともに、『遠隔教育とｅラーニング』

を著し、その中でこれまでの理論的展開を踏まえつつ、教育の構成主義の影響のもとに、

新たに「学習空間の拡張」という概念を提案している37。彼らによれば、これまでの遠隔教

育は、時間的・空間的な制約の克服を主な目的に展開してきたという。しかし、ｅラーニ

ングの登場と普及は、その克服を完遂させただけではなく、さらに学習そのものの質を刷

新する契機をも孕んでいたという。それが「学習空間の拡張」である。大きな概念である

学習空間は、さらに、「情報獲得空間」「情報活用空間」「学習対話空間」そして「知識構成

空間」といった下位空間を持ち、そのそれぞれがｅラーニングの展開によって拡大してい

くのだという。すなわち、情報獲得の範囲が無制限に近く拡がり、獲得した情報の活用（ま

たは新たな発信）の機会が限りなく拡大し、教授者や他の学習者とのコミュニケーション

機会が格段に増え、そうした下位空間の拡大によって得られた知識やアイデアを用いて新

たな知を構築することがより容易になってきた、ということである。 
                                                  
35 Daniel, John S. & C. Marquis, Independence and interaction: getting the mixture right, Teaching 
at a Distance, 15 (1979) pp.29-44. 
36 ただし、2006 年 12 月より、UKOU は BBC 放送を通じての全ての放送授業を終了している。 
37鄭仁星・久保田賢一編／羅願柱・寺嶋浩介著『遠隔教育とｅラーニング』北大路書房(2006)55-56頁。 
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ｅラーニングの全面的な利用を前提としている。それにより、①～④のモデルでは対立的

な、つまりトレードオフの関係にあった「学習の個別化」と「教育の効率化」は、ここで

は対立的ではなく両立するものと考えられている。また、形態的にはメディアはｅラーニ

ングに収斂するように見えるが、実はｅラーニング自体が講義だけでなく、音声資料や映

像資料等多様な情報の提供を可能とし、さらに双方向性も有するメディアであることから、

学習空間拡張モデルは、実質的に「多様性－収斂性」の軸もその両端の違いを不分明にし

ていくと考えられる。両軸の中点にこのモデルを配したのは、そうした理由による。 

この五つのモデルとその基本的な遠隔教育観は、後段で今日の遠隔高等教育を実証的に

検討するに際して、その評価の基準として援用することとする。 

ⅱ）歴史的経緯と現状分析 

これまでの遠隔教育、特に遠隔高等教育の進展に関する歴史的経緯、および現状の分析

に類する研究は非常に多い。また、上記ⅰ）において取り上げた論者達も、その多くが著

作の中で歴史的経緯について取り上げている。したがって、「遠隔高等教育史」のようなジ

ャンルは未だ成熟していないと見るべきかもしれない。 

そうした中で、佐藤卓己・井上義和編『ラーニング・アロン』38は、多くの筆者によっ

て書かれた編集書籍であるが、筆者それぞれの問題意識も明確で、かつ歴年的な情報も過

不足なく踏まえられており、遠隔教育の社会的背景や意義を理解する上で非常に貴重であ

るといえる。編著文献であるため、執筆者間の視点や掘り下げ方の違い等は不可避的に生

じているものの、遠隔教育および遠隔高等教育の理解には役立つところが多い。 

一方、ボーエン（Bowen, William G）のHigher Education in the Digital Age は、社

会と既存の高等教育の側からICTによる教育の可能性を見たものとして評価できる文献で

ある。例えば、ボーエンは、不況のたびに大学への学生納付金（授業料等）の比率が増加

（1986年度の23.2％から2011年度の43.3％まで段階的に増加）し、その逆数としての公共

支出の比率が減少していること、あるいは、2010年を境に全米の学生奨学金債務残高がク

レジットカード債務残高を凌駕したこと等を示し、その時期にインターネットによる遠隔

高等教育の学習者が相関して増えていることも示して、高等教育におけるICT利用が実は

経済的な背景と強くリンクしていることを指摘している39。こうした視点は、明らかに上

記のような理論研究には欠けていたものの1つである。 

また、先に研究目的でも述べたように、本研究では、特に放送大学を研究対象として具

体的な量的分析を行うが、その先行研究としては、牟田博光の『大学の地域配置と遠隔教

育』をあげることができる40。牟田はその後半の第６章「地理的配置に依存しない高等教

育」から第８章「放送大学の経済性」にかけて、放送大学を経済学的な視点から分析して

                                                  
38 佐藤卓己・井上義和編『ラーニング・アロン』新曜社（2008）。 
39 Bowen, William G. Higher Education in the Digital Age, Princeton Press (2013) pp.20-21.  
40 牟田博光『大学の地域配置と遠隔教育』多賀出版(1994)。 
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いる。とりわけ、これまで生涯学習機関に対してはほとんど採られてこなかった費用対効

果分析を用いて、卒業生一人あたりの経費と収益との比較分析を行っている。それにより、

これまで見えてこなかった生涯学習の経済的側面や社会的側面が見えてきたことは事実で

あり、その意味で非常に貴重な先行研究であるといえる。 

しかし、一般の費用対効果分析であれば不可欠の変数となる卒業後の私的収益や、他の

教育機関に対して特に比率の高い公的資金など、生涯学習にはやはり客観的な経済効果分

析にはなじまない要素が多く存在し、そのため、厳密な意味での費用対効果分析とはなっ

ていない。 

それとは異なる制度的な側面から放送大学を扱ったものが小林雅之「高等教育計画と放

送大学」である。小林は、日本の戦後高等教育政策の展開から新構想大学やその一部とし

ての放送大学を検討し、それが必ずしもぶれや矛盾のない計画のもとに構築され、運営さ

れてきているわけではないことを示した。その上で教学運営の現状を概観し、現在と未来

について、「しかし、放送大学のように、きわめて 先端で高度の技術を用いる教育機関で

は、激変する技術と計画の間に齟齬が生じることも放送大学の将来を見えにくくしている」

41と述べている。これは、ある意味で、牟田のように純粋に経済学的に分析することも、

また制度論として体系的に考察し、今後を展望することも、現在進行形で変動しつつある

放送大学の分析には不向きであることを率直に吐露したものだと読み取ることもできる。 

こうした研究の結論から見えてくるものは、放送大学の現状分析に求められる姿勢は、

先の諸理論を踏まえた上で、経済関係や法制関係といった特定の視点に限定するのではな

く、まず現状をあるがままに捉え、そこから浮かび上がってくる法則性や類型性を把握す

べきだという、アリストテレス的帰納のいわばきわめて素朴な方向性である。 

ⅲ）技術的手段とその効果に関する研究 

 ICTやインターネット技術の教育への応用に関しては、非常に多くの調査研究の報告や

論文、書籍が世に出ている。吉田文らは『模索されるｅラーニング－事例と調査データに

見る大学の未来』において、大学に対する全国調査をもとに、急速に情報化する大学教育

の実態を明らかにした42。さらに、放送大学学園では、「ICT活用教育の推進に関する調査

研究」を行い、放送大学以外の一般大学においてICTが用いられている現状を継続的に調

査しているが、それによると、2010年度の国立大学におけるインターネット等を利用した

遠隔教育実施割合は45％強（2010年度）に達している43。私立大学においても35％を超え

ており、アメリカにおける平均86.5％（2011年度）にはまだ及ばないものの44、近年急速

に増えていることが明らかになっている。 

                                                  
41 小林雅之「高等教育計画と放送大学」『放送大学研究年報』第 16 号(1998)66 頁。 
42 吉田文・田口真奈編著『模索されるｅラーニング－事例と調査データに見る大学の未来』東信堂(2005)。 
43 放送大学学園『ICT 活用教育の推進に関する調査研究』(2011)134 頁。 
44 Elaine A.I., Jeff Seaman, Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United 
States, Pearson (2013) p.20. 
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ごく 近のものに限ってみれば、土屋俊「デジタル・メディアによる大学の変容または

死滅」がある 45。土屋はアメリカで急速に利用が伸張しているMOOC（Massive Open 

Online Courses：大規模オープン・オンライン・コース）に注目し、それがネット上に無

料で提供されることにより、従来型の大学の多くがこれまでの地位を維持できずに廃校に

追い込まれるだろうと予測している。それほどまでに、ここ数年のICTの進展には著しい

ものがあるのである。こうした技術的な進展状況も、同時に把握しておく必要があること

はいうまでもない。 

 

（３）研究課題 

 本論では、以下のようなⅰ）からⅴ）の５つの議論の対象を掲げ、それらについて検討、

考察することを課題として設定する。 

ⅰ）臨教審答申以降の日本における生涯学習社会のあり方とその背景を明らかにする。と

りわけ、政策として設定された生涯学習社会の理念や内容と、成人学習者の持つ特性との

整合不整合およびメディア利用の有効性について検討する。その検討を通じて、日本にお

ける生涯学習体系への移行が、政策主導、とりわけ当時の首相府の政策主導により推進さ

れた学校教育システム自由化の結果としての教育弱者に対するセーフティネットと位置づ

けられて推し進められたこと、しかし一方で、現実の成人学習者には本質的な学習特性や

知力の特性があり、実際の学習活動は学校における教育活動とは異なる考え方や方法によ

らざるをえないこと、そしてそのための手段としては多様なメディアの利用が有効である

ことを体系的に論述する。（第1章） 

ⅱ）他方、わが国の高等教育機関がどのように生涯学習に関わっているか、またどのよう

に関わってきたのかを具体的に明らかにする。とりわけ、大学政策の転換期であった 1990

年代以降の大学経営のあり方とその変化、成人・社会人学習者の取り込みとそれへの対応

等に注目してその成否について考察する。その考察を通じ、大学が、前世紀末以降伝統的

な顧客層（18-25 歳集団）以外の教育提供対象として成人（社会人）学習者に注目するよ

うになってきたこと、大学公開講座の活発化、社会人入学の促進といった成人学習者を対

象とする事業を拡大し続けていること、そして、大学での成人学習者の増加は、成人の側

の学習需要のみならず、大学のサイドからの期待の結果でもあったことを明らかにする。

（第 2 章） 

ⅲ）高等教育機関の生涯学習への取り組みの一つの有力な手段としての遠隔高等教育につ

いて、原理的な側面にも十分に目配りをしながらその位置付けを考察する。さらに、そこ

で利用しうるメディアの状況の変遷と現状を踏まえながら、遠隔高等教育において多様な

                                                  
45 土屋俊「デジタル・メディアによる大学の変容または死滅」吉田文・広田照幸ほか編著『グローバリ

ゼーション－社会変動と大学』岩波書店（2013）。 
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（４）主要概念の定義 

 本章の 後に、本論において用いられる中心的概念について、その意味と本研究で包摂

する範囲についてはじめに定義する46。ただ、論中の文脈によって、その概念の一側面が

強調され、また特定のニュアンスが加わることがある。そのような場合はそこでの議論の

内容に即応して再定義しつつ、それらの概念を柔軟に用いることとする。 

ⅰ）生涯学習（lifelong learning） 

 今日の日本において、生涯学習は、2006 年 12 月に成立した改正教育基本法第 3 条にお

いて、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生

涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を

適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」とあるとおり、 も簡

潔には「生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習すること」と規定

される。本論においても、基本的にその概括的な語義で生涯学習の語を用いる。なお、こ

れに先行して一般に普及した生涯教育（lifelong education）は、教育する側を主体として

この概念を見た場合の用語である。 

ⅱ）成人教育（adult education） 

 成人教育は、語義どおりに理解するならば、成人に対する教育行為であるが、成人の定

義により、その意味は多様になる。欧米諸国では、生涯教育の概念誕生に先立ち、学校教

育終了後の勤労者や市民に対する成人教育が普及していた。日本においては、成人教育と

いう表現は翻訳語としてのみ用いられたに過ぎず、社会人教育が もそれに近い概念と考

えられている。日本特有の同種の概念に社会教育があるが、学校教育以外の公的教育機会

と広く解釈される，行政的な意味合いの強い概念である。なお、成人学習（adult learning）

は、学ぶ側を主体としてこの概念を見た場合の用語である。 
ⅲ）遠隔高等教育（distance higher education） 

 遠隔高等教育とは、対面の教授・学習手段に依らず、何らかの遠隔媒体、メディアを教

授・学習手段として用いる高等教育の総称である。欧米、特にアメリカにおいては、通信

制大学と通学制大学との間に法的、公的な区分をもうけないため、通学制の高等教育機関

が必要に応じて遠隔教育手段を用いることは決して珍しいことではない47。一方、日本で

は、1970 年代まで地理的距離の克服のための郵便手段による遠隔高等教育が中心であった

が、それは一般に通信制大学教育と呼ばれて、一般の通学制大学の教育とは異質のものと

見なされてきた。80 年代に入り、地上波放送や衛星放送、衛星通信を用いて遠隔地に教育

内容を提供する放送大学のような教育機会が増えてくるにつれ、それまでの郵便中心の通

信制との差別化が図られて、遠隔教育、遠隔高等教育という表現が広く用いられることと

                                                  
46 ここでの概念定義による術語の提示は、本論中でなされるものとは位置づけず、したがって初出とは

しないものとする。 
47 文部科学省先導的大学改革推進委託事業「ICT 活用教育の推進に関する調査研究」委託業務成果報告

書(2011)放送大学学園、5 頁。 
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なった。それと同時に、そうした教育提供の方法を一般の大学とは異質なものとして排除

するのではなく、通常の教授活動に組み入れる機関も漸増し始めた。さらに、1990 年代後

半以降、インターネット利用による教授・学習形態が普及するに従い、遠隔高等教育で用

いられる通信システムもネットワークを媒介とするものに重心が移り、それによって一層、

一般の大学が遠隔教育をその教育システムの一部として採用するようになったのである。

文部科学省の業務委託を受けて放送大学が実施した全国の高等教育機関を対象とする調査

によれば、2005 年度に全体の 14.6％にとどまっていたインターネット等を用いた遠隔教

育実施の割合が、2010 年度には 2 倍以上の 35.7％に急増している48。国立の機関に限れば

45.8％と、半数近くにまで達していることがわかる。今や、遠隔高等教育の具体的な語義

は、限りなく後出の「e ラーニング」へと近づいているといえる。 

ⅳ）メディア（media） 

 本来は中間あるいは媒体という、ごく基本的で広範な意味を持つ英語彙 medium の複数

形である。 も単純に定義するならば、渡辺武達が言うように、「あるところからあるとこ

ろへ情報を伝える導管のこと」であり、「それじたいは本来情報そのものではなく、文字通

り情報を『媒介するもの』」である49。複数の要素間で情報を媒介するというきわめて抽象

度の高い規定性を持つため、要素の数と種類、情報の性質、媒介の方法や技術等々により

メディアの種類も多様である。渡辺は、フィスク（Fiske, J.）のメディア分類を援用しつ

つ、広義のメディア概念が大まかに「直接表現メディア」、「代行表現メディア」そして「機

械表現メディア」の三類型に分けられることを示している50。直接表現メディアとは、音

声言語、表情、ジェスチャーなど、メッセージの発信者の身体の一部を用いるメディアで

ある。代行表現メディアは、書籍や写真など発信者から離れてメッセージを発信者の代わ

りに伝達するようなメディアである。機械表現メディアは、直接表現メディアあるいは代

行表現メディアを伝達する内容として、時間空間を超えメカニカルにさらにその内容を媒

介する電話、放送、映画といったメディアである。本論では、そのうち、遠隔高等教育に

関わるメディアとして代行表現メディアと機械表現メディアに注目し、それらを狭義にメ

ディアと定義することとする。従って、本論におけるメディアには、書籍、郵便、CD-ROM、

DVD、フラッシュメモリ、コンピュータといった具体物から、インターネットのようなネ

ットワークまでの非常に多様な態様のものが含まれる。 

 なお、本論ではメディアに関して派生的に以下のようないくつかの下位概念も用いる。

まず、インターネット、パソコン通信、ブログ、Web ページが含まれるネットワークメデ

ィアである。特に遠隔教育への利用に関しては、非常に重要なメディア群である。また、

社会や大衆に対するメッセージの送り手として一対多のメッセージを発するマスメディア

                                                  
48 同上報告書、134 頁。 
49 渡辺武達「メディア学とは何か」岡満男・山口巧二・渡辺武達編 『メディア学の現在』 世界思想社

(1997)2 頁。 
50 同上、3 頁。 
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という下位概念も現代社会では多用される。一般に新聞、テレビ、ラジオなどのマスメデ

ィアを単にメディアと表現する場合も非常に多い。一方、マスメディアとは正反対の受動

的な性格を有するのがパーソナルメディアである51。携帯電話、スマートフォン、IC レコ

ーダなどがその代表的なものである。マスメディアのように情報の送り手と受け手がはっ

きりしている一方向性のメディアとは異なり、インターネットのように送信も受信も可能

であるような通信・コミュニケーション手段は、双方向メディアとしての性格も強い。さ

らに、同期型メディアと非同期型メディアという下位概念も重要である。同じようにイン

ターネットを利用する通信メディアであっても、チャットのように送り手と受け手が同時

にコミュニケーションに参加する同期型と、掲示板やブログ、ｅメールなどの非同期型と

では利用の仕方や教育への応用可能性が大きく異なるのである。 後に、マルチメディア

である。例えばラジオや手紙のように、通常単一の形態の情報のみを送るメディアに対し、

文字、映像、音声など、複数のタイプの一方向メッセージを送ることが可能で、かつ双方

向の通信も可能であるようなメディアを指す概念がマルチメディアである。インターネッ

トによる遠隔授業に用いられるメディアの多くは、そうしたマルチメディアの性格を強く

有している。 

ⅴ）e ラーニング 

 ICT を活用して実施される学習活動の総称である。「e」は electronic の頭文字として用

いられている。すでに 1950 年代に構想されていた CAI（Computer-assisted Instruction）

が高度化し発展した形態を持つ。インターネットの発達と普及に伴って 1990 年代には教

育分野へのインターネット利用が進み、WBT（Web-based Training）や WBI（Web-based 

Instruction）が発展したため、それらを含むネット利用の学習を e ラーニングと総称する

ようになった。ただ、e ラーニングと名付けられた学習形態であっても、どのレベルのイ

ンターネット技術を利用するかによってその内容は全く異なり、単にサイトから情報を一

方向で流すだけのものから、メールや掲示板での非同期の双方向が保証されているもの、

同期双方向型、マルチメディアタイプのコースワークといったものまで、形態は著しく多

様である。 

                                                  
51 マスメディアとパーソナルメディアの語義については、後藤将之 『マス・メディア論』 有斐閣 
(1999)5-7 頁。 
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第１章 生涯学習社会における成人学習 

 

第１節 生涯学習社会とその背景 

 

 ある社会が生涯学習社会であるか否かについては、例えば高齢化社会などとは異なり、

学習者中の成人比率が増加して在校する学齢期の子どもたちを量的に上回り、社会的な重

要性という点からも成人学習が学校教育を超越した状態、といった定量的な規定があるわ

けではない。そもそもそのような社会は、フロントエンド（front-end）型の近代学校シス

テムが成立してから今日まで、全く存在しなかった。つまり、生涯学習社会とは、現実に

生涯学習あるいは生涯統合教育が優勢となった社会を指す概念ではないのである。このこ

とは、特別な形容句を冠された他の現代社会概念、例えば、先の「高齢化社会」や「情報

化社会」、「少子化社会」といった概念とあらためて比べて見た場合、とりわけ奇異に映る。 

 しかし、当然のことながら、そのことが問題とされることはない。というのも、われわ

れは、生涯学習社会というタームを、生涯学習活動が活発化し大半の人々が人生のさまざ

まなステージで何らかの学習を意識的に行うようになった社会というような、結果として

の具体的状況を指すものとは理解していないからである。前章でも見たように、われわれ

の理解する理念としての生涯学習社会は、長くシカゴ大学学長を務めたハッチンス

（Hutchins, Robert M.）が提唱した「学習社会（learning society）」に源を持つ概念であ

るが、それのみならず、OECD の付置機関である CERI（The Centre for Educational 

Research and Innovation：教育研究革新センター）によって提唱されたリカレント教育

の理念もその重要な内容として加えられている。その理念の根底には、旧来のフロントエ

ンド型教育体系からの脱却という基盤となる思想があったのである。 

 明治初期に近代教育制度が構築されて以来、日本では 100 年以上の長きにわたって、初

等・中等・高等という階段を、途中で止まったり後戻りしたりせずに直線的に上っていく

西欧型の学校体系を教育システムの中枢に据えてきた。そうした教育システムは、人の一

生を、前半の「準備と訓練の期間」と後半の「職業活動の期間」という二つの期間にはっ

きりと分けるという考え方に基づいて成立したものである。そうした教育体制は、フロン

トエンド型の教育システムと呼ばれる1。換言すれば、フロントエンド型の教育体系とは、

仕事に就く前に必要な教育訓練をすべて終えさせて、卒業してからは定年まで仕事だけに

専念させるようなシステムを指す概念である2。 

                                                  
1 前払い制のバス運賃もフロントエンドと呼ばれる。あらかじめ行き先が同じような範囲内に決まって

いる短距離バスの場合は、先に定額料金を払う形式が簡便である。フロントエンドからの脱却について

は、Jarvis, Peter, Adult and Continuing Education -second edition-, Routledge (1995) pp.23-25 を参

照。 
2 ネジ巻き式のオモチャのアナロジーが考えられる。まず学齢期はネジを巻く時期、卒業はネジ巻きを

して手を離した状況である。その後の職業生活ではゼンマイの戻る力で動けるだけ動く。その場合、前

半段階で十分にネジを巻いた人、つまり努力をして勉強の成果を十分にあげた人ほど活発に遠くまで行
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 多様化が著しく進んだ現代社会に生きるわれわれには機械的で柔軟性がないと思えるフ

ロントエンド型の教育システムも、生産活動があまり複雑ではなく、大量生産のために均

質の同じような労働力が大量に必要とされるような段階の社会では、教育訓練の時期には

それだけを行って準備を終え、就職してからは仕事だけに専念するという点で、圧倒的に

効率的かつ効果的だったのである。その背景には、欧米諸国や日本などの近代国家が、競

争的に産業化を進めていく上で効率的な教育システムを求めたという事情があった。その

ため、生産活動を担う人材の養成には、何よりもまず効率的であることが求められたので

ある。準備期間と職業活動の期間を混在させずに、準備のみを目的とする期間を前もって

一定時期に終えておき、その上で生産活動にその成果を 大限に活用していくというフロ

ントエンド型の教育訓練システムが も適していると考えられたのである。 

 フロントエンド型のシステムのもとでは、その枠組みからはずれて、準備の期間に勉強

をせずアルバイト漬けのような生活をすること、逆に職業活動の期間に仕事をせずに勉強

ばかりすることは、一般的な慣習からは逸脱した行為と見なされることが多かったのであ

る。とりわけ、人が一旦成人してしまった後に何らかの定型的な学習機会を持つというこ

とは、きわめて例外的にしか見られない事象であった。 

 しかし、第二次大戦後の社会と経済の復興が一段落を迎えた頃、つまり、経済ナショナ

リズムといわれる時代が終わりを迎える 1970 年代に入る頃から、産業化の進んだ諸国の

教育システムをめぐる状況には大きな変化が生じ始めた3。第一に、単純な拡大再生産を基

調とする経済成長が転換期にさしかかり、質や多様性に対する社会的要請が強まってきた。

第二に、生産の量的増加に伴って直線的に拡大してきた学校教育とそれを支えた教育政策

に疑問が呈されるようになった。後期中等教育の普遍化と高等教育の急激な拡張によって、

必ずしも内容的な水準が保証されなくなったにもかかわらず、財政的な負担は公的にも私

的にも拡大の一途を辿っていたことからも、既存の学校教育に対する見直しが迫られるよ

うになったのである。第三に、技術革新の飛躍的な進歩により、定型的なフロントエンド

型の教育訓練が必ずしも有効ではなくなってきた4。 

 序章でも触れたように、生涯にわたって学ぶという概念は、そのような状況のもとで、

1965 年にパリのユネスコ本部で開催された第三回世界成人教育推進国際委員会で、ユネス

                                                                                                                                                            
くことができるという仕組みであり、比喩的に言えば、十分なネジ巻きをした証しが高学歴ということ

になる。 
3 戦後経済ナショナリズムとその時代については、岩永雅也『教育と社会』放送大学教育振興会（2011）
245-252 頁参照。 
4 つまり、バスの行き先がみんな一緒ということではなくなってきたのである。若者の大半が学歴や雇

用先について共通しているような社会状況の場合は、事前に定型的な学校教育を効率よく終えておく方

式、つまり短距離バスの先払い方式が効果的であったのに対し、社会が多様化して個々人の希望と事情

がそれぞれ異なるようになった現代にあっては、客の行き先がそれぞれ多様な中長距離バスの場合同様、

それぞれの目的地に応じた教育の方法を用意する、つまり額の異なる料金を到着後に払う後払い方式が

より適合的である。固定的な先払いシステムではそうした多様性に十分対応できないからである。 
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コ成人教育課長であったラングランの提出したワーキングペーパーで初めて提唱された5。

ラングランは、後にその生涯教育概念を整理して Perspectives in Lifelong Education 

（1969)にまとめあげている。その一部を見よう6。 

 

 生涯教育ということばは、ひじょうに広い領域をさすものとして用いられている。す

なわち、ある場合には、特定の技術の訓練や再教育のコースをさすものとして、厳密に

職業教育を意味することがある。しかしまたそれは、個人の人格を全面的に発達させる

ところまではいかないにしても、ある特定の仕事のために人を訓練するのではないとい

う意味に広く解されて、成人教育とほぼ同じものをさすこともある。しかし今やこのこ

とばは、これまでの伝統的な成人教育、ないしは、職業教育の概念には含まれなかった

新しい活動と研究の領域をさすものとして、しだいにひん繁に用いられはじめている。

つまり、新しいタイプの教育を展開しようとする願いが、このことばにはこめられてい

るのである。 

 現段階においては生涯教育ということばは理念の面でも実際においても、まだ明確に

定義することのできないひじょうに複雑な概念である。おそらくわれわれとしては、生

涯教育にかかわりのある多様な要素を体系化して、それらの間の相互関係を示す試みを

すべきであろう。生涯教育ということばによっていわんとしている第１のこと－おそ

らく、もっとも広く受け入れられているであろうこと－は、教育とは、ひとりの人が

初等・中等あるいは大学のいずれを問わず学校を卒業したからといって終了するもので

はなく、生涯を通して続くものであるということである。教育の過程をこのように解釈

する考えは、今日われわれが成人教育とよんでいるものの中に反映されている。＜中略

＞ひとりひとりの人がその抱負を実現し、みずからの可能性を発展させ、さらに、変動

している社会から絶えず人々に投げかけられる課題にこたえるためには、教育の過程を

中断することなしに継続することが必要である。（下線岩永） 

 

 このように、ラングランによれば、生涯教育とは一生涯にわたって継続される教育であ

り、それまでのフロントエンド型の教育体制へのアンチテーゼであったといえる。ラング

ランは、その概念を示すことによって、①人の一生を通じての教育機会を提供すること、

②種々の教育機会を有機的に統合すること、③労働日を調整し、教育・文化休暇などを整

備すること、④学校を地域文化センターとして活用すること、そして⑤従来の教育観を根

                                                  
5 もっとも、当初は生涯学習（lifelong learning）ではなく、生涯教育（lifelong education）または生

涯統合教育（lifelong integrated education、原語はフランス語で l'education permanente）として提唱

された。日本でも 初の訳語は「社会教育」であった（波多野完治『社会教育の新しい動向』文部省、

1967 年）。なお、l'education permanente をそのまま訳して「恒久教育」「永久教育」などの訳語も一

時用いられた。 
6 白石正明・中島智枝子編『増補生涯学習・人権教育基本資料集』阿吽社（1999）59 頁。 
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本的に改革すること、を具体的に提唱したのである。しかし、彼のこうした提言が決して

全く新しい概念をゼロから創出したものではなかったということには注意する必要がある。

ラングラン自身も言うように、生涯教育という概念の新しさは、職業教育あるいは再教育

といった多様な性格のものをも含んだ先行する成人教育を、学校教育を包含した人の一生

の教育体系の中に統合したところにこそあったのである。したがって、それ以前のさまざ

まな成人教育こそ、ラングランの生涯教育概念のプロトタイプとしてあったものだという

ことができるのである。 

 先述のように、ラングランがユネスコの会議において 1965 年に提唱した生涯教育の理

念に始まる生涯学習の本質は、「人の生涯のさまざまな機会における学習活動を、学習者の

主体性に基づき生涯にわたって継続的かつ統合的に行う」というものである。しかし、日

本では生涯学習の概念が必ずしもそのように理解されてきたわけではない。生涯学習とい

えば、学校教育とは異質な学習内容を持ち、中高年層の人々が余暇、閑暇を利用して行う

ものと捉えられがちだったのである。それは、戦後長い間、学齢の若年者に対する学校教

育、職場における企業内教育、そして行政サービスの一環としての社会教育といったよう

に、教育機会が個々別々に存在していたからである。それらは、機会を供給する側から見

ても、またそうした機会を利用する側から見ても、ほとんど重なりと共通性を持たず、内

容的にも互換性のない異質のものだったといってよい。そのような環境のもとでは、諸機

会を自らの必要に応じて多様に利用するという自立的な成人学習が進展することは困難で

あり、その結果、第二次中曽根内閣の臨教審以来たえず提唱され続けてきた生涯学習体系

あるいは生涯学習社会も、全面的に展開するにはいたらなかったのである。 

 そもそも、日本における生涯学習体系への移行には、特殊日本的かつ時代的な背景があ

った。それは、学びへの強い意志や高邁な理念というより、非常に現実的で政策的な側面

である。臨教審がその答申によって打ち出した教育の構造改革により、わが国の教育政策

はいわゆる「新自由主義」「脱学校化」「教育自由化」の時代を迎えた。いうまでもなく、

新自由主義とは、国や公共団体（官）の管理をできるだけ排除して、諸分野の課題の調整

を市場（民）の自由な競争に基づく調整機能に委ねようという政治理念である7。中曽根政

権が推し進めようとした教育改革の背景には、他の先進国と同様に、国家財政の悪化をも

たらした「福祉国家＝大きな政府」に対する批判があった8。中曽根政権は、教育改革に先

                                                  
7 新自由主義は、レーガン共和党政権やイギリスのサッチャー保守党政権がその基盤に据えていた“小

さな政府”を標榜する理念として有名である。中曽根自民党政権も同じ政策を掲げたが、日本の場合、

その政策が現実のものとなって社会の表舞台に具体的な姿を現しきるのに約 10 年の時が必要だった。中

曽根政権以降、今日までに JR、NTT、JT、国立大学法人、株式会社立大学、民営刑務所などが誕生し、

道路公団、郵便事業も解体され、民間化された。 
8 同時に、日本だけの特別な事情もあった。当時、日本は世界中に競争力の高い製品を輸出して経済的

には「一人勝ち」の状況であり、それが世界の経済バランスを崩してもいた。そこで先進諸国は、資本

の流れを変えるため、日本に「金持ち」らしい立場への転換、つまり「生産より消費」という価値の転

換を求めていたのである。要するに「内需型への転換」である。そのためには、「働きアリ」だった日本

の勤労者に休みを、それもまとめて与えなければならず、お金を遣う「場」も「道具」も用意しなけれ
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行して、国鉄の分割民営化や日本電電公社の解体に象徴されるように、福祉や社会サービ

ス予算の削減等による「小さな政府」を実現し、福祉や社会的サービスを可能な限り民間

と自由市場の競争で確保するという行政改革を積極的に進めたが、その行政改革の考え方

を教育改革に適用しようとしたのが臨教審体制の姿勢であった。その象徴が、学校週五日

制や授業時数・授業内容の削減などで議論となったいわゆる「ゆとり教育」、換言すれば

「（過)学校化社会からの脱却」だったのである。 

 この時、放送大学の開学に象徴されるような生涯学習社会への移行も、同時に臨教審答

申の柱の一つとされた。一見無関係に見える「教育の自由化」と「生涯学習社会の実現」

が同時に目指されたことは、国民一般には奇異な印象を与えたが、実はその生涯学習社会

こそ、教育の自由化と市場化によって公的な教育支援を受けにくくなった人々への補償的

な施策、つまりセーフティネットとして提唱されたものであった。少なくとも教育システ

ム全体を企画し指導する中央官庁のレベルでは、ドロップアウトの受け皿として意識され

ていたのである9。要するに、日本の生涯学習社会形成は、財界や世界市場が求めた社会全

体の市場化、つまり従来は金銭を媒体としてこなかった慣習的、文化的、精神的、共同体

的な関係を、市場を仲立ちとする関係に変えていくというムーブメントの一環として主唱

されたという側面も持っていたということである。日本の教育の自由化、多様化、そして

市場化を強く求めた臨教審以降の教育改革の中心課題の一つが「生涯学習社会の実現」だ

ったこと、そして 1990 年に成立した「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備

に関する法律生涯学習振興法」（以下、生涯学習振興法）の二本柱が「生涯学習行政への首

長部局の参画」と「民間事業者の能力活用」であったことからもわかるように、その課題

の実現が官主導でありながらも新自由主義を標榜して推し進められたことは、その後のわ

が国の生涯学習体制の在り方に大きな影響を与えずには置かなかった。すなわち、戦前か

らの公民館を中心とする社会教育を主要な部分に残しながら、中央や地方の行政が主導す

る生涯学習体制と市場指向の民間生涯学習機関も併存していく体制がひとまず完成したと

いうことである。 

 

 

 

                                                                                                                                                            
ばならない。今から四半世紀前以降の出来事の多くはそれに関わっている。東京ディズニーランドなど

のテーマパークが作られ、海外パッケージ旅行がブームとなり、比較的安価なワンボックスカーが普及

し、消費者ローンが登場して普及し、親の週休二日制や子どもたちの学校週五日制などが財界を中心に

強力に推し進められたのもこの時期であった。 
9 当時の文部行政のフロントで指揮官役を務めていた寺脇研は、「････日本の社会はみんな横並びがいい、

大きな政府でどんどん金を投入しようとやってきた。だが、豊かな社会が達成され、それではもたない

から小さな政府にかじを切るよ、となったわけです。････臨時教育審議会がつくられた。文部省は株式

会社立学校や学校選択の自由で押しまくられる。そこで、しっかりセーフティネットワークを張る作戦

に出た。それが「生涯学習」です。ドロップアウトしても、いつでもだれでもどこでも学べ、やり直せ

るように････」と述懐している（『朝日新聞』2005 年 12 月 4 日朝刊）。 
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第２節 生涯学習理念の変遷 
 

 ラングランによって提唱された生涯教育理念は、その後世界各国へと展開していく過程

で種々の変化や発展を遂げることとなった。その変遷、すなわち生涯教育および生涯学習

の理念がどのように変化し、重心がシフトしていったかについて、時系列的に検討してお

くことにしよう。 

 変化の も大きなものは、「生涯教育」から「生涯学習」への転換である。1965 年、ユ

ネスコの世界成人教育推進国際委員会において初めて生涯教育の概念を提唱した当時、ラ

ングランは、その考え方を通じて学校教育中心の硬直した教育システムと教師を変革して

いきたいという強い思いを持っていた。そのため、個々人の自由な「学習」ではなく、政

策的に変革可能な社会制度としての「教育」にこだわったのである。しかし、教育という

組織化され構造化された概念でそれを示そうとすると、「赤ん坊から老人までの誰もが上か

ら与えられた教育を強制される」という印象がいやでも伝わってしまうこともまた事実で

あった。そうした「教育」という概念の持つ受動性や他律性、つまり自分の意思とは別の

力でさせられてしまうという印象が自由で自発的な学習あるいは余暇活動としての学習と

は矛盾する、といった問題点が、特にリカレント教育の立場に立つ人々によって、1970

年代初め頃から指摘されていたのである。 

 リカレント教育は、ユネスコとは立場を異にする OECD・CERI によって提唱された教

育改革構想である。語義からすれば、リカレント（recurrent）は、本来「還流する」、「回

帰する」の意であり、リカレント教育システムとは、フロントエンド型の教育機関を卒業

して就業して職業生活に入ってからも、必要に応じて教育を受け直すことのできる教育体

系である。リカレント教育も、当初はどちらかといえば、教育を受ける学習者の立場に立

った議論ではなく、教育機会を提供する側の政策的主張という意味合いが強かったが、職

業上の技能の向上や生活上の知識技能の獲得といった具体的で現実的な目的のために、い

つでも教育機会に回帰することができる制度という性格から、次第に個人の意思による「学

習」へと重心が移っていったのである。リカレント教育の依って立つ理念は、ユネスコの

ラングランの 1965 年の生涯教育論に盛り込まれていた「自己実現」とか「人間発達の総

合的な統一性」、あるいは「教育本来の姿」などの、高邁ではあっても抽象的な理念とは一

線を画していた。「児童期→教育期→労働期→隠退期」という、それまでの固定的で非可逆

的なライフサイクルから、それらの時期を自由に自律的に行き来することができるような

柔軟なライフサイクルへと、人の生涯に対する見方を大きく転換することによりリカレン

ト教育は始まったと見ることもできるだろう。 

 そうしたリカレント教育の側からの批判もあって、1980 年頃から、ユネスコでも生涯学

習の語が主流になった。アメリカの生涯学習論の泰斗であるノールズ（Knowles, Malcolm 

S.）が 1983 年に提出したワーキングペーパー「生涯学習コミュニティの創造」、あるいは
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ハッチンスの「学習社会」も、教育から学習へという概念の転換に大きな影響を与えたと

いってよい10。生涯教育か生涯学習かの問題の背景には、前者が学習者への種々の支援活

動や環境整備など制度的政策的な意味合いを持つのに対して、後者は学習者の自発的自立

的な学習活動そのものを指すという、指し示す対象自体の違いもある。しかし、これは一

つの事象を単に別の視点から見ているだけ、あるいは表現の違いに過ぎないということに

とどまらない、本質的な問題でもあるのである。 

 ラングランの提唱以降、生涯教育の理念にはさらに内容的な変化が加わった。1972 年、

フランス首相を務めたフォール（Faure, Edgar）を委員長とするユネスコの教育開発国際

委員会がまとめたフォール・レポート“Learning to Be”では、①学習者を教育される客

体として（教授原理）ではなく自己教育の主体として（学習原理）捉え直すこと、②地位

や職、知識を獲得するための、つまり「持つための学習（learning to have）」から、自ら

を能動的に発揮する主体となるための、つまり「人として生きるための学習（learning to 

be）」へと転換すべきこと、③その上で「知ることを学ぶ（learning to know）」「為すこと

を学ぶ（learning to do）」という目的も加味すること、という生涯学習の基本的な視座が

3 つの学ぶ目的とともに提唱され、全世界的に大きな影響を及ぼすこととなった11。 

 さらにユネスコは 1996 年、『学習：秘められた宝』というタイトルの報告書（ドロール・

レポート）も刊行している。その中で執筆に当たった 21 世紀教育国際委員会委員長のド

ロール（Delors, Jacques L. J.）らは、フォール・レポートの学習の 3 つの目的に加え

て、「共に生きることを学ぶ（learning to live together）」つまり「共生の学習」という新

たな目標も付け加えた12。これは、本来的に孤独なものとされてきた生涯学習を、「共生」

という社会の潮流に則った観点から見直そうという思想によるものであった。 

 そうした潮流を受け、1999 年、当時の小渕首相が参加したケルン・サミット（G8）で

も、主要テーマの一つとして正面から生涯学習が取り上げられ、「われわれの社会的、経済

的目標を達成するためには、生涯学習への投資に対するさらなるコミットメントが必要で

ある」という「ケルン憲章：生涯学習の目的と希望」までもが議定されるようになった。

もちろん、そこには教育的配慮だけではない、さまざまな政治的背景があったことは事実

であるが、それは置くとしても、前世紀末から今世紀初頭にかけて、生涯学習の政策的意

味がますます重いものと見なされ、責任ある政治主体によって も重要な政治課題の一つ

                                                  
10 戦前期に 30 歳でシカゴ大学の総長に就任したハッチンスは、その著 The Learning Society(1968)で、

「すべての成人男女に、いつでもパートタイムの成人教育を提供するだけでなく、学ぶこと、何かを成

し遂げること、人間になることを目的とし、あらゆる制度がその目的に実現を指向するように価値の転

換に成功した社会（新井郁男訳）」こそ「学習社会」であると定義している。ハッチンスは、また、教養

教育としての成人教育にも非常に強い関心を向け、M.J.アドラーとともに、『聖書』『君主論』『方法序説』

『法の精神』『諸国民の富』『種の起源』『資本論』などの西欧社会の名著を「グレート・ブックス」とし

て選定したことでも知られている。 
11 国立教育研究所（現国立教育政策研究所）に立ち上げられたフォール報告書検討委員会が邦訳し、『未

来の学習』というタイトルで刊行している。 
12 ユネスコ・ドロール委員会／天城勲監訳『学習：秘められた宝―ユネスコ「21 世紀教育国際委員会」
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として扱われるようになっていたことは紛れもない事実である。 

 

第３節 成人教育と成人学習者 

 

 一方、そうした生涯学習機会を享受する成人の側にはどのような特性、とりわけ学習特

性があるのだろう。ラングランの生涯教育概念のもとになり、先行形態でもあった成人教

育について考察するに先立ち、まず「成人」という概念について考えてみることにしよう。

成人は人口に膾炙する一般的な概念であるが、その規定はそれほど単純ではない。現在の

日本の法律では満 20 歳になった時点で成人ということになるが、そうした法的な規定と

成人教育の成人とはもちろん異なる。そもそも、そうした法的規定も、国によって多様で

ある。一方、今日の大学には 20 歳を超えた学生が大量に在籍しているが、彼らを成人学

習者とは呼ばない。成人教育という場合の成人は英語の adult の訳であるが、選挙権や各

種の権利義務が法律によって完全に認められた、という意味での法的な成人でないことは

確かである。 

 成人教育の成人とは、そうした法的な観点ではなく、より社会的で職業属性的な観点か

ら言われるものである。成人教育、成人学習という場合の成人とは、一般に、フロントエ

ンド型の学校システムを一旦卒業した上で何らかの実質的な仕事（家庭の経営も含む）を

している人を指す。その意味では、「社会人」という言い方が感覚的には も近いかもしれ

ない13。 

 しかし、そうした成人規定の曖昧さは、例えば公的統計などを取る場合には、大きな問

題となり得る。その数値を国際比較する場合などはなおさらである。例えば大学の成人学

生の数を集計する場合、上記のような規定では、人によって 19 歳でも成人学生とされ、

何年も浪人してから大学に入った学生は 25、6 歳でも成人学生とは見なされないというこ

とになる。そこで、多くの国や地域では、操作的に満 25 歳以上の継続的学習者を成人学

習者、また、もっぱらそうした学習者に対して提供される教育機会を成人教育（adult 

education）と呼ぶことにしている。従って、そうした統計値から読み取れる“成人教育”

のさまざまな姿は、厳密にいえば、必ずしも成人教育そのものを表しているとは限らない

とも言える。成人教育の国際比較などに際して統計値を解釈する場合には注意を要する点

である。 

 ただし、日本では、小・中・高及び大学などの正規の学校が成人学習者に十分門戸を開

いてこなかったという歴史的な事情もあり、25 歳以上の学習者を統計上特に成人学習者と

見なして集計するという考え方そのものが存在しなかった。日本の場合、学校教育法第１

                                                                                                                                                            
報告書―』ぎょうせい（1997）として刊行されている。 
13 社会科学系の事典等で多くは英語訳がなされず、稀にそれがある場合も“a man of society”と無意

味な訳を付していることからもわかるように、社会人はきわめて曖昧な概念である。 
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条に定められた正規の学校以外の公的あるいは民間の「生涯学習機関」や「社会教育施設」

等で学習する人すべてを「成人学習者」と見なしている。したがって、大学などの教育機

関で学ぶ 25 歳以上の学生というような、諸外国では一般化している成人学習者の統計は

取られてこなかったのである14。 

 日本の上記のような集計方法には、成人学習者の数を実際の数よりも多く評価する傾向

があるため、例えば文部科学省『文部科学白書 2012』では、年間延べ 4212 万人以上、実

に全成人の約 2 分の 1 が、公民館や生涯学習施設、民間のカルチャーセンター、あるいは

大学や各種学校など何らかの教育機関、教育施設で学習したことが示されている15。この

ような数値になる背景には、延べ人数で表されている（つまり、同一人の重複がある）こ

と、講演会などの単発の教育機会も集計されていることなどの事情があると思われるが、

それにしても、学齢期の子どもたちの数をはるかに超えるそれだけの数の人々が、毎年、

成人学習者として何らかの教育機会によって学習しているということには驚きを禁じ得な

い。 

 ところで、成人教育は、語義どおりに理解するならば、成人に対する教育行為である。

しかし、この簡潔で単純な表現は、一つの大きな矛盾を内包している。というのも、フロ

ントエンド型の学校体系を持つ社会にあっては、基本的に成人とは一つの社会の構成員と

なるための社会化が十分に達成されていて、その成果をもって生産活動、社会活動を実行

することが期待されている存在であって、本来的には教育の対象とは考えられていないか

らである。むしろそのように社会化が完了していることが成人の本質的な定義だといって

もよい。その成人になぜ教育が必要とされるのだろうか。成人教育のためになぜ社会の財

の一部が割かれなければならないのだろうか。そして、何よりも、それらが単なる個人的

な趣味の活動の集まりではなく、公的に制度的、政策的な「教育」という範疇に含められ

るのはなぜなのだろうか。 

 そうした疑問に対する回答はそれほど容易に得られるものではない。確かに、大人に教

育は必要ない、というごく素朴な社会通念があることは否定できない。しかし、それだけ

でなく、「発達段階に応じた内的レディネス」によって決定され、ほぼ普遍的に全員共通の

出発点を持つ子どもに対する教育とは異なって、社会によって、あるいは時代や歴史によ

って、教育を必要とする成人のあり方が多様であるため、成人教育の背景や存在理由にも

それに応じた多様性があり得ることもその要因だと思われる。 

 しかし、一方で現に成人に対する教育は広くさまざまな社会に存在している。したがっ

て、そこには思い込みやイデオロギーではない、何らかの合理的な存在理由があるはずで

ある。その点について考えてみよう。一般に、成人に対する体系的な教育には次のような

                                                  
14 例えば、毎年度集計される OECD の国際教育統計（“Education at a Glance 2010: OECD Indicators”）
の中の年齢階層別就学率の表では、加盟国中、日本のデータだけが欠落している。 
15 文部科学省『文部科学白書 2012』日経印刷（2013）393 頁より。 
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存在理由や社会的要請があると考えられる。まず、第一は、学校教育の程度の違いによっ

て生じた社会経済的不平等の緩和ないし部分的解消という存在意義である。近代社会の学

校教育は何よりも教育の機会均等を達成すべき 重要課題としてきた。しかし、現実には

経済力の差、出身階層による文化的資本の差、性差等により、そこでの達成に明らかな不

平等、不公平が存在することを否定できない。その結果として、貧困、失業、犯罪、非行、

社会の不安定といった状況が生じているとしたら、また、そうした不平等、不公平のため

に人々の連帯が損なわれているとしたら、その不平等は社会政策的に解消しなければなら

ないであろう。そのための補償教育という存在意義がこれである。例えば、アメリカにお

いて盛んな成人基礎教育、基礎的な成人職業教育などにこうした意義を見出すことができ

る。日本の夜間中学校、定時制・通信制高校などにも、部分的ながらそれと共通した意味

や目的があるといってよいだろう16。 

 次に、成人教育の第二の存在意義は、国民、市民の基本的な権利としての自己実現欲求

に応えるというものである。近代国家は、ほぼ例外なく、憲法などでその国民が文化的な

生活を求めることを基本的に保障している。それを根拠として、市民への教養教育、成人

の余暇学習活動といった範疇での公的な教育活動が正当化されるのである。イギリスやア

メリカの大学で一般的な大学開放（university extension）や日本でも広く行われている大

学公開講座、国際的に有名なパリのコレージュ・ド・フランス（Collège de France）など、

この範疇の成人教育活動は決して少なくない。こうした市民教養的な意味合いでの学習活

動は、現代の成人学習の主流の一つともなっている。 

 存在理由の第三には、移民順化政策の一環としての意義をあげておこう。戦後のわが国

ではあまり表面化してこなかった（実際は大きな問題であった）ことであるが、言語が異

なり、文字を読むことができない移民や長期滞在外国人、いわゆるニューカマーに対する

識字教育や市民性教育などは、成人教育の目的として重要なものの一つとされてきたとこ

ろである。序章冒頭でも触れたように、20 世紀初頭のアメリカで、第一次大戦への参戦を

契機に全土で実施された移民に対するアメリカ化プログラムなどは、そうした背景を持つ

成人教育の典型であったといえるだろう。一方、戦後の日本では、そのような目的の成人

教育は、戦前戦中期の植民地における強圧的な「皇民化政策」の反省、反動もあって、こ

れまでほとんど重要視されて来なかった。しかし、日本語の読み書きに不自由する十万人

単位の人々が常時存在したため、実際には大きな問題を孕んでいたのである。戦後長い間、

夜間中学などが一部その機能を果たしてきたが、近年では、南米などからのいわゆるニュ

ーカマーへの対応が課題となり、国や一部の自治体もその意味での成人教育に力を入れる

ようにはなっている。 

 後に、日々進展する技術に対応するための職業教育への社会的要請もあげておかなけ

                                                  
16 ただし、 近の傾向として、そうした学校への入学目的も多様化する傾向にあり、必ずしも補償教育

だけとは言えなくなっている現実があることには注意を要する。 
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ればならないだろう。これまで、学校教育修了後に生じた求められるスキルの変化に対し

ては、その多くが企業内教育によって対応されてきた。しかし、経済のグローバル化が進

展し、企業間の国際的な競争が激しくなってくることによって、新卒者を一斉に採用して

訓練しながら終身雇用するという雇用形態から、即戦力の中途採用者または非正規雇用者

を期限付きで雇用するという形態に、企業の雇用政策がシフトしてきた。それにつれて、

企業内教育部分の縮小も目立つようになってきた。つまり、教育訓練の外部化である。そ

の分、休職者に対しては、公的私的な技術訓練や教育が必要とされるようになる。こうし

た職業教育・再教育への要請もいっそう強まってきたのである。 

 

 第４節 成人期以降の能力と学習 

 

（１）成人後期の能力特性 

 次に、ここまでの成人学習の検討を念頭に置きながら、成人学習者の大きな部分を占め

る成人後期にある学習者の能力特性について考えてみよう。成人後期に入ると、少年期や

成人前期の場合、つまりユング（Jung, Carl G.）の言う「人生の午前」の時期に比べて、

機械的な暗記や短期記憶の能力が落ちてきたように感じる。それはいわば成人後期以降の

人間の宿命のようなものである。人間は、年齢とともに機械的な記憶や短期記憶が困難にな

ってくる。アメリカの心理学者、キャッテル（Cattel, Raymond B.）らの因子分析法を用

いた実証的な研究によれば、短期記憶、数式･公式など抽象的関係性の知覚、推理･推論、

情報処理、瞬発力を要する学習、つまり人名や地名を覚える、公式を覚える、外国語の単

語を記憶する、あるいは具体的な事柄を抽象化するといった能力は、どんな人間でも 20

歳前後をピークとして低下の一途をたどる。そうした機械的な記憶や短期記憶を中心とし

た知力を、キャッテルらは「流動性知力（fluid intelligence）」と名付けた17。この知力に

関する限り、中高年の学習者が 10 代、20 代の学生に勝ることは困難である。というのも、

この知力の発揮には何よりも処理時間の短さが要求されるからである。即答式のクイズ番

組のようなものの場合、教養ある中高年であっても、簡単に高校生 1～2 年生に負けてし

まうことが往々にしてあるのは、こうしたこともその原因の一つとなっているのである。 

 しかし、成人後期にある人が自分の能力について自省する場合、20 歳前後の頃の能力よ

りも全体として劣っている、若い頃の方が賢かった、というような評価を下すことはあま

りない。自らの若年期の考え方や判断力などを現在の成人後期の自分と引き比べてみて、

多くの人がその未熟さや視野の狭さを恥ずかしく思うものである。それは理由のないこと

ではない。というのも、成人の知力は衰える一方なのかといえば、実はそうではないから

である。同じキャッテルらの研究によると、誰もが持っている知力にはもう一つのタイプ

                                                  
17 Cattel, Raymond B., "Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment". Journal 
of Educational Psychology 54 (1963) pp.1–22. 
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のものがあるが、それは成人後期になってもさほど衰えることなく、むしろ高まっていく

ことが期待できるということがわかったからである。その知力は、短期的な記憶力や瞬発

力を要する能力ではなく、物事を言語的に理解し、経験を評価してその成果を利用し、社

会環境から適切な情報を引き出す能力であり、その人の生まれ育った環境と文化、そして

経験に強く関わっているものである。その点で、流動性知力のように文化や経験から独立

して形成される普遍的な能力とは大きく異なっている。彼らは、そうした知力を結晶性知

力（crystallized intelligence）と名付けた。このタイプの知力は、課題にじっくり取り組

むことによってのみ、その効果を発揮することができ、従って、その発揮に必ずしも速さ

や要領の良さを必要とはしないという性格を持っているとされる。 

 一般に、流動性知力は生得性の要素が強いものと考えられ、知能（IQ）テストのように

シンプルな問題を短時間で数多く解いていくような試験によって比較的的確に測定される

ものとされる。他方、結晶性知力には、もって生まれた能力よりも関心や興味、あるいは

経験の多様さ、豊富さ、そして学習に費やした時間やエネルギー（つまり「努力」）の方が

その達成により深く関わっていると考えられる。いうまでもなく、その結晶性知力こそ、

成人学習の基盤となる能力特性であるといえるのである。成人学習にスピードも膨大な知

識の機械的暗記も特に必要とはされず、「必死に覚える努力」ではなく「すでに持っている

ありもので間に合わせる知恵」が求められるということである。意味もなく暗号のような

短期記憶を蓄積するのではなく、現実の事象を理解するための起承転結のある説明の筋道、

「事象 A がこのようであるのは事象 B と事象 C とが事象 A と D という関係を持っている

からだ」という筋立てを A～D の既知の知識を総動員して組み立て、それを完結するため

に必要だが、今は不足していると思われる部分の知識を効率的に獲得するといった結晶性

知力に基づいた学習こそ、成人期特に成人後期の能力特性に も適合した学習だと言える

のである。 

 
（２）成人学習者の特性  
 かつて教育がもっぱら子どもだけのための課題だと考えられていた時代には、成人学習

者はいわば「大きな子ども」「遅れてきた子ども」と見なされ、その成人としての特性を考

慮されることはほとんどなかった。したがって、教材や教授方法も、子どもに対するもの

が援用されていたのである。しかし、教育全体が人間の生涯を通じての課題と捉えられる

ようになってくるにつれ、ようやく伝統的な子どもの教育と成人の教育との差異が検討さ

れるようになってきた。そうした背景を踏まえ、ここであらためて学習者としての成人が

どんな人々なのか、若年者との違いはどのようなところにあるのかについて、詳しく見て

いくことにしよう。先に見たノールズは、成人学習者の特性として、次のような４項目を

挙げている18。 

                                                  
18 M.ノールズ著、堀薫夫・三輪建二監訳『成人教育の現代的実践－ペダゴジーからアンドラゴジーへ－』
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① 強い自己概念････成人学習者は自らを、自己統制能力のある人間だと考え、他人か

らもそう見られたいと望んでいる。したがって、自ら学習計画を立て、学習成果を自己

評価することを好む。 

② 経験指向性････成人学習者は、自分の経験を自分自身と同一視し、学習の場にそれ

を持ち込む傾向が強い。したがって、情報伝達型の学習より、経験的学習や学び方の学

習、誤答経験を通じての学習等の効果が高い。 

③ 学習に対するレディネス････子どもが心身の発達に応じた内在的なレディネス（準

備状況）を持つのに対し、成人学習者は社会的、職業的役割に応じた社会的、外在的な

レディネスを持つため、自らに求められる社会的、職業的能力と学習内容との合致を望

む。また、学習効果のピークはその学習内容が必要とされる時と一致する。 

④ 問題中心型の思考････子どもの学習が将来用いると想定される知識や技能、思考法

等を蓄積することであるのに対し、成人学習者は直面する課題への有効な解決法の学習

を求める。したがって、成人の学習には、問題中心型であること、学習内容の現実への

適応機会があること、そして速修性が求められる。 

 ノールズは、このような認識に立って、子どもを対象とした伝統的教育であるペダゴジ

ー（pedagogy）に対し、成人教育のあるべき姿をアンドラゴジー（andragogy）として分

別すべきだと主張している。ペダゴジーの語源の“peid ”はギリシア語で「子ども」を指

し、“agogus”は「導くこと」を意味する。つまり「子どもを導く」ということである。

それに対してアンドラゴジーは、「（男の）成人」を意味する“andoro”と“agogus”とを

合成した造語で、19 世紀にすでにイギリスで初出が見られるが、広く用いられるようにな

ったのは、ノールズが体系化してからのことである。 

 しかし、それでももう一つの問題が残る。それは、成人教育の“成人”という言葉の包

摂する範囲が広すぎるという問題である。特に、老年期にある高齢者までをも含む場合に、

その覆う範囲の広さが問題となる。当初、ノールズも成人に対する教育は「成人後の教育」

と捉え、高齢者も区別せずに考えていたと思われる。しかし、高齢者には高齢者特有の学

習条件があることは容易に理解できる。そこで、ノールズは、さらに成人を狭義の成人と

高齢者に分け、後者の学習に関しては「ジェロゴジー（gerogogy）」、つまり高齢者教育と

いうモデルを設定すべきだという主張もしている。というのも、学習者は、高齢になるほ

ど、①自己概念が依存的となり、②無数の経験を学習に適用することが困難となり、③社

会的役割と経験とが乖離し、④問題解決指向から教科指向への転換が起こり、⑤学習への

参加それ自体に喜びを見いだすようになる、ということが経験的に知られているからであ

る19。未成年の学習者を想定して作られたカリキュラムや教材、試験ツールを成人、中高

年、さらには高齢者に押しつけ、一方的に「大人も勉強しなければいけない」「一生勉強だ」

                                                                                                                                                            
鳳書房（2002）。 
19 Knowles, Malcolm S. et al., The Adult Learners second edition, Routledge (1978） pp.184-185． 
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などと言ったところで無意味である。高齢者も含めた成人が魅力を感じるような内容の教

育を提供しなければ、すなわち、成人学習者および高齢学習者の能力特性･学習特性に適合

した教育システムでなければ、いかなる生涯学習も全く効果がないというのがノールズの

主張の骨子である。 

 

第５節 成人学習におけるメディア利用の有効性 

 

 ところで、先述のような流動性知力よりも結晶性知力が優越しているという特性に加え、

ノールズの指摘する学習特性もあり、さらに若年学生のような同質の同年齢集団を授業外

で形成しにくいという特性も成人学習者は有している。また、これまでの上下の関係に基

づく人間関係の経験が豊富であることから、教師との個別的直接的な人間的触れ合いを求

める傾向もある。 

 そのような特性により、成人学習者は、自己管理的な学習に適した通信や放送といった

遠隔教育手段に加えて、教師との、あるいは学友との人間的な結合を保障する対面式の授

業とを組み合わせた、メディアミックスと呼ばれる形態を求める傾向が顕著であった。

1983 年に開学し、85 年に教育活動を開始した日本の放送大学は、まさにそうしたメディ

アミックスによってコースの提供を行う、世界でも他に例を見ない高等教育機関であった。

しかし、現状では、放送という一方向の、しかも時間的空間的あるいは学習方法上の拘束

性が残存するメディアへの依存性が強い学習機会であるにとどまっている。そうした技術

的限界に対しては、すでに 1980 年代末期から、双方向性と種々の制約の克服を目指すメ

ディア技術のイノベーションを求める声が高まっている。 

 近年、情報通信に関するテクノロジーの著しい進展により、種々の教育機会の間の障壁

が急速に消失し始めた。とりわけ、他の教育機会とは全く異なる排他的存在であった大学

教育への参入障壁が低くなっている。高等教育機関の立地する都市から遠隔の地に居住し

ていたり、フルタイムの職業に就いていたり、あるいは育児で家を空けられなかったりと

いった学習上の空間的、時間的な障害が、情報通信分野におけるイノベーションによって

克服されつつある。その中心的な技術が、前章でも見た ICT である。 

 わが国でもすでに明治期から、そして第二次大戦後もその早い時期から成人を対象とし

た通信制教育が行われていたし、1980 年代半ばからは、放送による成人教育も本格化して

いる。しかし、ICT の飛躍的な発展による現下の変化は、それらとは次のような点で明ら

かに異質である。第一に、郵便や書籍による通信制教育に付随していた文字メディアへの

偏った依存から脱却し、より精密な情報の提供や学習の動機付けに有効な視覚的プレゼン

テーションの利用が容易になっていることである。第二に、放送を主とする教育機会に宿

命的に伴っていた一方向性の教授－学習形態から、双方向性の学習形態へと転換しつつあ

ることである。第三に、学習者の学びたい時に、学びたい場所で、学びたいものを学習で
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きるというオンデマンド性が高まっていることである。それによって、成人学習者にとっ

てのメディア利用の学習は、対面式の座学形態による学習よりもむしろ効果的で利便性の

高いものとなりつつあるのである。 

 こうした諸条件の変化は、学校や大学といった「正規の(フォーマルな)」教育機会とそ

れ以外の「生涯学習的」教育機会との境界を不分明なものとしていく傾向があるため、成

人学習者の主体的な学習活動への参加はいっそう容易になっている。すなわち、ICT の発

達と大学ネットワークの構築を契機として、物的にも、人的にも、さらには制度的にも、

生涯学習に関わる諸教育機会間のボーダレス化が著しく進展していることが指摘できる。 

 成人学習に関しても、またメディア・イノベーションに関しても、ともに世界をリード

する立場にあるアメリカでは、生涯学習と ICT をめぐる大きな変化が、すでに 1990 年代

前半から顕著に起こっている。遠隔成人教育に関する実践と研究の中心機関の一つである

ペンシルバニア州立大学のミラー(Miller, Gary)は、大学における成人学習に関して、そ

うした変化を大きく次のような三点にまとめている20。第一に、従来は周辺的、補助的な

位置付けしかなされなかった成人学生に対する遠隔教育が、Web コースとオン・キャンパ

ス授業との共用などを通じて、大学教育の主要部分に関わるようになった(つまりメインス

トリーム化した)ことである。第二に、同期(時)通信、双方向通信など進んだ情報通信技術

の利用が可能となったことにより、学習環境に大きな変化が生じたことである。そして、

第三に、ますます多様化する成人学習者の要求に応じた教育機関側の柔軟な対応がなされ

るようになったことである。トンプソン(Thompson, Melody M.)とシュート(Chute, Alan 

G.)も指摘するように、一般的な思い込みとは逆に、成人学習者は既成の固定的な学習方

法ではなく、より柔軟で個人的なアプローチを指向する傾向が強いのである21。彼らは、

また、遠隔高等教育のコースを提供する各種の教育機関では、単なる流行への追従ではな

く、「アクセスの便」「学習成果の質」「費用」という三つのファクターを合理的に検討

した結果として、ネットワークによるコースの提供を選択するようになっていると述べて

いる22。 

 その結果、現在では全米の高等教育機関で、ネットワークを利用した遠隔教育を行うよ

うになっている。そこでは、従来のビデオやサテライトを利用した遠隔授業のような教師

から学生への一方向の講義は影を潜め、映像や音声を自由に活用する教授者と学習者の間

で同期または非同期で行われる双方向のコミュニケーション、あるいはさらに進んで遠隔

地の学習者同士の同期的、非同期的な交流などが日常的に見られるようになっている。あ

たかも教室にいて実際に教員および何人もの学友とディスカッションをしているようなバ

                                                  
20  Miller, Gary. 'Research Opportunities in Distance Education', PAACE Journal of Lifelong 
Education Vol.6, (1997), pp.1-7. 
21 Thompson, Melody M. and Chute, Alan G., 'A Vision for Distance Education: Networked Learning 
Environments', Open Learning, June (1998), p.5. 
22 Ibid. p.6. 
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ーチャルな学習環境の創出さえ可能である。さらに進んで、多様なメディアを組み合わせ、

それぞれのメリットの相乗(シナジー）効果を狙ったブレンディッド・ラーニング・システ

ム(blended learning system)も実践されている。こうした変化は、経験指向性の強い成人

学習者にとって、経験そのものを｢遠い経験｣から｢近い経験｣へと替え、生涯学習における

学習効果をより高めることにつながる。そうした変化を現実のものとした 大の要因が情

報通信技術（ICT）の著しい発展であり、その積極的な利用であることはいうまでもない。 

 

第６節 まとめ 

 

 本章においては、生涯学習社会概念の要諦をまとめ、それが教育システムの中心に据え

られた今日の状況と背景について、成人学習者の特性を踏まえながら、次のように考察を

進めた。 

（１）生涯学習社会とは、旧来のフロントエンド型教育体系からの脱却を目指す思想を根

底に持つ教育理念である。 

（２）第二次大戦後の経済復興を担った経済ナショナリズムに転機が訪れると同時に、そ

れを支えたフロントエンド型の教育システムの矛盾も明らかとなり始め、生涯教育そして

生涯学習がそれに代わる教育理念として政策的に採用されるようになった。 

（３）日本における「生涯学習体系への移行」という政策転換は、中曽根内閣時の新自由

主義政策の一環としてきわめて政治的に行われ、教育自由化によって生じるであろう教育

弱者へのセーフティネットという意味を強く持っていた。 

（４）「生涯学習行政への首長部局の参画」と「民間事業者の能力活用」を柱とした 1990

年の「生涯学習振興法」成立により、戦後の社会教育体制は大きな変化を余儀なくされ、

社会教育と首長部局、そして民間事業者が競合的に併存する体制がひとまず成立した。 

（５）そうした背景を踏まえ、生涯学習の理念も時代に対応して変化してきている。また、

責任ある政治主体によって も重要な政治課題の一つとして扱われるようにもなった。 

（６）本来、伝統的な成人学習は「学校教育によって生じた社会経済的不平等の緩和」、 

「国民の自己実現欲求への対応」、「移民順化政策の一環」そして「技術進歩に対応するた

めの就業後の職業教育」といった目的と存在理由で行われてきた。 

（７）その中でさまざまな生涯学習機会を享受する成人の側には、学齢期の子ども達とは

異なる「結晶性知力の優越」という能力特性、そして「強い自己概念」や「強い経験指向

性」、「学習への社会的レディネス」といった学習特性があり、そのことが学校教育におけ

る一般的な教育システムとの齟齬を生む要因ともなっている。 

（８）しかし、近年の ICT の著しい進歩により、それらの教育･学習機会の間の障壁が低

くなった。その教育･学習への利用により、さまざまな生涯教育･学習機会のボーダレス化

が進展している。 
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第２章 生涯学習と大学 

 

第１節 大学経営の転機 

 

日本の大学1は、戦後長い間、18 歳～25 歳のいわゆる伝統的需要者層のみをその教育の

対象としてきた。しかし、高度経済成長の終焉以降、社会の基調として続くこととなった

少子化と構造的不況により、多くの大学が運営･経営に危機感を持ち、社会人学習者に対し

ても新たな市場としての関心を持たざるを得なくなった。ここでは、大学が成人学習者、

社会人学習者をどのような存在と考え、どう対応してきたのか、主に 1990 年代から今日

までの変遷を辿りながら大学の社会貢献の機能、とりわけ大学開放について見ていくこと

によって、生涯学習において大学が果たしている役割と、大学と生涯学習とりわけ成人学

習との関わりについて考察する。 

 従来、大学の教育と、生涯学習の主要な部分をなす成人教育とは、それぞれ対極にある

関連の薄いものと考えられてきた。高度で専門的、かつプロフェッショナルな教育を提供

する前者と、それほど高度でも専門的でもなく特定の職業には関わらないような後者とは、

ややもすると全く共通部分がないとさえ考えられてきたのである。しかし、現代社会は政

治的にも経済的にも大きな転換点にある。少子化･高齢化といった人口動態もこれまでの社

会のあり方に大きな変更を迫っている。大学も生涯学習ももちろんその例外ではあり得な

い。大学の側からも、また生涯学習者の側からも、相互に関わり合いを求める動きが目立

つようになっているのである。本章では、まずそうした現状を見るに先立ち、日本の大学

が「経営」の必要性に直面し、「市場」や「顧客としての学生」というコンセプトを意識せ

ざるを得なくなった 2000 年前後の状況から見ていくことにする。 

 2002 年 11 月、臨時国会において「学校教育法の一部を改正する法律」が可決された。

その大学等に関わる主な改正点は、第一に設置認可制度の見直し、第二に大学評価制度の

導入、第三に違法状態の大学への是正措置の整備、そして、第四に専門職大学院制度の創

設、であった。とりわけ、大学制度全体にとっては、前二者の持つ意味が最も大きかった

といえる。それらによって、戦後長い間大学の質を保証するためのシステムの根幹として

機能してきた大学設置に先立っての事前規制が、設置後の事後チェックへと大きく転換す

ることになったからである。つまり、大学の水準を一定に保つため、従来は機関の設置と

いう入り口の段階で規制していたものが、2002 年の改正以降は設置後の達成評価によって

統制していくという方法に取って代わられたということである。この改正法の成立により、

大学改革の波は大きなうねりとなってあらゆる大学を巻き込みながらいっそう加速してい

                                                  
1 大学(university)は、本論文で広く対象とする高等教育機関(higher educational institution)の代表的

な１つのカテゴリーであるが、議論が煩瑣になることを避けるため、以降は特に断らない限り、高等教

育機関の総称として大学を用いることとする。 
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くこととなったが、そのいわば集大成としての歴史的な変革が、2003 年 7 月に成立した｢国

立大学法人法｣によってもたらされた。 

 実は、そうした大学改革の波は、すでに 1991 年の大学審議会答申によって生じたもの

である。答申は全体として大学が自由化、多様化、個性化を目指すべきであることを主張

しており、そこで明確に打ち出されたのが大学設置基準の大綱化であった。大綱化の目的

は、端的に言って、大学管理運営を自由化することにより、各大学の質の向上を目指す自

己改革を促していくというものであったが、それは同時に、大学の管理運営や財政、つま

り「大学経営」の見直しの直接的な契機ともなった。やがて、その波は第一次小泉内閣の

新自由主義に基づく構造改革構想と結び付き、2001 年 6 月のいわゆる｢遠山プラン｣2、そ

の一環としての 2001 年からの COE（Center Of Excellence）プログラム3、そして先述

の学校教育法改正へとつながっていったのである。 

 そもそも大学を経営(management)するという発想は、わが国の大学、とりわけ国公立

大学には決定的に欠けていたものであった。というのも、中心的業務である教育や研究と

広義の管理運営に関する意思決定とが、組織上も人材上も明確に分離していない場合がほ

とんどだったからである。それでも戦後長い間、国公立大学の運営が破綻せずに継続して

きたのは、一つには経営の方向を上位にある監督官庁、つまり文部科学省あるいは公共団

体の大学部局が最終的に統制し、合理的な経営を必要とするような市場原理に基づく競争

を強力に規制してきたからであり、もう一つには、大学という伝統的な文化組織が有して

いる、いわば｢慣行の束｣4としてのシステムが、その規制の範囲内で十全に機能してきたか

らである。 

 しかし、1980 年代半ば頃から、日本の大学をめぐる状況の変化が顕在化してきた。それ

は、第 1 に、年々深刻化する少子化によって 18 歳人口の長期にわたる減退が現実のもの

となってきたことである。従来の強い需要圧力に基づいた安定的な運営を支えてきた伝統

                                                  
2 ｢国立大学における構造改革の方針｣の呼称である。遠山敦子文科相(当時)が 2001 年 6 月 11 日の経済財政

諮問会議に報告したものであり、①国立大学の再編と統合を進める(スクラップ・アンド・ビルドによる

活性化)、②国立大学に民間の経営手法を導入する(｢国立大学法人｣への早期移行)、③大学に第三者評価

による競争原理を導入する(国公私大の｢トップ 30｣を世界最高水準に育成)、という三つの柱からなって

いる。加えて、特許取得数を 10 年で 15 倍に、特許の企業化を 5 年で 10 倍に、大学への企業人受け入れ

を早期に 2 万人に、あるいは｢社会人キャリアアップ 100 万人計画｣など、具体的な数値目標をかかげて

いる点に大きな特徴がある。なお、｢トップ 30｣は、2001 年度より次注のCOEプログラムとして実施されてい

る。 
3 いうまでもなく「中核的（卓越した）研究拠点」の略で、広義には、特定分野において高度な研究環

境を整えることにより最高水準の研究者を集め、研究開発および人材供給の中核となる大学や研究機関

等を指す。1950 年代に形成され発展した米カリフォルニア州リサーチパークの中心機関、スタンフォー

ド大学工学部がその嚆矢である。その成功は米国他州や日本、英国等での同様のプランを誘引し、その

過程で統一的表現としての COE が定着した。狭義の COE は、日本の文科省による競争的、傾斜配分的な

大学支援政策に関わる概念である。2001 年の「大学の構造改革の方針」に基づき、大学の研究機能を高

めるため 02 年から「21 世紀 COE プログラム」(5 年間)が、また 07 年からは「グローバル COE プログラ

ム」(同)が日本学術振興会を通じて実施された。前者は全学的支援、後者は大学院に重点化した支援で

ある。初年度の 02 年度の採択は 50 大学、113 件で補助額は約 167 億円、03 年度の採択は 56 大学,133

件で約 158 億円であった。一定の成果は認められているが、大学間格差の助長という批判も多い。 
4 天野郁夫編『大学を語る－22 人の学長』玉川大学出版部（1997）315 頁。 
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的な顧客層の縮小とさらなる減少の予想は、大学の運営方針を根底から見直さざるを得な

い大きな契機となった。第２に、高度成長基調が終わりを告げ、国内外の景気変動の影響

を直接受けるようになり、新規大卒者の職業への組織的な移行が容易でなくなったことに

より、新規学卒雇用市場が変化したことである。そうした環境の変化を受けて、大学をは

じめとする高等教育全般に対する需要も多様化し、従来のモノカルチャー的な慣行が必ず

しも妥当なものではなくなった。第３に、監督官庁である文部科学省も環境の変化に対応

した大学運営における規制緩和と市場化を順次進めるようになったことも無視し得ない。

第４には、教育の需要者としての学生層に、教育を対価のあるサービスあるいは商品だと

考える学生消費者主義が台頭してきたことがあげられよう5。さらに、第５として、大学に

対する社会からの大学教育の開放への要求が年々強まってきたことも見落とすことはでき

ない。また、第６に、情報化、国際化の波もますます強まっている。そして何よりも、戦

後の大学制度発足から 50 年が経過して、日本の大学は制度全体としてもまた個々の組織に

も｢疲労｣が見え始めたことも忘れてはならないだろう。そうしたことの総体的な結果とし

て、わが国の大学は、運営･経営という側面から見ても大きな変革を被ることとなったので

ある。 

 従来からの大学運営に関し世紀の端境期を挟んで進行したそのような変化は、大きく三

つに分けて見ることができる。すなわち、第１に大学システム全体に関わる設置認可と評

価の大きな変革、第２に法人化など一連のいわば｢上からの｣改革によって生じた国立大学

の変化、そして第３にそれに呼応した（場合によってはそれを先取りした）私立大学、公

立大学の変化である。 

 まず、第１の大学システム全体に関わる変革の最も大きなものは、大学の質の保障をど

のようにするかという点に関して、事前審査方式から事後チェック方式への移行が行われ

たことである。そのために、自己点検評価、第三者評価、FD(faculty development)とい

った、従来は顧慮されなかったコンセプトが一躍大学経営の主要な部分に据えられること

となった。これにより、大学は常に実績評価という視線を意識しなければならない状況に

置かれることになった。 

 第２の国立大学の変化である。2004 年 4 月以降、従来の国立大学は全て独立した法人

格を有することとなった(一法人一大学)が、金子元久は、その変化を、国家が一定の目的

を達成するために設置した機関としての性格を持ちながら、同時に自律的専門職集団でも

ある｢国家施設型｣から、一定の理念に基づいて拠出された資金をもとに設立され、信託さ

れた理事会（Board of Trustees）によって管理運営される｢コーポレート型｣へという転

換であると端的に指摘している6。法人化自体の意味付けはともかく、戦後半世紀以上にわ

                                                  
5 D.リースマン／喜多村和之監訳『高等教育論―学生消費者主義時代の大学』玉川大学出版部（1986）、
また、喜多村和之『＜新版＞学生消費者の時代―バークレイの丘から―』玉川大学出版部（1996）に詳
しい。 
6 金子元久「『国立大学法人』のすがた」『IDE 現代の高等教育』N0.434（2001）12 頁。 
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たってわが国における高等教育の中枢を占めてきた国立大学が、初めて国家の直営という

地位を放棄することになったのであり、その影響は限りなく大きかったといえる。国立大

学法人法の趣旨は「国立大学を各大学ごとに法人化して国立大学法人を設立する」7という

ものであったが、そこでは、「大学ごとの法人化による自律的な大学運営の確保：組織の構

成や予算に関する規制の自由化により、各大学の責任でそれらを決定」すること、そして

「民間的発想による経営手法の導入：経営協議会を置き、全学的視点から、資源を最大限

に活用する経営を実現」することなどが定められた。つまり、企業経営に倣って｢効率化・

市場化・採算性の向上｣を目指す組織と管理運営の仕組みを整えるということである。それ

により、財政的な面でも大きな変化が生じた。国立大学では、従来は平均して全経費の約

6～7 割が一般会計から国立学校特別会計への繰入金(つまり公費負担分)で一括して手当て

され、残りの 3 割が授業料収入等の自己収入でまかなわれていたが、2004 年度から国立

学校特別会計は廃止され、運営費交付金制度へと移行した。 

最後に、国立大学法人化の私立大学、公立大学への波及効果である。先見的な私立大学

では、1992 年に 18 歳人口がピークを迎えることが指摘され始めた 80 年代より早くも大

学経営の全般的危機が指摘されるようになり、生き残りをかけた改革の試みが各地に見ら

れるようになった。その中で、比較的早く危機的状況を迎えた一部の私学では、経営の多

様化、多角化と効率化といった全学的な経営改革に乗り出した。とりわけ先進的な大学で

は、従来は見られなかったような業務の大胆なアウトソーシングや管理運営の実務を遂行

する株式会社の設立などが進行し、これまでとは異なるキャンパス風景が展開したのであ

る。もちろん、設置基準の大綱化に始まる大学改革のターゲットは、何よりもまず国立大

学だったのであり、私立大学は直接対象とはされていなかったが、国立大学法人化により

実績のある競争相手が大量に出現するという状況が、それ以前から経営状況の悪化が指摘

されていた私学にも大きく影響することとなったのである8。同様の刺激は、従来その位置

付けが必ずしも明確でないことが批判されがちであった公立大学にも及んだ。公立大学の

多くで大学統合や機構改革の動きが一斉に加速化したことが、その刺激と影響の大きさを

物語っている。 

 このように、第一次小泉内閣の下での新自由主義的改革による変化は、国立大学経営に

おけるプライベータイゼーション、私立大学経営における多角化、市場の多様化、合理化

さらには効率化、および公立大学経営における機構改革という特性を持ったものであった

ということができる。国立大学と都市型公立大学および有力私立大学は、新自由主義的大

                                                  
7 すでに、国立博物館、宇宙航空研究開発機構、国立女性教育会館など、文部科学省直轄であった諸機

関が独立行政法人として再編されていたが、それらと比べ、国立大学法人には、法人の長の任命や中期

目標の策定に各大学の自律性がより広く認められていること、また、独立行政法人が他の全ての分野の

法人と同じ基準で独立行政法人評価委員会によって評価されるのに対し、国立大学法人評価委員会が大

学の特性を考慮して独自に行うこと、といった相違点がある。 
8 山岸駿介「私大政策をどうみるか」『IDE 現代の高等教育』N0.448（2003)23-28 頁、および濱名篤「定

員管理と資金管理はどう変わったか？」同誌 49-53 頁。 
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学政策のもとでの運営と経営の自由化、個別化により、伝統的で限られた新規高卒者市場

と新たに対象とされつつある成人学習者市場をめぐる競争関係に直面せざるを得なくなっ

ているのである。 

 

第２節 大学の社会貢献機能と大学開放 

 

前節で見たような今日の大学が直面する厳しい競争状況は、従来大学が果たしていると

考えられてきた社会的機能にも一定の変化をもたらすこととなった。これまで日本におけ

る大学の社会的機能とされてきたのは、一般に、学生を教育し専門的な能力を持った人材

を社会に送り出すという教育の機能、そして教員や研究員が実験や観察などによって新し

い事実や真理を発見し、技術的な工夫をするなどしてその成果を社会に発信する研究の機

能である。確かに、大学と大学教員は、その二つの機能、あるいは使命（ミッション）を

課せられそれを果たしてきたと考えることができる。しかし、実際にその二つの機能、あ

るいは使命のバランスをとることはそれほど容易なことではない。すでに１世紀ほど前、

1919 年にミュンヘンで行った講演の中で、ドイツの社会学者ウェーバー（Weber, Max）

は次のように指摘している9。 

 

 学問を自分の天職と考える青年は、かれの使命が一種の二重性を持つことを知っている

べきである。というのは、かれは学者としての資格ばかりでなく、教師としての資格をも

もつべきだからである。このふたつの資格は、けっしてつねに合致するものではない。非

常に優れた学者でありながら、教師としてはまったくだめな人もあり得るのである。････

しかも、このような人々はけっして特別の例外ではないのである。････大学は研究ならび

に教授というふたつの課題を等しく尊重すべきである。とはいえ、これらふたつの才能を

兼ねそなえた学者の出現はまったくの偶然に待つほかはないのである。 

 

 ウェーバーは、若い大学教師が研究のことばかり考えて優れた教育者になろうとしない

ことを嘆いたのであるが、それと全く同じ状況は、100 年近く経った現在の日本でもしば

しば目にし、耳にすることである。ところが、現代の大学、とりわけ先進諸国の大学とそ

こに属する大学教員には、その上にもう一つの社会的な機能が課せられている。それは「社

会貢献」である。 

 世界の近・現代の大学は、基本的に中世ヨーロッパで創設されたボローニャ大学（イタ

リア）やパリ大学（フランス）を源として発展してきた社会システムである。その中世大

学の教育の機能や使命と、ベルリン大学をはじめとする 18 世紀から 19 世紀にかけて創設

                                                  
9 マックス・ウェーバー／尾高邦雄訳『職業としての学問』岩波書店（1980）18-19 頁。 
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されたドイツの大学の研究機能、そして、20 世紀のアメリカの大学を特徴付ける社会貢献

（社会サービス）の機能の三者を併せ持った社会組織とされている。「大学の使命は、第一

に研究、第二に教育、そして第三に公共へのサービスである」10といった認識は、その順

はどうあれ、現在の大学に関わる人々にとってのいわば常識ともなっているのであり、そ

の三者のバランスのとれた併存こそ大学の一つの理想型とされてもいるのである。 

 しかし、現実には必ずしもその三者がバランスをとって機能しているとは言い難い。と

りわけ、社会貢献は他の二つの機能に比して軽視されている感を否めない。その背景には、

例えば一般企業が効果的に収益を挙げて生産を拡大するという利潤の追求そのものが社会

への寄与だと見なされるように、大学も研究と教育という機能を果たすことですでに十分

社会に貢献しているのだという考え方がいまだ大学内部に根強いことがあると思われる11。 

 そのように大学の社会貢献に十分な注意が払われてこなかった理由の一つには、機能と

しての社会貢献の内容が、研究や教育のようには明確なものになっていないということが

ある。とりわけ日本の場合、大学の社会貢献がどのような内容を持つものなのか、そもそ

も、社会貢献とはいかなるものなのかについての規定性は常に曖昧なままにされてきた。

大学の研究と教育については、多少の認識の違いはあっても、その内容が概ね明確に規定

されているのに対し、社会貢献については、必ずしもそれが明確になっているとはいえな

い。この概念が、往々にして「教員自身の市民的義務に属する仕事でも職業上のまたは大

学の業務に属する仕事でもなく、かつ学会に関わる仕事でもないもの」12というようにし

ばしば消去法で定義されるのも、その内容的多様性ゆえの把握の困難さが背景にあっての

ことである。 

 そうした消去法による定義からすると、たとえば、官庁や地方自治体の審議会委員にな

る、テレビなどに出演する、新聞にコメントを載せる、講演をする等々、要するに大学の

教員が学生に対する教育でも研究室での研究活動でもないことに従事すれば、その大半は

社会貢献だといっても的外れとはいえないだろう。大学およびその教員による生涯学習へ

の関与は、そうした非常に多様な活動の一部である。量的に見て、大学とその教員の関わ

る生涯学習機会の最も大きな部分を構成するのが、大学公開講座に代表される「大学開放」

と呼ばれる活動にあることは言を俟たない。 

 大学開放は言うまでもなく university extension の訳であり、extension の原義から大

                                                  
10レオナード・フリードマン／山田礼子訳『開かれた大学への戦略－継続高等教育のすすめ』PHP 研究

所（1995）109 頁。 
11 たとえば、一般の大学で新たに教員を採用する場合、候補者を審査する際に最も重視されるのは、著

書や論文、学会発表の数あるいは質といった研究業績である。助教から准教授へ、准教授から教授へと

いった昇任を決定する際に基準とされるのも、同様の研究業績に教育業績が若干加味される程度である

ことが多く、社会貢献が重要な要素とされることは全くといってよいほどない。人事以外の日常的な事

柄を見ても、社会貢献を会議、委員会への出席よりも優先する態度が嫌われたり、しばしばメディアに

登場することそのものが非難の対象となったりといった事例には事欠かない。大学教員の意識の中でも、

社会貢献が研究と教育という他の二機能のはるか下位に置かれているのである。 
12 Elman, S. E. and Smock, S. M., Professional Service and Faculty Rewards, National Association 
of State Universities and Land-Grant Colleges (1985）p.15. 
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学拡張とも呼ばれている。現在日本ではどのような大学開放事業がどの程度行われている

のか、まずその現況を見ていこう。公開講座や社会人学生の受け入れなど組織として行う

継続的な社会的活動は、すでに 1970 年代から国公私立の先進的な大学で、大学開放に関

する比較的取り組みやすい課題として実施されていた。それが生涯教育・学習への全社会

的な潮流の中で大半の大学に広まったのは 80 年代後半以降のことである。そうした従来

型の大学公開講座のほかにも、社会人特別選抜（社会人入学）や夜間大学・大学院、通信

制大学・大学院、科目等履修生制度、施設開放など、大学の教育力と施設設備を社会に対

して開放していく組織的な試みはさまざまに行われており、いずれもその規模は概ね拡大

しているといえる。広い意味で言えば、大学における学問的蓄積、人材、施設設備、学習

機会などを、入学してきた学生だけでなく広く社会に提供しようという活動が大学開放で

ある。 

従来は公開講座、社会人学生の受け入れ、図書館の市民への開放など、限られた範囲で

の開放が一般的であったが、2000 年 11 月の大学審答申『グローバル化時代に求められる

高等教育の在り方について』、および文部科学省が 2001 年 6 月の経済財政諮問会議で提示

した先述の遠山プランをきっかけに、大学の社会への関わり方は一気に多様化してきたと

いってよい。遠山プランの中で打ち出された「社会人キャリアアップ 100 万人計画」では、

高度な専門的人材を育成するため、大学・大学院への社会人の受け入れを 2006 年度まで

の 5 年間で 100 万人規模に増やすことが提唱された13。さらに、IT（ICT）を使った遠隔

教育や短期集中コースの充実により、社会人が学びやすい環境を整えることも提言された。

また、内閣に設置された IT 戦略本部も 2001 年 3 月に『e-Japan 重点計画』を示し、大学

がインターネットを利用した講座等を自主的に編成できるような諸制度の弾力化と大学改

革の積極的推進も提言されて、まさに世紀の端境期がそのまま日本の大学開放の大きな転

換期となったかのようであった。 

 折しも、前世紀末から多くの大学が直面するようになった経営環境の悪化は、そうした

状況に大きな影響をもたらしている。先に述べたように、少子化により 18 歳人口は 1992

年度の約 206 万人をピークとして急減期に入った。2004 年度には約 141 万人に減少し、

さらに 10 年には約 120 万人にまで減少したが、それ以降ほぼ同水準で推移すると予測さ

れている14。少子化の進行によって大学志願者も減少し、2007 年には大学入試の競争率が

1 倍を切って大学全入時代に入るとされていた。いわゆる「2007 年問題」である。現実に

は廃校にいたる大学が続出、という状況は起こらなかったが、経営状態は全体として確実

                                                  
13 行政的なてこ入れもあって、2001 年度には、大学学部段階への社会人入学者数は 18,340 人と過去最

高を記録した。しかし、その後は折からの不況もあり、2008 年度には 10,347 人まで落ち込んだ。2010
年度には 12,980 人まで戻したものの、他の校種を加えて累計したとしても、遠山プランの「社会人キャ

リアアップ 100 万人計画」の目標値には遠く及ばないのが現状である。 
14 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成 24 年 12 月推計）

（http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp（2014/02/27）） 
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に悪化している。日本私立学校振興・共済事業団の私学経営情報センターの調べでは、2012

年度に定員割れをしている大学が 45.8%、2011 年度に帰属収支差額比率がマイナスの大学

法人が 41.8%と、全体の半数近くの私学が定員割れを起こし、経営が厳しくなっているの

である15。そうした状況からすれば、経営的に成り立たなくなる大学が増加し、今後は各

地で閉校や統廃合が進むといった事態に立ち至る可能性も否定できない。 

一方で、全く同じ時期に団塊の世代の定年（最若のケースで 60 歳）が始まった。もう

一つの「2007 年問題」である。再雇用も勘案した上での実質的な定年を 65 歳と考えると、

2012 年がその実際のターニングポイントであったということになる。減少の一途をたどる

ことが確実な財源を補填するため、そうした人口規模の大きい中高年層をターゲットとし

た新たな生涯学習市場に多くの大学が熱い視線を注いでいる。例えば、宇都宮大学では、

付置機関である地域連携教育センター長名で、「いわゆる『団塊の世代』が 60 歳代を迎え、

人口比に対して大きな割合を占める高齢者が、今後より豊かな生活を営む上で、大学公開

講座は地域の生涯学習関連機関・団体と連携を図り､地域社会の発展に寄与する」16ことを

宣言している。同様のアピールは、この時宜を得て、多くの大学で出されているところで

ある。 

それだけではない。未曾有の長い不況期を経て、かつては日本の企業に特徴的だった高

度な OJT 機能がすっかり弱体化してしまった。派遣化やパート化の影響もあって、業務に

必要なスキルの習得の多くの部分が個人の学習に委ねられるようになったのである。比較

的若年の社会人を対象としたリカレント教育あるいはリフレッシュ教育の学習市場も拡大

傾向にある。もちろん、その学習需要の全てが大学に向かうわけではないが、減少した伝

統的な 18～22 歳層に代わる市場としての生涯学習市場に、これまでになく大学の関心が

集まっていることは事実なのである。 

ただし、これまで関心を向けてこなかった年齢集団を新たな教育対象として単に市場に

組み込むという操作をしただけでは、大学経営を好転させることはできない。例えば、喜

多村和之は、1980 年代から 90 年代にかけてのアメリカで「成人学生は高等教育の救世主」

ともいわれもてはやされたものの、職業や家事・育児との両立、経済的な負担、家族の理

解などの制約が多いことから、成人を高等教育にひきつけ続けるのは容易ではない、入り

口だけ開いてもきめこまかなサービスが講じられなければ成人学生は増えないのだと、現

地での自身の調査から指摘している17。要は、具体的に生涯学習と成人学習者へのいかな

る取り組みをしているかが問題だということであろう。その点に関しては、文部科学省が

国内全ての大学・短大を対象に毎年度実施している「開かれた大学づくり」に関する委託

                                                  
15 私学経営情報センター私学情報室編『今日の私学財政―大学・短期大学編〈平成 24 年度版〉』日本私

立学校振興共済事業団(2012)。 
16 宇都宮大学･地域連携教育センタートップページ（http://www.utsunomiya-u.ac.jp/cercc/intro.html
（2014/03/24））より。 
17 喜多村和之『大学淘汰の時代―消費社会の高等教育』中央公論社（1990）102-103 頁。 
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調査の結果が参考になる18。 

 下掲する図２－１は、地域社会に対する大学の貢献として実際に取り組んでいる内容を

尋ねた結果の一部である（四年制大学票のみ）。これを見ると、「公開講座」と「教員の外

部派遣」そして「社会人入学者受け入れ」の 3 項目が最頻であり、80％以上の大学が実施

と答えていることがわかる。とりわけ公開講座に関しては 9 割を超えている。この単純な

結果は、現在の大学が大学開放の手段として何を重視し、あるいはまた、実際のところど

んな形態を取らざるを得ないのかを明確に表している。本章では、以下、それらのうちで

直接成人学習者と生涯学習に関わると思われる「公開講座」と「社会人学生」についてよ

り詳細に見ていくことにする。 

 

 

図２－１  大学が実際に取り組んだ地域社会への貢献事業（ 2012 年度実績） 

資料出所：文部科学省委託調査「平成 25 年度・開かれた大学づくりに関する調査報告書」11 頁より作

成。 

 

第３節 大学公開講座 

 

（１）大学公開講座に見る近年の変化 

 前述のような社会的状況を背景に、大学の公開講座は近年、大きな変化を遂げつつある。

従来のような、大学の権威を背光としてただ小さな入り口を開いて希望者を待つといった

受け身の運営が見直されるようになってきたのである。各大学でさまざまな試みがなされ

ているが、その傾向を大きくまとめると、以下のような四点になろう。第一に「多様化」

                                                  
18 株式会社リベルタス・コンサルティングに委託して実施された。調査対象は国内の全大学・短大、調

査内容は、大学公開講座の実施状況、地域との関係構築に関する取り組み状況等、実施方法は郵送法、

実施時期は 2013 年 5 月、有効回収率は 95.0％（1062／1118）であった。 
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である。提供される内容が、これまでの定番であった古典的教養や専門的知識の「部分的

かみ砕き」といった固定的なものから、生活実態に即した種々の実践的な知識・技能へと

拡張されてきたのである。また、そうした内容的な多様化もさることながら、従来のよう

なキャンパス内の教室で講義を拝聴するという形式から、出前講義、実験・実習、野外観

察、そしてｅラーニングへ、といった方法的多様化にも著しいものがある。第二に「地域

化」の傾向が挙げられよう。実は、従来の社会貢献という概念には、対象の「顔」が見え

ないという根本的な問題点があった。「社会」と広く一般化してしまうことで、具体的な対

象を想定せず、いわば「匿名の学習者」に対して教育を提供してきたわけである。しかし、

それでは的確な目標・目的を掲げることもできず、また適切な講座であったか否かの評価

基準も設定することができない。それに対し、対象を社会から地域へと絞り込めば、それ

によって対象の顔も見え、目的も具体化し、適切な方法を考案する基準も明確になり、そ

れ故に事後の評価も適切に行えるようになるのである。 

 傾向の第三は「連携化」への指向である。内容的、方法的に多様化し、また地域へと視

点を移すことにより、大学自身のリソースを利用するだけの活動では早晩壁に突き当たる

ことになる。そこで、他大学、諸学校、地方自治体、企業あるいは NPO などと連携して

提供するプログラムを企画する大学が増えているのである。最後に、第四の傾向として「市

場化」つまり経営的視点の導入をあげよう。先に見た 18 歳人口の急減等により、従来の

ような市場を意識しない大学経営には多くの問題が見えてきている。そこで、私大を中心

に、成人学習者の市場への注目度が増しているのである。各大学は、自身の持つ社会的評

価やスクールカラーなどを最大限に利用して他の学習機会との差別化を図り、大学経営の

一環として広報にも力を入れた公開講座をさまざまに提供している。そこでは、これまで

等閑に付されてきた採算性や他機関との競争といった視点も重視されている。まさに、先

に見たような「サービスとしての公開講座」からの脱却が図られているのである。そうし

た大学にあっては、大学公開講座は最早対価を求めないいわゆる「サービス」などではな

く、費用対効果も合理的に勘案され体系化された「事業」の一部となりつつあることが見

て取れる。今後、大学開放は経営上のますます重要な一分野となっていくことは間違いの

ないところである。 

 

（２）開講数と受講者数 

 近年、そうした状況を背景に、大学公開講座は順調にシェアを拡大しつつあるように見

える。大学公開講座自体は、すでに 1970 年代から国公私立の先進的な大学で、比較的取

り組みやすい課題として積極的に実施されてきたが、生涯教育・学習への全社会的な潮流

の中で大半の大学に広まったのは 80 年代後半以降のことである。その後は今日まで量的

に拡大の一途を辿ってきた。 

次の図２－２に見るように、文部科学省の委託調査（株式会社リベタル・コンサルティ
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ングが受託）19によると、一般市民に対する公開講座を開講している国公私立大学は、1992

年度に 339 校だったものが 2010 年度には 707 校にまで増加し、その後やや減少して 11

年現在は 690 校となっている20。また、講座数、受講者数も 92 年度には約 4,000 講座、5

万人余だったものが、11 年度には 28,817 講座、約 117 万人にまで増加している。約 20

年間で、大学数では約 2 倍、講座数では約 7.3 倍、受講者数で約 2.3 倍に達したことにな

る。日本全体で、2011 年度現在、780 の四年制大学があるが、上記調査の有効回答数は

732 校であったため、公開講座の年度事業としての実施率は 94.3％ということになる。 

 

 

図２－２ 大学公開講座開設大学数および１校あたり平均開設数 

資料出所：文部科学省委託調査「平成 25 年度・開かれた大学づくりに関する調査報告書」p.21 より。 

 

 調査結果から見る限り、量的には拡大を続けていることになり、制度として発展的であ

るという評価を下すこともできそうである。しかし、実は隠れた一つの問題がある。図２

－３の折れ線で示したように、受講者数は全体として伸びているものの、1 講座あたりの

受講者数は減少の一途をたどっているのである。つまり、受講者数の増加は専ら講座数の

増加によってのみもたらされ、かつ個々の講座の教授効率は継続的に低下しているという

ことである。もちろん、教育の問題を数の観点からのみ論ずることは適切でないし、採算

性を度外視した活動こそ社会貢献の貢献たる所以だ、という議論もあろう。しかし、社会

貢献・大学開放の中心的存在として多くの蓄積を重ねてきた公開講座が、おしなべてやっ

と二桁の学習者しか集めることができないとしたら、最早社会への貢献すら満足になしえ

なくなってしまうだろうことは想像に難くない。 

 

                                                  
19 2011 年度のデータである。 
20 文部科学省委託調査報告書「平成 25 年度開かれた大学づくりに関する調査報告書」21 頁より。 
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図２－３ 大学公開講座受講者数および１講座あたり受講者数の推移（単位：人） 

資料出所：文部科学省委託調査「平成 25 年度・開かれた大学づくりに関する調査報告書」21 頁より。 

 

（３）指摘される要因 

 表面的な成長の背後に隠れているこうした低迷にはいくつかの要因が考えられる。その

第一は、地域の学習者のニーズが適切に把握されていないということである。確かに、多

くの大学では公開講座のテーマに関するアンケート調査などを実施し、ニーズの把握に努

めている。しかし、お決まりの項目を列挙した調査票で選択肢を選ぶという行為と、実際

に学習の場に参加することとの間には計り知れない距離があることは、十分に認識されな

ければならない。アンケートの結果にのみ依拠することの危険性は著しく高い。第二は、

これまで大きな受講者層を形成してきたいわゆる「リピーター」が高齢化していることで

ある。日本の大学公開講座の参加者を見ると、児童・生徒向けのものは別として、受講者

層の年齢が高いことを見て取ることができる。多くの講座で 60 歳以上が過半を占め、8

割以上が高齢者という講座も少なくない。例えばアメリカのハーバード大学における同様

の講座（university extension）では平均年齢が 33 歳と報告されていることと比べても、

その特徴は著しい21。そうした若年層～壮年層が魅力を感じるテーマの欠如がその決定的

な原因となっていることは確かであろう。第三に、講座運営の適切性と柔軟性の不足があ

げられよう。大学の他の機能に比べ、大学開放は最も体系化が遅れている領域であり、さ

まざまな学習者に柔軟に対応することがなかなか困難だというのが実情である。その上、

現在、大半の大学で公開講座の運営を支えているのは、ローテーションで担当となった職

員と回り持ちで無報酬の講義を担当する教員であるが、それらの担当者の事務処理能力と

研究能力の高さが、地域の学習者にとって魅力ある公開講座運営のための能力の高さと必

ず一致するという保証はどこにもない。そして要因の第四は、実施後の適切な評価が欠如

                                                  
21 長畑実・栗原真美「山口大学公開講座の現状と課題」『大学教育』第 2 号（2005）11 頁より。 
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している点である。確かに、大半の講座で「受講してよかったと思いますか」といった質

問をする簡単なアンケートは行われている。しかし、そうした総体的な感想を求める感覚

的な質問では、具体的な問題点を見つけ出すことはできない。特に、成人学習者は直截な

批判を避ける性向があるため、そこから改善点を発見することは非常に困難である。「どこ

でもしているから」という発想の安易なアンケートには、もし講座を正当化したいという

目的があるのであれば話は別であるが、公開講座をより効果的で意義あるものとして発展

させるためには、十分な実効を期待できないと考えるのが妥当であろう。 

 

第４節 社会人学生の受け入れ 

 

 後段で見るように、正規の学生や大学院生として入学し、職業的なアップグレードやス

キルアップのために学習しているいわゆる「社会人学生・社会人院生」は、形の上ではリ

カレント教育という生涯学習活動をしているのであるが、大学や教員の側では、彼らに対

して社会貢献をしているという意識は全くなく、ごく通常の教育活動をしているだけだと

考えている。つまり、大学が関わる生涯学習が全て社会貢献機能に含まれるとは必ずしも

いえない、ということである。 

 ところで、その社会人学生は、現在、日本の大学にどの程度在籍しているのだろうか。

実は、社会人学生を大学で学ぶ成人学習者と考えると、その詳細はよくわからないといわ

ざるを得ない。というのも、現在の社会人学生というカテゴリーは、年齢で規定されてい

るのではなく、社会人枠であること、有職であること、社会人入試を受験したこと等で便

宜的に規定されているものだからである22。つまり、いかに高齢であっても、一般入試を

受けて入学すれば一般学生ということになる。また、ひとたび社会人学生として入った学

生が大学の中に何年在籍しているかの追跡は公式には行われておらず、従って在学生ベー

スのデータは集めることが困難なのである。 

 そこで、規定上の社会人学生についてのみ見ていくことにしよう。大学の正規課程にお

ける社会人学生は、その受け入れ（社会人特別選抜）制度が 1979 年に立教大学ではじめ

て導入されて以来、1990 年代末までは着実に増加してきた（図２－４）。 

 

                                                  
22 社会人入学者は図２－４の注 A)、B)、C)のように規定されている。 
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図２－４ 大学における社会人入学者の数（学部） 

A) 「社会人」とは、当該年度の５月１日において、給与、賃金、報酬、その他の経常的な収入を目的

とする仕事についている者（企業等を退職した者、及び主婦などを含む）。 
B) 通学の社会人入学者は、「国公私立大学入学者選抜実施状況」の「社会人特別入学者選抜による入学

者数」を引用。 
C) 通信、放送大学、科目等履修生の社会人入学者は推計である（「学校基本調査報告書（高等教育機関

編）」をもとに、通信制学生のうち職についている学生の割合から按分等。 
D) 履修証明、公開講座は受講者数全てを計上。 
資料：文部科学省・第 3 回雇用政策研究会資料「大学・専門学校等における社会人の学び直しについて」

p.17 より。 

 

現在の社会人入学者のうち、通学制の社会人入学者つまり社会人特別入学者選抜によっ

て入学した学生の数は、2011 年度では全国の大学学部で計 1,518 人であり、全入学者の

0.3％に当たる数であった。短期大学では 1,463 人、同じく 2.3％に当たる数であった23。 

 図２－４に見るとおり、その値は最盛期の 1998 年度には 5,228 人、比率で約 0.7％だっ

たものが、それ以後減少を続け、2011 年現在は 1998 年の 29％と、３割を切る水準にまで

に至っている。ただし、このことは、社会人が大学を敬遠し始めて、生涯学習機会として

の大学を評価しなくなってきたということなのかというと、必ずしもそうとは考えられな

い。大学とそこでの教育には相変わらず強い関心を持っているが、就業前の学歴水準の上

                                                  
23 文部科学省・第 3 回雇用政策研究会資料「大学・専門学校等における社会人の学び直しについて」（2012）
17-18 頁。 
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昇で、その関心のレベルが、学部から大学院へと変化してきたということかもしれないか

らである。そのことを見たのが図２－５である24。 

大学院への社会人入学者の数は、2011 年度では、全国で修士課程が 7,547 人、全修士入

学者の 9.5％に当たる数であった。博士課程では 5,433 人、同じく 34.7％に当たる数であ

る。また、法科大学院や教職大学院などの専門職大学院ではさらに比率が高く、3,047 人、

37.7％に上っている。修士課程こそまだ 10 人に 1 人程度であるものの、博士課程、専門

職大学院では実に 3～4 割の学生が社会人だということになる。社会人大学院生の数は、

学部への社会人入学が減り始めた 1990 年代の半ば頃から急激に増え始めた。図２－５に

あるように、90 年代直前の 1987 年度には 1,000 人弱だった大学院社会人入学者が、2000

年代初頭には 13,700 人と約 14 倍に増加し、その比率も、全入学者の 2.9％から 18.2％（修

士課程が 12％、博士課程が 34％、専門職学位課程が 41％）へと急増しているのである。

高等教育に向かう社会人の流れが完全に変化したといえるだろう。 

 

 

図２－５ 大学における社会人入学者の数（大学院） 

資料：文部科学省・第 3 回雇用政策研究会資料「大学・専門学校等における社会人の学び直しについて」

19 頁より。 

 

実は、こうした大きな変化には制度的な背景があった。1989 年に「学校教育法施行規則

等」が改正され、大学院の入学資格が大幅に弾力化されたのである。その状況については、

1999 年開催の大学審議会・大学院部会における審議の概要の中で詳しく記述されている25。 

                                                  
24 文部科学省・第 3 回雇用政策研究会、同上資料、19 頁。 
25 文部科学省・大学審議会大学院部会における審議の概要「大学院入学者選抜の改善について」（1999
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  世界的水準の学術研究の推進、優れた研究者及び高度専門職業人の養成の中核的機関

である大学院については、教育研究の高度化を目指して質・量ともに飛躍的充実を図る

との基本的な考え方の下に、本審議会答申等を受け、大学院入学者選抜の改善とともに、

独立研究科・専攻の開設や独立大学院の設置、昼夜開講制の制度化や科目等履修生制度

の導入、夜間大学院や通信制大学院の制度化など様々な改革が進められてきている。   

  大学院入学資格に関連しては、本審議会答申を受け、研究者として早期から専門教育

を実施するとともに、社会人の再学習を積極的に推進するためには、大学院の入学資格

の弾力化が必要との観点から、平成元年に学校教育法施行規則等を改正し、優秀な学生

の学部 3 年次からの大学院入学の制度化、修士の学位を有しない学部卒業者で一定の研

究歴が評価される者への博士後期課程入学資格の付与の措置が講じられたところであ

る。･･･技術革新の加速化による職業上の知識・技術の継続的学習の必要性の高まりや、

労働時間の短縮に伴う余暇時間の増大など様々な要因から、社会全体の生涯学習需要は

かつてない高まりをみせている。このような需要に応え、各大学では、社会人を対象と

して行う面接等を重視した社会人特別選抜が積極的に実施されており、実施大学は平成

10 年で 240 大学 536 研究科となっている。（下線は岩永） 

 

 また、2011 年 1 月の中央教育審議会答申においても、「社会人の博士課程への入学の促

進」と題する一項が設けられ、「････今後、産業界等においては、社会の様々な分野の中核

的人材としてグローバルに活躍する高度な人材が必要となることから、社会人の再教育を

念頭においた教育の重要性はますます高まる。また、高齢化が進展する中、高度で知的な

素養の修得に対するニーズが高まるものと期待される。社会人の博士課程への入学の促進

は、････博士課程教育の活性化にも資する････特に博士課程（後期）において、社会人に

とって魅力的なプログラムの構築を図る････。」26と述べられているなど、文部科学省や

国が教育制度の上方へのシフト、つまり学び直しとしての教養レベル、学部レベルの教育

から大学院教育の充実と生涯学習の内容的高度化を目指して動いていたことがはっきりと

見て取れる。 

 それを受けて、実際の社会人入学の動向も、学部段階から修士･専門職レベルへ、さらに

博士後期レベルへと重心が上昇しつつある。まさに、大学教育における生涯学習において

も、社会の動向を反映した高学歴化が確実に進行しているのである。 

 

 

                                                                                                                                                            
年 7 月）より。

（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_daigaku_index/toushin/1315949.htm
（2013/11/05）） 
26 文部科学省･中央教育審議会答申「グローバル化社会の大学院教育～世界の多様な分野で大学院修了

者が活躍するために」中央教育審議会（2011）15 頁。 
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第５節 まとめ  

 

 本章においては、生涯学習と大学教育との関わりとその変化について、成人学習者への

教育サービスの提供という観点から検討し、その動向を整理した。 

（１）従来、大学教育は生涯学習とは関連の薄いものと見なされてきた。しかし、少子高

齢化の人口動態が進み大学経営が逼迫する中で、大学の「経営」というマインドが前面に

打ち出されることとなり、伝統的な新規高卒者層だけでなく成人学習者市場に対する大学

側からの関心も高まることとなった。 

（２）本来、近代の大学は、教育、研究と並んで社会貢献もその機能として有している。

成人学習者の市場化には、その第三の機能の復活、活性化としての意味合いもある。 

（３）大学の社会貢献事業の一つとしての大学公開講座は、全体として量的には拡大して

いるものの、受講者の高齢化や担当する教員層の負担の偏りなど、問題点は少なくない。 

（４）一方、大学等による社会人学生の受け入れは、発足当初のような規模はなく、長い

低迷の時期に入っている。一般の学歴水準の上昇がその最も大きな要因と考えられる。 

（５）学部段階での社会人入学に代わって増加したのが大学院への社会人入学である。か

つての学部レベルから修士･専門職レベルへ、さらに博士後期レベルへと重心が移りつつあ

ると見ることができる。 
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第３章 遠隔高等教育とメディア利用 

 

第１節 遠隔高等教育とは何か 

 

 生涯学習と高等教育機関との関わりのうち、ともに対面形式を基本とする重要なシステ

ムとして代表的なものが、前章で詳しく見た大学等への社会人入学と大学公開講座であっ

た。それらがともに成人学習者の高等教育機関における学習機会として有意な手段である

ことは確かである。しかし、両者とも、たとえ時間的な便宜は図られたとしても、学習者

に一般の通学制高等教育機関と同様の負担を求める点で、日常的に職務（家事等も含む）

に従事している社会人にとって仕事の傍ら参加することの難しい学習機会であると考えら

れる。大都市とその周辺に偏在する高等教育機関からは遠く離れた地域に居住する学習者

の場合は、それに加えてさらに空間的なバリアも学習の大きな阻害要因となる。それに対

して、何らかのメディアを用いて対面授業に代替させる遠隔教育手段による高等教育、す

なわち遠隔高等教育は、その二者とは大きく異なる機能と可能性を有しているといえる。 

遠隔高等教育（distance higher education）とは、対面授業に依らず、何らかの遠隔媒

体を教授手段として用いる高等教育の総称である。高等教育に限定しない広義の遠隔教育

を も簡潔に定義するならば、「教授者と学習者とが互いに遠く離れた状況の下で教育の大

半が行われるフォーマルな教育的アプローチ」1ということになるが、そのように広い意味

での “distance”の初出は、1892 年発行のウィスコンシン大学のカタログ中であったと

されている2。しかし、アメリカにおいては、その概念はすぐに独立学習（ independent 

learning）という用語に置き換えられた。そこには、「独立」という言葉の持つイメージが

アメリカでは非常に好もしく受け入れられる、という独自の背景もあったと思われるが、

それ以上に、「学習者が教員から時間的にも場所的にも、すなわち距離を超えて独立してい

る」ことに加え、「学習者は自らの学習を自ら決定する」あるいは「自ら方向付けして学ぶ

能力を身につけさせる」教育である、という含意があった3。その結果、アメリカにおいて

は、「遠く離れている」という形態的で配信メカニズムを表すだけの、つまり理念的な意味

合いを全く持たない distance という言葉が忌避されたと思われるが、むしろ西欧諸国では、

Fernunter-richt（独語）、télé-enseinement（仏語）、educación a distancia（西語）とい

ったように、学習者の自律や自主性の考え方に重きを置かない「遠隔」の語が使われ続け、

遠隔教育の実践も盛んに行われたのである4。そうした多くの実践を踏まえ、例えばユネス

コでは、「遠隔教育：郵便、ラジオ、テレビ、電話あるいは新聞などを用いた、教師と学習

                                                  
1 Verduin, John R. Jr. and Clark, Thomas A., Distance Education, Jossey-Bass (1991), p.8. 
2 Ibid. 
3 マイケル G. ムーア／グレッグ・カースリー編著／高橋悟編訳『遠隔教育－生涯学習社会への挑戦－』

海文堂（2004）28 頁。 
4 同上書、29 頁。 
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者の間に対面（face-to-face）接触のない教育。指導は、学習者個人や学習グループに届け

られる特別に用意された教材によって行われる。学習の進展は学習者から教師に送られて

くる答案や録音テープによってモニターされるが、さらにそれらは添削されて学修上のア

ドバイスとともに学習者に返送される。」といったように、きわめて具体的な定義も示して

いたのである5。 

1980 年代に入ると、アメリカにおいてもホルムバーグ（Holmberg, B.）およびムーア

（Moore, M.） が国際通信教育協議会においてインターナショナルな議論を展開すること

を契機に、再びそうしたタイプの教育形態に対して distance の概念を用い始めた。それに

より、アメリカでも広く遠隔教育をテーマとした議論が再開されることとなった6。現在、

遠隔教育の定義としてはキーガン（Keegan, D.） が上記のユネスコの定義を批判しつつ、

「いかなる包括的な定義においても不可欠な要素」とした次のような６つの項目による定

義が も多く引用され、広く受け入れられている7。 

① 教授者と学習者が離れていること 

② 特に教育計画と教材において特定の教育組織の影響下にあること 

③ 技術的な媒介手段（メディア）を利用すること 

④ 双方向コミュニケーションの手段を提供すること 

⑤ ゼミナールが適宜開かれ得ること 

⑥ も産業化が進んだ（先進的な）形態の教育を行っていること 

キーガン自身は高等教育の分野に限定することなくこうした定義と要素を提示している

が、初等・中等教育の段階での実践には①や⑤あるいは⑥といった要素が必ずしも適当で

はないこともあって、その後の議論はもっぱら高等教育もしくは成人教育に関して展開さ

れるところとなっている。 

上記の６項目中、③および④は教授－学習過程におけるメディアの利用に関する項目で

あるが、現実には、メディアすなわち何らかの遠隔教育媒体を利用しているという“形態”

によって一つの教育機関が遠隔教育機関であるか否かを判断されることがほとんどである

ため、メディアを用いる教育である「メディア教育」を遠隔教育と同義に見なす場合もあ

る8。また、遠隔教育には公開性という要素も関わりが深い。一般に、入学選抜がなくすべ

ての学習希望者に開かれている公開高等教育(open higher education)に属する大半の機

関が何らかの遠隔教育媒体を用いている。実際には、公開高等教育の中にアメリカのコミ

ュニティ・カレッジや香港公開大学（The Open University of Hong Kong: OUHK）のよ

                                                  
5 UNESCO, Terminology of Adult Education. 1979, UNESCO, p.21. 
6 Verduin and Clark, ibid. 
7 Keegan, D., Sewart, D., and Holmberg, B. eds. Distance Education: International Perspectives, 
Routledge (1984) p.15. 
8 日本で唯一の遠隔高等教育のための研究開発機関として国が 1978 年に設置した「放送教育開発センタ

ー」が、1997 年に「メディア教育開発センター」と改称されたのは、その顕著な例である。 
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うに必ずしも遠隔教育システムを前提としない機関があり、また、遠隔高等教育の中にド

イツの Fern 大学や韓国の国立公開大学（Korean National Open University: KNOU）の

ような選抜性の高い大学もあって、厳密にはその両者を全く同一と見ることはできないが、

近年はそのどちらかの性格を有する諸機関を公開遠隔高等教育(open and distance 

higher education：ODHE)という同じカテゴリーにまとめて論じることも多い9。従って、

本章でも、遠隔高等教育という場合にはもっぱら公開性をも併有した公開遠隔高等教育を

考察対象の中心に据えて議論を進めていくことにする。 

 

第２節 遠隔高等教育の歴史 

 

 も広義に捉えた場合、遠隔教育の起源を特定することは不可能に近い。書物による遠

隔地での自学自習は除くとしても、何らかの通信手段による教授と学習という相互行為自

体は、たとえばプラトンが彼を師と仰ぐシュラクサイのディオニュシオス二世やその臣下

であったディオンに送った書簡でなされた教示のようなものの中にも、その原形は見られ

るのであり、その意味では文字の利用とともに古いとさえいえるからである。近代に入っ

てからは、西欧諸国の大学、とりわけイギリスの大学で郵便による遠隔教授の萌芽が見ら

れた。しかし、当時の大学の教授形態が対面を基本とするチュートリアル中心だったこと

もあって、そこに学習指導プロセスを含む定型的なカリキュラムを前提とする通信教育が

組織化された例を見ることは難しい。教育的組織による通信教育が一定の規模で行われた

のは、フロンティアが消滅し、広大な国土に住民が散住するようになった 19 世紀後半の

アメリカでのことであった。1877 年、ショトゥカ(Chautauqua)運動の名で知られている

成人教育運動の中で４年間の通信教育コースが設定されたのが嚆矢とされているが、遠隔

高等教育の範囲である高等教育に限れば、1892 年にシカゴ大学で始められた正規のコース

を郵便によって提供した通信教育が 初のものとされている10。その同じ年に、先に見た

ウィスコンシン大学でも郵便による遠隔授業が行われたとされるが、大学教育に限定しな

ければ、東部や南部、中西部の労働者階層に属していた多くの人々が新天地を求めて西部、

太平洋岸地域へと大規模な移動を行った 20 世紀前半には、職業訓練や資格取得のための

通信教育機会が広く提供されていたのである11。 

 シカゴ大学、あるいはウィスコンシン大学の通信教育開始から 120 年あまり経った 2011
                                                  
9 本田毅彦「イギリス高等教育におけるオープン大学－エリート主義とオープン性の相克」佐藤卓己、

井上義和『ラーニング・アロン』新曜社（2008）247 頁。 
10 赤堀正宜『ボストン公共放送局と市民教育』東信堂（2001）89 頁。 
11 スタインベックの『怒りの葡萄』には、1930 年代、オクラホマからカリフォルニアへのトラックの

荷台での長旅の途中で、ローザシャーンが「････そして彼は夜、････『ウェスタンラブ・ストーリー』

誌のなかから１ページ切り取って、通信教育をとりよせるために送るのよ。送るのは全部無料よ。････

そう、向こうでは、その教習課程を受けると、仕事も世話してくれるんですって････とてもいい、きれ

いな仕事よ。」と夢を話す場面が描かれている。スタインベック／大久保康雄訳『怒りの葡萄(上)』新潮

社（1967）321 頁。 
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年現在、アメリカ国内で遠隔高等教育コースを提供している機関はほぼ大学のすべてに拡

大し、それによって学んでいる学生数も約 427.7 万人に達している。さらに、その学生の

うち、すべての学修を遠隔授業で受けている者は、76.9 万人にのぼると報告されている12。 

 一方、わが国の組織的な通信手段による高等教育の 初のものは、1886 年に始められた

東京専門学校(現早稲田大学)の政治学講義であるとされ、そこでは、座学対面による講義

内容を講義録の形で郵送するという方法で政治学が教授された。その後、他の教育機関で

も文官試験や専検試験などの準備教育のために通信手段が用いられたが、本格的に相互通

信による学習指導が制度的に確立したのは、第二次大戦後になって「通信教育認定規程」

(1947 年)が公布されてからである。公布の直後に法政、慶應義塾の両大学で通信教育部が

発足し、その後毎年のように私立大学の通信教育への参入が相次いだ13。その後、わが国

の遠隔高等教育は量的拡大を続け、1960 年代後半には大学と短大を合わせた学生総数が

10 万人の大台に到達した。2010 年現在、通信制大学等における正規の課程の（卒業を目

指す）学生は 191,308 人、選科等その他の学生は 45,417 人に上っており、通信教育を行

っている大学・短大の数も 55 校に達している14。 

 こうした量的拡大には、それを可能にした社会的インフラストラクチャーの段階的な発

達という背景があった。吉田文は、近代的制度としてからゆうに１世紀を超える遠隔教育

の歴史の中で、常に課題とされたのは、「時空の距離を短縮することと距離を超えて行われ

るコミュニケーションの頻度の向上」であったと指摘している15。その上で、その課題を

克服するために用いられたメディアに３つの世代があり、そのそれぞれの「ネットワーク

の形成」が、遠隔教育を段階的に発展させてきたことを示している。吉田によれば、遠隔

教育の普及に関わるネットワークの第１世代は郵便であった。ほぼすべての先進諸国で、

近代的な郵便ネットワークが国内に張り巡らされたことにより、遠隔教育の 初の大規模

な展開が見られたのである。第２世代は放送である。1930 年代のアメリカでは、ラジオ放

送の全国的な普及により、放送を用いた通信教育の繚乱期を迎えたが、その状況は、第二

次大戦後に本格化したテレビ放送のネットワークに至っていっそう進展することとなった。

この世代の後半には、ネットワークの届きにくかったさらに遠隔の地にも同様の教育サー

ビスが伝送できる衛星放送も利用されるようになり、地上波の持つ放送エリアという制約

も克服が可能となった。 後の第３世代は、1990 年代からのインターネットである。アメ

リカを中心とするコンピュータ通信網の普及は、時空の距離を飛躍的に縮めることを可能

にした。また、「テキスト・画像・音声のどのメディアをもデジタル化してコンピュータ上

                                                  
12 U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, The Condition of 
Education (2011), Indicator 43. 
13 (財)私立大学通信教育協会編『開かれている大学』（1986）13－16 頁。ただし、新制大学発足前は社

会教育の一環とされ、正規の課程となったのは 1950 年のことである。 
14 文部科学省「学校基本調査報告書」平成 23 年版および公益財団法人・私立大学通信教育協会 HP よ

り。 （http://www.uce.or.jp/about/status/（2012/10/19）） 
15 吉田文「遠隔教育の現在」『カレッジマネジメント No.148』リクルート（2008）5 頁。 
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で一体的に扱うことができるという特性は、これまでのどの技術よりも教育の配信におい

て効率的かつ効果的」であったため、「インターネットを用いた遠隔教育は、ｅラーニング

と総称されて、きわめて短期間に世界的に普及」することとなったのである16。 

 このように、遠隔教育、とりわけ遠隔高等教育の制度的展開は、常に制度としての通信

メディアの技術およびそのネットワーク整備と表裏一体をなしてきた。換言すれば、遠隔

教育の歴史は、メディアとそのネットワークの歴史でもある。しかし、そのように技術的

要素が先行しているにしても、否、技術的要素に大きく依存してきたからこそ、その中で

伝達し教授される内容、つまり「学問知」のあり方はより重要なものとなる。というのも、 

遠隔高等教育は、原理的に、キャンパスから遠く離れた（遠隔性）学習者に対して提供す

る教育行為を指す概念であるが、そのことは同時に入学と学習の遂行をめぐる諸制限を極

力排した（公開性）教育機会を提供することでもあるからである。そこで言う諸制限の中

には、もちろん居住地、年齢、職業、学歴といった基本属性に関わるものもあるが、それ

だけでなく、経済力や知識の蓄積、また場合によっては学力といった要素に関わる制限も

含まれる。したがって、遠隔高等教育を行うということは、そうした制約を克服しつつ、

学習者に学問知を伝達していくということに他ならないのである。 

 

第３節 「学問知」の伝達とメディア 

 

遠隔高等教育で教授される内容は、学問分野により、またその水準により非常に多様な

ものである。しかし、あえてそれを一括りの概念で表すとすると、それは「学問知」とい

う語にまとめることができる。というのも、いかなる学問分野であれ、どのような教授内

容であれ、その内容には一つの普遍的要素が共通して存在するからである。その普遍的要

素は、種々の学問知の内容にではなく、それらが伝達されるプロセスにこそ求められる。

すなわち、他者の過去の精神活動の成果を教授者とのコミュニケーションによって伝達さ

れる、という要素である。そのことは、たとえば自らの深い瞑想によってのみ得られる神

の啓示のようなきわめて内発的な思想を学問知とは呼ばないことを考えてみれば、容易に

理解することができよう。その意味で、あらゆる学問知は、他者とのコミュニケーション

によって伝達されると言い切ったとしても、決して的外れとはいえないだろう。 

 そのように、学問知が本来的に他者とのコミュニケーションによって伝達されるもので

あるとするならば、これまで人類が達成してきたコミュニケーションにおける技術革新が

学問知そのものの量と質のあり方に重要な影響を与えてきたであろうことは容易に想像で

きる。われわれは言語の体系化、文字の発明、印刷技術の開発といったさまざまな情報伝

達メディアの跳躍点を経ながら、そのたびに着実に学問知の絶対量を増し、また、その内

                                                  
16 吉田、前掲論文、5 頁。 
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容や質、形態なども変容させてきた。たとえば、オング（Ong, W. J.）は、情報やメッセー

ジを伝達する音声あるいは文字といったメディアの発達が人間の意識構造までをも変革し

ていく状況を詳説しているが17、その意味で、コミュニケーションのあり方、あるいはそ

れを媒介するメディアのあり方は、学問知そのもののあり方にも多大の影響を与えるとい

ってよいのである。 

 そうした過去のコミュニケーション技術の発展の延長線上にある現在の情報伝達メディ

アの状況を簡潔に表現するならば、「多様なメディアへの多様なアクセス」ということに

なろう。｢マルチメディア時代｣と簡潔に表現するのもいいだろう。現在、われわれは、従

来からの音声を中心とした対面コミュニケーション、文字による一方向のコミュニケーシ

ョン、映像と音声あるいは文字情報が電子的に伝達される放送メディア、さらに、コンピ

ュータを媒体とした情報ネットワークなど、さまざまなレベルの多様なメディアに必要に

応じたアクセスをすることが可能である。しかも、その多様な個々別々のメディアに双方

向性を付加した上で、それらすべてのデジタル信号による統合も視野に入りつつある。技

術はまさに加速度的に進展しているのである。 

 現下の情報伝達メディアにおける著しい技術的進展は、しかし、はたして学問知の拡大

と深化に十分寄与しているのだろうか。われわれの学問知はメディア技術の進展とともに

より充実したものになっているのだろうか。 

大学教育における学問知は、基本的に言語という形態をとっている。というのも、あら

ゆる知は｢A は B である｣という命題の形に還元しうるからである。もっとも、そうだから

といって言語以外の知のストックが全くあり得ないかというと、必ずしもそうとはいえな

い。確かに映像や言語以外の音声そのものをストックすることもできる。しかし通常、そ

うした素材そのものだけの情報をわれわれは知と呼ばない。素材に言語的な命題が意味を

与え、それが組み合わされることによって初めて「知」が形成されるのである。換言すれ

ば、素材としての自然的、社会的な事象に対して言語的な意味付けをすることによって、

われわれ人間は膨大な量の「知」を形成してきたのである。 

 学問知が専ら言語という形態をとっていることは、それがメディアによって伝達される

ことの必要十分条件となる。ここでいうメディアとは、音声、手書き文字、活字、放送や

コンピュータ通信などの電子通信手段といった、 も基本的かつ広い意味での情報伝達媒

体のことである。つまり、学問知はあらゆる形態のメディアを利用して伝達することが可

能であり、また何らかのメディアを用いずに学問知を伝達することは不可能だということ

である。事実、これまで大学において学問知は一対一の対面形式によるチュータリング、

一対多の講義、両者の中間的なゼミナール、書簡、印刷された教材等々によって伝達され

てきた。また、近年はテレビ、ラジオといった放送メディア、さらにコンピュータ通信ま

                                                  
17 ウォルター・J・オング／桜井直文・林正寛・糟谷啓介訳『声の文化と文字の文化』藤原書店（1991）。  
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でもが学問知の伝達にメディアとして参加している。量的な面では、そうした新しいメデ

ィアが順次広く利用されるようになるにつれて著しい飛躍が現実のものとなってきた。 

 しかし、メディアが効果を及ぼすのは、単に効率や量的側面だけではない。一つのメデ

ィアが持つ特性は、それによって伝達される知そのもののあり方と内容にも、明らかな影

響を及ぼすのである。その意味で、前出のオングが学問知をも含めた文化そのものを言語

表現のテクノロジーとの関わりにおいて考察したことはまったく正しいといえよう18。オ

ングは、メディアを言語表現のテクノロジーと捉え、それを四つの発展段階に分けて考察

した。すなわち、口承的、筆記的、活字的、そして電子的なモードのメディアである。口

承的な段階における知の伝達は、基本的に｢見習い修業｣という形で行われる。つまり、師

となる人物の声を聴き、それを繰り返して記憶することによって学ぶのである。そうした

伝達に際しては、伝達される内容の全体連関性や複層的な意味について分析的に理解する

こと、つまり研究することは困難であるために学習者の関心事とはならず、専らレトリッ

ク(話の技術)が知の中心に置かれることになる。やがて文字による伝達が一般的に行われ

るようになると、事実や真偽にかかわる命題を｢抽象的に順序づけ、分類し、説明して分析

すること｣19つまり研究することが容易に実行できるようになり、思考は分析的になった。

次の活字的な段階では、筆記の段階ですでにあった言葉の視覚空間への位置付けがより徹

底した形で達成された。印刷された書籍の登場が西欧人の｢心性｣に与えた影響を、オング

は多数あげている。すなわち、知の管理の文章化(図像からの脱却)、レトリックからの解

放、索引的(見出し語的)思考の形成、知の個人化(時間的空間的制約からの解放)、閉じら

れたテクストという観念(種々の知は、一冊の本のように始まりと終わりのある完結したユ

ニットだという感覚)の形成等々である20。 後の電子的段階におけるメディアは、活字文

化の強化、もしくは効率化という意味合いを持つものの、それによって新たに付け加えら

れるような思考の新しいあり方は揚げられていない。オングによれば、電話やテレビとい

ったメディアは、むしろ思考を｢二次的な声の文化｣、つまり口承的段階へと引き戻しさえ

しているという21。オングの示す諸段階の文化のうち、活字文化のもたらした諸事象を見

ると、それらが先に見た大学における学問知のあり方に非常によく適合していることがわ

かる。その意味で、現在まで続く大学の学問知の伝達は、基本的に活字文化を土台として

成り立っているものであると見なすことができるのである。 

 もっとも、オングの主な関心が声の文化たる口承的な思考段階の文化と文字の文化との

比較検討にあったため、電子的なメディアそのものに対する考察は、電話、テレビ、録音

機器などの他ほとんどなされていない。しかし、現代社会にはそれらの機器の能力をはる

                                                  
18 ウォルター・J・オング、前掲書、7-9 頁。 
19 同上書、27 頁。 
20 同上書、266-277 頁。 
21 同上書、279 頁。なお、オングの著作以降に出現した、インターネット上のチャット(chat)などは、

まさに｢二次的な声の文化｣への回帰現象だといえるだろう。 
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かに超える機能を持った多種多様な電子的メディアが登場しており、実際に膨大な量の情

報が日常的に伝達されている。そうした現実を無視するわけにはいかない。したがって、

ここでわれわれはそうした新しいメディアの現状を踏まえ、さらに現代の学問知とメディ

アとの関係を検討していく必要があろう。 

 

第４節 現代のメディア状況と高等教育 

 

 情報化は、いうまでもなく現代社会を表現する際の も重要なキーワードの一つである。

わが国においてこの用語が日常的に使われ出したのは、すでに 1960 年代のことであった。

たとえば、『経済白書』は 1969 年度版で初めてその概念を用いている。そこでは情報化を

｢情報が在来の商品やサービスと同じように、日常生活や経済活動の重要な要素となってい

くこと｣と捉え、経済活動の中で情報が新たな財としての価値を持ち始めたことを楽観的に

称揚している。この時期の情報化は、専ら｢産業の情報化｣、つまり生産の場でのコンピュ

ータ利用による効率化を中心に据えたものであった。この時期の情報化は、それ以降の情

報化との関連から、第一次情報化と呼ばれている22。 

 それに対し、1980 年代に始まる第二次情報化の時期にあっては、急速な経済発展、特に

民生部門での成長を反映して、一般市民が社会生活をする上での便宜性にかかわる情報化

が進展した。その分野は、生産の場から、行政サービス、保健医療活動などの生活関連部

門へと拡大したが、社会生活に直結した形での情報化の進展がこの時期の特徴であった。

こうしたことから、第二次情報化の特徴を、第一次情報化の｢産業の情報化｣に対して｢生活

の情報化｣と表現することができるだろう。一方、1990 年前後から現在まで続く第三の情

報化では、一般の家庭生活、さらには一人一人の日常生活の諸場面まで情報化の波が浸透

してきた。手書きの文書や手紙が急速に姿を消し、ワードプロセッサーによって定型的に

作成された文書類がそれらに取って代わった。また、第二次情報化の際には家庭単位で利

用される機器が中心だったのに対し、電子ゲーム、家庭用ファックス、パソコン、携帯電

話等々、パーソナル・ユースにかかわる情報機器の爆発的ともいえるほどの普及が見られ

るようになったのも、この時期になってからのことである。このように、第三次情報化の

大の特徴は、何よりも個別化、個人化というところに見出される。ここにいたって情報

化は社会の 基底単位である個人にまで到達したのであり、その意味でわれわれはすでに

｢人間の情報化｣という段階に来ていると結論付けることもできるのである。 

 さて、第三の情報化に関し、情報通信という狭義の情報分野、つまりメディア分野だけ

に限定して見てみよう。第一次情報化の時期におけるメディア状況は、先の『経済白書』

によれば、テレビの普及率、新聞や書籍の発行部数といった、マスメディアの外側のハー

                                                  
22 前納弘武「社会と情報」前納弘武・美ノ谷和成編『情報社会の現代』学文社（1998）174 頁。以下、

各次の情報化の事実に関する記述の基本的な部分は、概ね前納論文によっている。 
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ドな面に関係する指標で捉えられていた。それに対し、第三次情報化の直中にある現在の

メディアは、次のような二つの点で特徴的である。その一つは、従来型のメディアの提供

する情報が量的質的に変化していることである。マスメディアについて見ると、現在のマ

スメディアは、1960 年代とは比較にならないほど高い密度の情報を、大量に、しかも即時

的に提供している。そのため、情報の陳腐化の速度も著しく早まっている。むしろ、情報

を発信する側で意図的に陳腐化を促進することさえある。さらに、かつてはマスメディア

には乗らなかったであろう情報、たとえば国際的に知名度の低い地域の紀行記録や一般に

は知り得ない大規模な組織の内情、有名人、一般人を問わずごく私的な情報、さらには高

度な科学的知識を理解の前提とするような情報、等々が日常的に流されるようになってい

る。その背景には、マスメディアの情報収集力と情報容量が増大し、また、マスメディア

に乗せることのできるソフト(情報内容)の範囲が格段に広がったことなどがあるだろう。 

 こうしたことは、マスメディア以外のメディアに関しても、全く同様の傾向を見ること

ができる。たとえば、コンピュータ通信はすでに 1980 年代半ばから事業化されていたが、

90 年代初めにアメリカの情報スーパー・ハイウェイ構想(NII)、いわゆる｢ゴア構想｣が中

心的政策課題として展開され、全米に光ファイバ・ケーブルと衛星によるインターネット

網が張りめぐらされて以来23、わが国でもそれを利用する形で急速に普及している。それ

につれてハードウェア(機器)の発達も著しく、文字だけでなく、音声、画像など、短い処

理時間で膨大な量のデータが双方向で送受信されるようになっている。また、情報記憶メ

ディアとしての CD-ROM、USB、SD カード等の技術も長足の進歩を遂げ、著しく普及し

ている。たとえば数十巻の百科事典の全内容を、図版も含めて USB や一枚のカードに記憶

するようなことも容易にでき、しかも十分に事業化できるほど採算点も低くなっているの

である。 

 第三次情報化期におけるメディアのもう一つの特徴は、全体的な特徴同様、メディアに

関しても個別化、個人化が著しく進展していることである。ハードウェアについて見れば、

パソコン、スマートフォン、iPod といったこの時期に特徴的な情報機器は、そのほとんど

がパーソナル・メディアに分類される機器である。個別化、個人化しているのはハードウ

ェアだけではない。スマートフォンの普及で爆発的に利用者が拡大した mixi や Facebook

に代表される SNS（social network system）や、遊戯者の思いのままに登場人物を動かすこ

とができ、しかも遠隔地の他者と対戦型で遊べるゲームソフト、自分だけの電子ペットを

飼育する玩具、あるいは居ながらにして世界中の端末と画像も含めた個人的情報の交換が

できる電子メールやスカイプなどのように、ハードウェアの中で動くバーチャルな現実感

さえも私的で個別的なものになりつつある。 

一方でメディアには重層性があるため、会話や文字、マスメディアといった｢古い｣メデ

                                                  
23 岩永雅也「マルチメディア時代の高等教育」佐伯胖ほか編『変貌する高等教育』岩波書店（1998）296
頁。 
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ィアも姿を消すわけではなく、併行して利用されているのであるが、メディアごとの接触

時間を見ると、明らかに新しいメディアの利用の方が伸びつつあることがわかる。日曜日

の自宅内でのメディア行動時間に関するビデオリサーチの調査結果を見ると、「新聞を読

む」が 2000 年の 18 分から 2011 年の 14 分へ、「テレビを視聴する」が同じく 4 時間 19

分から 3 時間 55 分へと短縮しているのに対し、「インターネット・メール」では逆に 11

年間で 10 分から 52 分へと 5 倍以上も伸びていることがわかる24。一人でいる時間を読書

やテレビ視聴といった従来のメディアとの接触に費やすよりも、パソコンに向かってイン

ターネット上の情報を検索したり、メールをやり取りしたり、スカイプ（Skype）25で連絡

しあったり、あるいはツイッター（Twitter）や Facebook に書き込みをしたりといったこと

に時間を費やすというタイプの行動が増えつつあることが見て取れるのである。 

 メディアに関するそうした近年の環境変化は、しかし、社会と個人をめぐっていくつか

の問題状況を出来させている。その一つは、メディア・リテラシー26の普及不全である。

メディアは本来、空間的・時間的に固定された情報(メッセージ)を解放して他の空間的・

時間的な場へと伝達する手段であって、その情報の広がりはメディアの共有性、つまりメ

ディア・リテラシーの広がりと強い関連性を有している。しかし、現在のメディア技術は、

一つの技術の普及がプラトーに達するずっと以前に、次の技術がそれに取って代わるとい

う形で急激に発展しているため、リテラシーが大衆の段階まで十分に浸透しにくくなって

いる。もちろん、次々と生み出されるハード、ソフト両面の新技術を購入し続けることに

よってそうした技術の進展に遅れずについていくことは可能であるが、そのためのコスト

は著しく大きい。かつての会話や文書という安価なメディアによる伝達と同様の効果を保

持し続けるため、われわれは途方もないコストを背負い込むことになったのである。その

ことは、必然的にもう一つの問題状況を生む。それは一定の特性を持った一部の人々によ

るメディアの独占状況である。新しいメディアへの親和性が高く、大きなコストをそれに

振り向けることのできる人々だけがそうした技術の果実を享受することができるのであっ

て、そうでない個人は口承や文字の時代にも増してイリテラルな立場に追い込まれること

になるのである。さらに深刻なのは、メディアを利用することによる人々の心性の変化の

問題である。すでに 35 年前にマクルーハン（McLuhan, Herbert Marshall）が、「モザ

イク的テレビ映像の浸透を受けたテレビっ子は、文字文化とは対照的な精神で世界に向か

い合い」、テレビは彼らを自らの世界に「引きずり込む」と指摘しているように、テレビ

以降のメディアは、分析的な文字型のメディアとは相容れない全体包括的な感覚を若者達

                                                  
24 電通総研編『情報メディア白書 2012』ダイヤモンド社（2012）241 頁。 
25 マイクロソフト社の P2P 技術によるインターネット電話サービスであり、比較的低速な回線でも高音

質の安定した通話およびビデオ通話が無料で可能となる。 
26 本論では、メディア・リテラシー(media literacy)の概念を、特定のメディアを使用する能力、それを

通じて提供される情報を受容する能力、そしてそれを通じて自らのメッセージを表現する能力の複合体

と解釈した上で用いることとする。（水越伸『デジタル・メディア社会』岩波書店（1999）91-94 頁を参

照。） 
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に植え付けている27。さらに、コンピュータ・ゲームやキーボードに慣れ親しんだ子ども

達の心的空間が言葉からデジタル的な記号や信号に置き換わることは、これまでの文字型

の文化の上に成り立っていた規範や感情が彼らの心性の中では成り立たなくなることにつ

ながるが、それらに代わって彼らの心性をコントロールしうる要素をわれわれはまだ知ら

ないのである28。 

 もっとも、そのような問題とはかかわりなく、今現在もメディア技術は急激な発達状況

の直中にある。大学教育も、もちろん現代のメディア状況に無関心であるわけではない。

むしろ過去数年来、大学改革への強い社会的要請を承ける形で、積極的なメディアの導入

が図られてきたといってよい。 

メディアをめぐる近年の技術革新に対する大学側の動向は、大きく見て三点にまとめる

ことができる。その第一は、既存の一般大学内部における授業等へのメディア利用である。

具体的には、専用回線や ISDN 回線を用いた遠隔キャンパス間の双方向授業、あるいはイ

ントラネットや LAN のチュータリング、告知板、図書検索といった学習支援システムへ

の利用などがあげられる。授業にかかわるメディア利用は、通信メディアだけにとどまら

ない。CD-ROM を用いた素材や映像の提示、あるいは授業内でのコンピュータ・ソフトの

利用なども、 近では日常的に見られる光景となっている。そうした新しいメディア・シ

ステムの導入を果たした大学は、わが国でもすでに過半に達しており、しかもその数は年々

増加の一途をたどっている。ついで、動向の第二は、通信メディアだけを用いて授業を進

める大学の登場である。イギリスの UKOU やわが国の放送大学などでは、すでに 1970～

80 年代から放送メディアを使って教育を行ってきたが、90 年代に入ると、それに加えてイ

ンターネット上でクラスを提供し、質疑応答をし、試験の出題、解答、採点を行い、さら

には諸手続きも受け付けてしまう、というバーチャル大学が出現している29。アメリカが

著しく先行している教育形態であるが、日本にも同様のコンセプトを持ったサイバー大学

が開校しており、中国の「網絡（ネット）教育学院」の伸長も著しい30。きわめて近い将

来に全世界的な拡大を見るであろうことは十分に予測できる。 

 後に動向の第三は、一般大学相互間で衛星通信などの新しいメディア・システムを用

いて行われる授業交換である。アメリカにおいてはすでに 1970 年代から州の枠を超えた授

業交換が行われ、現在ではそれらが通常の対面型の講義と全く同様、同等に扱われている。

さらにそうした授業交換は、その性格上、言語的な障害さえなければ容易に国境を越えて

しまう。まさに、アメリカ大統領ウィルソン（Wilson, Thomas Woodrow）がプリンスト

ン大学での訓辞で夢想したように、すでに 1980 年代には「アメリカのどこにいてもオック

                                                  
27 M・マクルーハン／栗原裕・河本仲聖共訳『メディア論』みすず書房（1987）342 頁および 350 頁。 
28 バリー・サンダース／杉本卓訳『本が死ぬとき暴力が生まれる』新曜社（1998）169 頁。 
29 岩永、前掲書、308-309 頁。 
30 岩永雅也『生涯学習論―現代社会と生涯学習―』放送大学教育振興会（2006）179 頁。 
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スフォードのチュートリアルやドイツの大学のゼミナールが受けられる」31という状況に

なっていたのである。このような教育方法に関して、日本では電波法の強い規制もあって、

実現が遅れていた。しかし、1996 年に当時のメディア教育開発センターをハブ局とするス

ペース・コラボレーション・システム(SCS)事業が発足し、大学間の双方向映像交換シス

テムが利用可能となった。数年の間に 100 の地上局が全国の各大学に設置され、一対一あ

るいは多数大学間での授業交換が可能となった32。もっとも、そのあまりの費用対効果の

悪さと、通信技術上の問題点の多さ故、そのプロジェクトの実施母体であるメディア教育

開発センターの放送大学への吸収合併（2009 年）という状況の下で、現在はその実験的な

使命を完全に終えてしまった。それに代わり、多くの教育機関で「Web 会議システム」や

スカイプを用いた、つまりインターネットベースによる、より簡便ではるかに安価な遠隔

講義・ゼミナールが行われるようになっている。現状に関する詳細は本論第５章で展開す

ることにしたい。 

 中世の西欧社会において誕生して以来、大学は今日までの長い間、独占的な知の集積地

として独自の地位を占めてきた。当初はその知が専ら講義を行う教員に付随していたため、

まさに教員集団そのものが知の集積地であった。やがて 17 世紀に印刷術が発明され、大量

の印刷されたテクストの中に知が固定されるようになると、図書館がそれに取って代わっ

て大学の知の象徴となった。図書館が大学における知のセンターであった時代があまりに

も長かったこともあって、われわれは大学におけるそうした知の様態を普遍的なもののよ

うに考えがちであるが、現在まさに進行しているメディアの技術革新が、近い将来、書籍

の電子化などをいっそう進める中で、そうした既成概念を大きく転換させる可能性は極め

て大きいと思われる。 

 

 第５節 メディアと学問知の危機 

 

 しかし、そのような大学における新たなメディアの利用は、一方で従来のように大学が

独占していた学問体系に基づく教育、あるいは学問知そのものを変質、さらには解体させ

る契機を孕んでもいる。というのも、新しいメディアを利用することは、外部世界におけ

る情報に対する窓をいっそう広げることであるが、他方、それによって大学と外部世界と

の境界が曖昧なものになっていくという効果もあるからである。そのことは、現在大学が

直面する「知」そのものの危機的状況における 大の要素の一つともなっている。大学の

直面する危機的状況とは、大学による学問知独占の揺らぎ、学生への学問知伝達の不全、

そして大学における学問知そのものの質の低下、である。 

 まず、学問知の大学による独占の揺らぎは、現代社会における情報化の著しい進展を背

                                                  
31 James J. O' Donnel, "The New Liberal Arts," Liberal Education, 1996 spring, (1996) pp.43-44. 
32 SCS 事業連絡協議会編『SCS 利用報告書』メディア教育開発センター（1997）。 
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景として生じている現象である。過去四半世紀ほどの間の情報技術の飛躍的な進歩により、

情報という側面を持つ学問知のあり方も大きな変化を余儀なくされている。それにともな

って、中世以来学問知の特権的な保管場所であった大学の地位も、大きく揺らいでいる。

小林康夫も指摘するように、現代社会では、大学の枠内には到底収まりきれないほど膨大

な情報が、大学の伝統的な組織では対応できないほどの速度で往来し、蓄積され、｢しかも

それは必ずしも大学という場所を経由しなくとも誰にでもアクセス可能ですらある｣33と

いう状況が出来しているのである。もはや大学は学問知を集積し、構成し、自らが望む方

法で提供する、といった営為を独占的には行えなくなった。大学の扱う知は、知の全体の

一部に過ぎなくなり、質的にも、シンクタンク、マスメディアなど他の社会的組織に比べ

て特別に優れているとは必ずしもいえなくなった。さらに、学習者をキャンパスに集める

という仕組みすら、かつてほどの有効性を持たなくなったとさえいえる。しかし、他方、

そうした変化によって、従来は大学による知としての選別と正当化という統制を受けてい

た教養の内容が、より多様で自由なものとなりつつあることも事実である。 

 次の、学生への学問知伝達の不全とは、具体的には学問知に属する教育内容が、学生の

側に十分伝達できない現実を指している。その背景としては、まず学生自体の基礎的教養

の不足があげられている。大学レベルの教養の前提として高校卒業までに身に付いていな

ければならない基礎的学問知が十分獲得されていないことが指摘されているのである。原

因はさまざまに考えられているが、大学の経営的動機による入学試験科目の少数化、大学

入試センター試験導入以来の高得点科目への偏重といった、入学試験に関する要因、ある

いは、高校生の負担減を目指すカリキュラムの改革といった高校教育の側の要因、大量の

データを自分にとっての外部記憶装置であるディスクにファイルすることはできても、そ

れを自分の内部記憶装置である脳に整理して書き込むことの不得意な学生等々の現代の学

生の特性に関する要因、そして、そうした入学者の変化にもかかわらず、十分な補習を用

意できない大学側の要因、活字離れが進行した学生に対する学問知の伝達メディアの選択

の誤り、などが複合的に関わって、学問知の伝達が不十分なのだと考えられているのであ

る。 

 後の、大学における学問知そのものの質の低下に関しては、もちろん、前段の学生に

対する学問知の伝達不全も要因の一つになっていることは確かだが、それと同様に、マス

メディアとのかかわりも大きい。大学で蓄積され、加工され、発信される学問知を、マス

メディアが部分的に採用して活字や電波に乗せる、というのが本来の姿であったが、現在

ではむしろマスメディアの側に主導権があるといっても過言ではないような状況が出来し

ている。つまり、マスメディアの論理で大学内の教養のあり方さえもが左右されるという

ことである。また、大学の教員が非常にしばしばマスメディアに登場して見解を述べる、

                                                  
33 小林康夫「大学教育の意味を再考する」佐伯胖ほか編『変貌する高等教育』岩波書店（1998）320 頁。 
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といった番組の形態が増加したことも、マスメディア優位の、さらにはマスメディアの側

が知の内容を決定しがちな状況の要因の一つとなっている。従来から教員が学識者として

取材を受け、その記録が素材として利用されることは決して稀ではなかったが、この時期

になって、少なからざる人数の教員が、通常出演者として、つまり送り手の側の一員とし

てそうした情報の提供に関わるようになったことには、情報の質的変化という点で重要な

意味があるといってよいだろう。そうしたことの結果として、それまで多くの人々が持っ

ていた大学観、大学教員観、さらには学問観までが、良くも悪くも大きく変化しつつある

ことは事実なのである。 

     

第６節 インターネットと高等教育 

 

 高等教育における学問知のあり方に関わるそうした変化を現実のものとする 大の要因

は、いうまでもなく情報通信技術、つまり ICT の著しい発展であるが、その概念が明確な

共通理解の上に用いられているかというと必ずしもそうとはいえない。どのような人々が

どのような立場で用いるかによって、その意味内容は多様である。 も広義に捉えると、

ICT とは電子的な情報通信技術一般を指す概念である。つまり、 先端のコンピュータ通

信ネットワークからテレビ電話、衛星放送、CATV、あるいは旧来のテレビ・ラジオまで

をも含む包括的概念として用いられる。それに対して、 も狭義には、ICT とはインター

ネット(Internet)とそれを応用した情報通信システムの呼称である。その意味では、ICT の

“I”はインターネットを示すものと読み替えてもあながち間違いとはいえない。それどこ

ろか、ICT を後者の意味に狭く捉えるという傾向は、近年ますます強まりつつある。 

 いうまでもなく、インターネットは、アメリカの学術研究用コンピュータネットワーク

(NSF net)を利用する情報通信ネットワークの呼称であり､個別に形成されてきたアメリカ

国内および世界各地のコンピュータ通信網を、通信プロトコルと呼ばれる共通の手続きに

したがって結合する、いわば「ネットワークをネットするネットワーク」である。アメリ

カ国防総省の ARPA ネットとして 1969 年に発足し、その後 86 年に通信プロトコルを

TCP/IP に統一したことで、世界中どの二地点間での通信も可能となり、今日のような世界

規模のシステムの原型ができあがった。さらに、インターネット上でバラバラに存在する

種々の情報に適切にアクセスするためのメカニズムである WWW34が考案されたことで、

加速度的に利用が進んだのである。わが国では、1993 年に JPNIC が設立され、JUNET、

                                                  
34 World Wide Web(ワールド・ワイド・ウェブ)の略で、インターネット上でバラバラに存在する種々の

情報に適切にアクセスするためのメカニズムである。ネット上に網の目を張り巡らすように情報のリン

クを作り、データベース化するため、「ウェブ(蜘蛛の巣)」の名を持つ。インターネットの利用者は、

まず WWW に接続することで、速やかに目的の情報源にアクセスできるのである。WWW はインターネ

ットの爆発的な普及の 大の要因の一つとなった。その事情は現在も不変である。ちなみに、WWW で

提供される個々の情報の表紙・目次にあたる 初のページがホームページであるが、 近では次ページ

以降も含めた全情報をホームページと呼び、 初のページはトップページと呼ぶのが一般的である。 
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CSnet といったそれ以前に運用されていた各ネットワークの統括が行われて、本格的なイ

ンターネット時代を迎えることになった。 

 もっとも、ICT をインターネット利用という側面から見た場合、わが国は、前世紀末ま

で必ずしも顕著に進んでいるとはいえない状況にあったと言ってよい。インターネット関

連の も権威ある調査企業であるアメリカの NUA 社の調査（Nua Internet Survey）による

と、全世界のインターネット・ホスト数は 2000 年 1 月の時点で約 7240 万台にのぼってい

たが、そのうち 73.4％はアメリカが占め、日本はそれに次いでいるものの、全体での比率

はわずか 3.6％、264 万台にすぎなかった。また、“***.**.jp”等で定義される日本のイン

ターネット・ドメイン数は、約 15 万であった。世界のインターネット利用者数は同年 12

月現在、4 億 1859 万人であったが、日本の 3864 万人はアメリカの 1 億 6440 万人に次いで

いるものの、対人口の普及率で見ると 30.5％で、アメリカ(59.9％)、スウェーデン(56.4％)、

あるいはシンガポール(44.6％)、オーストラリア(43.9％)、韓国(34.6％)、イギリス(33.6％)

などよりも低く、世界の 13 位であった。わが国の総務省による世帯ベースの調査では普及

率がやや高くなり、34.0％となる。しかし、その値が 1997 年度には 6.4％に過ぎなかった

ことを考えると、過去数年間の伸びは非常に大きかったといえるだろう35。それに伴って、

パソコンの普及率も上昇しており、2001 年 3 月末の時点で世帯普及率が 5 割を越えて

(50.1％)、ほぼステレオと同じ水準に達した36。大きく出遅れていた日本の ICT 水準も、

21 世紀に入った時点で、ようやく世界的な水準に達したということができるだろう。それ

から 10 年以上が経過した 2013 年 7 月現在、日本のインターネット・ドメイン数は、約 134

万に達し37、総務省の「通信利用動向調査」によると、インターネット普及率も 80％に限

りなく近づいている（図３－１）。 

 

 

図３－１ 日本のインターネット普及率と人口普及率（個人ベース） 

資料出所：総務省「通信利用動向調査」2012 年度版より 

                                                  
35 数値はいずれも郵政省『通信白書』(2012 年度版)より。 
36 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査』(各年度版)による。 
37 JPRS（株式会社日本レジストリ・サービス社）のデータによる。 
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世帯ベースではさらに値が上昇し、91.1％とほぼ全世帯に普及している状況である。と

りわけ、2000 年から 02 年にかけての数値の伸びが際立っている。これは、2000 年 7 月

に設立された IT 革命（当時は ICT を IT と呼ぶのが一般的であった。）を推進する国家戦

略およびその具体策を検討・推進するための会議体である「IT 戦略本部」の活動によると

ころが大きい。IT 戦略本部は、首相（当時は森喜郎首相）を本部長に関係省庁の閣僚から

構成された超省庁的存在で、その下に民間有識者で構成される IT 戦略会議が置かれた。

会議は 11 月に IT 基本戦略を策定し、それに基づいて IT 基本法を成立させ、わが国の ICT

化の方向性を決める上で非常に強い影響力を持ったのである。 

 国際的に見ると、図３－２にあるように、わが国のインターネット普及は現在世界の 14

位で、必ずしも世界の 先端を行くとはいえないものの、例えばオーストラリアが 79.0％

（15 位）、アメリカが 77.9％（17 位）といった数値であることと比べると、人口規模の大

きい国としては一応高いレベルにあるといってよい状況にある38。 

 

 
図３－２ 世界各国のインターネット利用率：上位 20 ヶ国のみ（％）（2012 年度） 

資料出所：ITU (International Telecommunication Union) Statistics (2012) 

 

 こうしたインターネット利用状況を年齢階層別に見たものが図３－３である。これを見

ると、20 代から 40 代までの年齢階層ではすでに 2008 年の段階で９割以上の高い利用率

                                                  
38 ITU-GLOBASL NOTE 社（http://www.globalnote.jp/p-data-g/（2013/11/20））による統計値。 
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に達している反面、60 代以降は急速に比率が下がり、70 歳以上の階層の場合、利用者は

半数を切ってしまうことがわかる。ただ、若中年層では、天井効果もあって過去４年間で

さほどの上昇が見られないのに対し、70 代、60 代では大きな伸びがあったこともわかる。

そうしたことから、10 年後、20 年後の高齢層は現在の中壮年層の現状から推し量っても、

非常に高い水準の Web 利用率を達成していることが容易に想像できるのである。 

 

 
図３－３ 年齢階層別インターネット利用者数と推定利用率（2008～2012 年） 

資料：総務省統計局統計調査部「社会生活基本調査報告」2013 年度版より。 

 

 インターネットに代表されるこうした ICT の急速な発展は、日本における生涯学習のあ

り方を著しく変えつつある。その変化とは次のようなものである。第一に、郵便や書籍よ

る通信制大学に付随していた文字メディアへの偏った依存から脱却し、より精密な情報の

提供や学習の動機付けに有効な視覚的プレゼンテーションの利用が容易になっていること

である。第二に、放送や書籍といったメディアに宿命的に付随していた一方向性の教授・

学習形態から、双方向性の学習形態へと転換しつつあることである。第三に、ICT 利用に

より空間的、時間的制約を容易に克服することが可能になったため、学習者個人の都合と

ペースに適合したオンデマンドな学習ができるようになったことである。そして第四に、

大きな投資を要する設備や機器などを必要としないため、より安価で効果的な学習を進め

ていく可能性が高まったことである。こうした状況の変化は、高等教育機会の集中する首

都圏や関西圏、中京圏といった人口稠密地域から離れた地方に居住する生涯学習者にとっ

ても、またフルタイムの職業に就いているために通学が困難である就業者層にとっても、

学習機会の空間的、時間的障壁を克服するという意味で、有効に働くこととなったのであ

る。 

 そうした ICT 環境の急速な進展の要因の一つが、これまで先進諸国の中では大きく出遅
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れていたわが国の高速大容量通信網整備の急速な進展にあることはいうまでもない。世紀

の端境期前後まで、インターネットへの一般家庭からの接続は、通常の電話回線を用いて

プロバイダにダイヤルアップする方式が大半であり、接続の手間と高額の電話料金、そし

て通信速度の遅さが、特に個々の家庭への普及の大きな障害となっていた。しかし、デジ

タル技術で通信速度を飛躍的に高めた回線を用いてテレビのアンテナ線のように常にネッ

トとつなげておく定額の常時接続により、そうした障害は一気に解消へと向かっている。

これまでのモデムによるアナログ回線では 50～60 キロビット／秒に過ぎなかった通信速

度も、CATV 回線利用あるいは ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line：非対称デジタル

加入者線)では下りが 50 メガビット、上りが 10 メガビット以上／秒、さらに光ファイバ（光

通信）では下り上りともに 100～1000 メガビット／秒に向上している。アナログ回線では

音声やファックス、メールのやりとり、あるいはホームページの検索程度が限度であった

が、ADSL、光ファイバなどを利用することで、双方向のテレビ電話や Web 会議、スカイ

プ、大量の教材送付などが実用的な水準で可能となった。また、個人のインターネット利

用も、固定電話が前提の CATV 回線利用、ADSL、光ファイバではなく、携帯電話のよう

に個人ベースで利用できる無線 LAN 規格である Wi-Fi（Wireless Fidelity）の普及により、

若年層を中心に飛躍的に伸張することとなった。図３－４に見るように、現在では成人の

半数以上が毎日少なくとも１回はインターネットを利用している。しかも、４分の３以上

の回答者が自宅のパソコンよりもスマートフォンで利用していると答えているのである。 

 

 

図３－４ インターネットの利用頻度と媒体 

資料出所：総務省「通信利用動向調査」（平成 24 年度版）より。 

 

 しかし、一方で、こうした通信手段の購入と利用には金銭的負担が伴うことも事実であ

る。ICT に親和性があるか否かという文化的な問題とは別に、階層間の経済的な格差がそ
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うした機器の購入やプロバイダとの契約に際しての格差という形で現れ、それがそのまま

インターネットへのアクセス機会の多寡につながるという状況は必然的に生じてしまう。

いわゆるデジタル・ディバイド（Digital Divide）あるいは情報格差と呼ばれる問題で

ある。図３－５に見るように、世帯所得で年間 400 万程度を境として、明らかにイ

ンターネット利用率は下がっている。例えばテレビ受像器のように、所得･収入に

関わりなく、ほとんどの世帯に行き渡り、ほとんどの世帯で利用されているという

状態には、未だ到達してはいないのである。 

 

 
図３－５ 所属世帯年収別インターネット利用率（個人ベース）（2012 年末） 

資料出所：総務省「通信利用動向調査」（平成 24 年度版）より。 

 

 こうした問題は残るものの、こうした ICT に関わるインフラストラクチャーの整備とそ

の利用の伸張は、明らかに技術的な意味において次に詳しく見るような大学における ICT

利用とその成人学習者への活用という道を拓いたといえるのである。 

 

第７節 高等教育におけるネットワーク利用の現状 

 

 わが国では、1990 年代後半から高等教育機関における個別端末のオンライン化が進み、

インターネットの発展と時を同じくして学内 LAN(Local Area Network)の整備も進んだ。

メディア教育開発センター（現放送大学 ICT 活用･遠隔教育センター）の 2008 年の調査に

よると、すでにその段階でインターネットを何らかの形で用いて ICT 活用教育を導入して

いる大学は国立で 95.9％、私立で約 79.4％にのぼっていた39。現在ほとんど全ての高等教

                                                  
39 メディア教育開発センター『ｅラーニング等の ICT を活用した教育に関する調査報告書』（2009）7
頁。 
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育機関で運用されている学内 LAN は、インターネットのソフトとノウハウを一つの組織・

機関内部のネットワークに用いるという“イントラネット(intra-network)”としての機能

を果たしている。 

しかし、10 年ほど前まで、講義やゼミナールといった日常的な教育指導そのものに関し

て見ると、必ずしも ICT が十分に利用されてきたとはいえない状況であった。というのも、

大学教育は活字を媒介として行われるべきであるという伝統的な考え方が、わが国にあっ

ても長い間支配的だったため、通信メディアを用いた教育指導には周辺的、補助的な位置

付けしか与えられてこなかったからである。メディア教育開発センターが 2000 年 1 月に全

国の高等教育機関に対して行った調査を見ても、インターネットによるオンライン教育を

行っていると回答した大学は、国立大学で 20.4％、公立大学で 14.0％、私立大学で 16.1％

に過ぎず、短大、高専も含めた全体では 17.5％ときわめて低調であった40。 

 ところが、大学教育を取り巻く内外の経済的、技術的環境の著しい変化は、ひとり大学

だけがそうした頑なな態度をとり続けることを容認はしなかったのである。文部省・大学

審議会が 2000 年 11 月に示した『グローバル化時代に求められる高等教育の在り方につい

て』は、1990 年代に一部のキャンパスで限定的に実施されていた ICT 利用の教育指導がわ

が国の大学全体に拡がっていくきっかけともなった答申であるが、そこでは、ICT の著し

い発展により、大量の情報が国境を越えて瞬時に流通しうることで、｢知｣のあり方や価値

観が変わったことを指摘した上で、大学授業等でのインターネットの積極的利用を勧めて

いる。特に遠隔授業を用いる通信制の大学に関しては、IT 利用の教育指導を｢インターネ

ット等活用授業｣と定義し、｢今後、通信制の大学においては、････従来の直接の対面授業

による修得が必要な 20 単位についても、遠隔授業により修得することができ････卒業に必

要な単位(124 単位)すべてを遠隔授業により修得することも可能｣となるような条件整備

を勧告している41。また、2000 年 7 月に設置された内閣の｢IT 戦略本部｣によって策定され

た『e-Japan 重点計画－高速情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画－』(2001

年 3 月)でも、生涯学習を促進する立場から、教育情報ポータルサイトの整備や全国民を対

象とした ICT 学習機会の提供とそのための専門的人材の供給、公共図書館、公民館等への

パソコン配置とインターネット接続環境の整備、そして何よりも大学が講座等を自主的に

編成できるよう諸制度を弾力化する大学改革の積極的推進などが提言されている42。さら

に、2001 年 3 月の文部科学省告示では、「････通信衛星、光ファイバ等を用いることによ

り、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体

的に扱うもので････①同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等

                                                  
40 吉田文「IT の浸透を促すもの・阻むもの」『IDE』No.422 (2000 年 10 月)45 頁。 
41 大学審議会答申「グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について」（2000 年 11 月 22 日)

より。 
42 IT 戦略本部『e-Japan 重点計画－高速情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画－』(2001 年

3 月 29 日)｢３．教育及び学習の振興並びに人材の育成｣より。 
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以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所において履修させるもの、②毎回の授業の実施

に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うもの････(下線岩永）」43

と、大幅に遠隔教育の条件が緩和されたのである。さらに、その 6 年後の 2007 年には、先

の「同時双方向」の規定をいっそう緩和して、遠隔授業の要件を「････インターネット等

を活用した授業の場合、毎回の授業の実施に当たって行うこととされている設問解答等に

ついて、指導補助者が教室等以外の場所において学生に対面することにより、又は当該授

業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の

適切な方法を利用することにより、十分な指導を行うこととした（下線岩永）」また、「そ

の他の適切な方法としては、当該授業の終了後すみやかに指導を行うことを前提として、

例えば、電話、ファックス、電子メールを活用することも想定（下線岩永）」44されると

した。これによって、インターネットを利用する大学での授業においては、必ずしも「同

時（同期）双方向」が指導の前提とはならなくなり、教員も学生もある程度自由な時間に

システムにアクセスすることが可能となった。そのことによる教育の自由度の高まりには

著しいものがあったのである。 

 そうした公的立場からの答申、提言等をプッシュ要因とし、先に見たような ICT 分野で

の技術的な条件整備をプル要因として、立ち後れていたわが国の大学の教育指導における

ネット利用への取り組みも、今世紀に入ってから本格化し始めた。たとえば、長岡技術科

学大学では、エル・ネットを利用した「オープンカレッジ」と呼ばれる公開授業を一般に

提供していたが、そこでは、インターネットを通して、印刷教材だけでなく、映像、図版、

音声なども必要に応じ自由に利用できるようになっていた45。また、日本福祉大学では、

授業だけでなく、定期試験までをもインターネットを利用して実施するシステムを 2001

年度から通信教育部に導入し、欧米で広まっているバーチャルな大学教育をわが国にも本

格的に根付かせる試みを開始した。大学院レベルでは、さらにそうした動きが活発化して

いる。たとえば、中央大学では、2001 年に地方公務員を対象とした公共経済学分野の大学

院を発足させたが、インターネットによる授業配信は、その中心に位置付けられている。

また、一橋大学大学院では、MBA コースにシリコンバレーの起業家によるバーチャル授業

を組み入れた。同様のインターネットを利用したメディア授業は、法政大学、日本大学、

早稻田大学、北海道情報大学などでも実行されており、スクーリングだけでなく、レポー

トの出題と提出、添削課題、さらには小テストとその答え合わせなどにも日常的に Web が

利用されている。こうした試みは、過去 10 年ほどの間に全国の高等教育機関で急速に広ま

ってきたものである。 

                                                  
43 平成 13 年文部科学省告示第 51 号（大学設置基準第 25 条第 2 項の規定に基づき、大学が履修させる

ことができる授業等について定める件）より。 
44 平成 19 年文部科学省告示第 114 号より。 
45 エル・ネットは、衛星通信を利用して、教育・文化・スポーツ・科学技術等に関する情報を、約 350
館の図書館を含む全国約 2,000 機関に発信していた文部科学省の事業であったが、衛星通信というデバ

イスの使いにくさもあって、2007 年度をもって終了し、以降はインターネット配信へと移行した。 
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 オンライン授業が従来の対面授業に代替する教育指導と見なされるのは、それが他の遠

隔メディアにない「同期または非同期双方向で一対多」という性格を有しているからであ

る。先に見た大学審答申や文部科学省告示等は、まさにそうしたオンライン授業の利点に

対する 大限の評価の上に、事実を追認する形でやや遅ればせながら吹き始めた追い風と

もいうことができるだろう。 

 一方、欧米諸国では、主にインターネット上の WWW を利用して遠隔地の学習者にコー

スを提供する教育指導形態、すなわち Web-Based Instruction(以下 WBI)がすでに広範に行

われている46。特にアメリカにおいては、世紀の端境期の前後、いわゆるバーチャル大学、

サイバー大学などの高等教育機関が全米に急速に広まっていった。それらはすべて WBI

と考えてよい。WBI の基本形は、Web 上に掲載された教材に学習者個人が直接アクセスし、

その教材の指示に従って学習を進めていくというものである。学習を進めるにあたっては、

随時小問題(クイズ、ドリル)が用意され、学習者はそれにメールで解答する。寄せられた

解答は講師によって、もしくは自動的に採点され、返送される。講師への質問や学習者へ

のレポート課題、試験問題の送付もメールによって行われる。ドゥガーティ（Daugherty, 

Martha）とファンク（Funke, Barbara L.）によれば、WBI は、単に学習における時間的ある

いは空間的な負担を減ずるという効率化の効果だけでなく、印刷教材や教室での講義では

得られない新しく豊富な情報に接することができる、世界的な拡がりを持つ｢学習者のバー

チャル・コミュニティ｣の中で充実した学習を進めることができる、そして、旧来の高等教

育概念を打破し、新しい高等教育概念を打ち立てることができる、といった豊かな可能性

を有する教育指導システムとして、大学教育の中で急速にその重要性を増しているのであ

る47。つまり、今世紀に入って、欧米とりわけアメリカの遠隔高等教育の主流は、大学ネ

ットワークの利用からネットワーク上の大学（ネット大学、Web 大学、オンライン大学）

へと大きく重心を移したのである。ここでは、そうした WBI を利用した大学教育のうち、

パイオニアといえるいくつかの試みについて見ていくことにしよう。 

①個別大学型 

 1990 年代中葉、アメリカには WBI を行う数多くの大学が登場した。それらは大きく二

つのタイプに分けられる。その一つは、伝統的な大学が定評ある既存の授業内容をウェブ

に乗せ、遠隔学習者に提供するものである。ハーバード、コロンビア、MIT といった著名

大学でも、教育指導の一部を WBI で行っていた例は多いが、一つの学位コースの全ての授

業を Web に載せている大学はスタンフォードだけであった。スタンフォード大学では、

                                                  
46 より広い概念として Web-based Training(WBT)が用いられることも多い。内容は同じである。Khan, B. 
H., Web-based Instruction (WBI): What is it and why is it? B.H. Khan (ed.)Web-Based Instruction, (1997) 
pp.5-19 を参照されたい。 
47 Daugherty, Martha and, Barbara L. Funke, University Faculty and Student Perceptions of Web-Based 
Instruction, Journal of Distance Education, vol.13, No.1(1998), pp.22-23 
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1998 年より電気工学専攻の修士課程がオンラインで提供されていた48。学生は基本的に会

員企業の従業員で、その意味ではリカレント教育の性格を有しているが、正規のオンキャ

ンパス学生と全く同格に位置づけられていた。それ以前から、約 70 のコースがテレビ授業

として提供されていたが、その内容を圧縮してファイル化し、Web 上で視聴できるように

することで、放送時間に左右されない非同期的な学習を可能にしたのである。また、セミ

ナー形式の授業をインターネット会議で行ったり、フォーラムを開設したりといった学習

支援システムも整備された。このタイプの教育実践は、すでに高い評価を得ている高度で

専門的なオンキャンパスの授業内容を、同水準でネットの乗せるところに特徴があったが、

母体となる大学がすでに持っている教育資源の分野と水準によって WBI の分野と水準も

決まってしまうという限界があるため、多様な学習目的を持つ生涯学習者への教育機会と

しては一定の限界があるといわざるを得なかった。その意味では、スタンフォード大学の

ような世界的レベルの総合的研究大学だから成功した方法であるともいえるだろう。 

 もう一つのタイプは、新たに設立された、インターネット上だけに存在するネット大学

である。たとえば、ジョーンズ国際大学（Jones International University）は 1995 年に

開講されたネット大学で、キャンパスを全く持たず、コロラド州デンバー市の郊外センチ

ネルにホームページを運営するオフィスだけが設置されていた49。この大学では、学士お

よび修士の授業が 42 コース提供され、世界 30 カ国から約 600 人が常時「通学」していた。

年間経費は授業料と本代などで約 4800 ドルであった。ジョーンズ国際大学は、1999 年 3

月、米北中部大学協会から、ネット大学として初めてのアクレディテーション

（accreditation：公的外部機関による教育の品質認定）を獲得し、いわゆる「正規の」大

学としての社会的認知を受けた。現在では、ジョーンズ国際大学と同様の 100 を超える個

別ネット大学が、全米各地で運営されていると見られている50。しかし、教員を含む教育

資源の水準や専門分野が限られるため、そうした個別のオンライン大学が効率的に学生を

集めることは容易でないのが現実である。ただし、アメリカには、オンラインだけで学位

取得が可能なフルオンライン学習を 1989 年から提供しているフェニックス大学

（University of Phoenix）もある。フェニックス大学は、現在でも 30 万人の学生を擁す

るプロフィット型（for-profit：利益追求型）大学として成功している。フェニックス大学

については、第５章でさらに詳しく見ることにしよう。 

②コンソーシアム型 

                                                  
48 苑復傑「アメリカの高等教育と情報技術」『IDE』No.422 (2000 年 10 月)50～56 頁。苑は、オンライ

ン高等教育には基本的に、対面授業への代替機能、補完機能、拡張機能の三者があり、そのうちスタン

フォード大学の修士課程のような実践は、拡張機能の性格が も強いと指摘している。 
49 1999 年 12 月 6 日付朝日新聞(朝刊)の記事による。記事は、ジョーンズ国際大学に在籍する 27 歳の男

性(専門学校講師)が、修士号を目指して学習している様子を紹介し、ネット大学が従来大学(院)教育に

アプローチできなかった人々にも教育の機会を広く提供していることを指摘している。ジョーンズ国際

大学に関する情報は、HP （http://www.jonesinternational.edu/（2010/5/20）) にもよっている。 
50 ただし、日本のように college や university を名乗ることに法的規制がないため、その中にはいわゆる

正規の大学とはいえないものも多数含まれている。 
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  ネット大学は、WBI を教育指導の中心に据えているため、キャンパスの空間的な立地に

全く拘束されないという特性を持っている。その特性を利用すれば、学習者の要請に応じ

て多様なコースを用意する必要が生じたとしても、それに個別大学だけで対応する必要は

ない。そこで近年、州政府が主導して多様な専門分野を持つ複数の既存大学のコンソーシ

アム(連合体)を結成し、共同で一つの WBI 大学を運営するという形態が多くとられたので

ある。そこには、高等教育機会の拡大という公共の目的と、教育効率の向上を図るという

機関の側の経営的目的との両立という成立の背景を見ることができる。 

 カリフォルニア・バーチャル・キャンパス(California Virtual Campus：以下 CVC)は、

そうしたコンソーシアム型 WBI 大学の代表的なものであった。CVC は 1999 年にカリフォ

ルニア州内の 108 の高等教育機関の連合体(財団)として発足した51。2006 年の段階で、会

員校は 137 校に増え、約 20,000 人の学習者に 5,972 コースを提供していたが、そのうち

の 70％がオンライン・コースであった。学習希望者は、CVC のホームページの加盟高等

教育機関のリストから、希望する機関を選び、そこに登録して提供されているコースを履

修するが、CVC 自体は学位を出さないため、アクレディテーションを必要としなかったの

である。また、授業料も CVC ではなく、各教育機関に帰属することになっていた。 

 同様のオンライン大学連合体に、西部知事協会の運営するウェスタン・ガバナーズ大学

(Western Governors’ University：以下 WGU)がある。1998 年の発足に際しては、西部 18

州とグアムの 49 高等教育機関と企業 16 社がその構成メンバーであった。WGU が CVC に

比して特徴的なのは、自ら学位を出し得たことである。５つの学位プログラムに属する 950

コースが用意されていたが、アクレディテーションを獲得することができなかったため、

学生数は約 200 人と極めて小規模のままであった52。 

③政府主導型 

 一方、アメリカのオンライン大学に先行されていた欧州各国でも、急速に WBI 大学への

関心が高まってきた。その動きの中で も注目されたのは、英国政府が国内全域の大学を

会員に、2 億ポンドを出資して設立することになった e-University(以下 e-U)である。オッ

クス・ブリッジも会員である e-U は、独自のオンライン・コースのソフトを提供して、そ

れを利用して各会員大学が教材を作成する。学位は各大学で発行され、e-U 自らは学位を

出さない。いわば、巨大なブローカー、ファシリテーターとしての機能を果たすと見られ

ていたのである53。2000 年に構想ができあがり、02 年に学生募集を開始した e-U 計画の

                                                  
51 CVC 発足の際の母体となったのは、カリフォルニア・バーチャル大学(California Virtual 
University：CVU)である。CVU は 1998 年に開学したが、授業料収入が CVU に帰属しないことによる

財政的な問題で、7 カ月後に閉鎖された。CVC は CVU メンバーのうちのコミュニティ・カレッジを中心

に、州の時限プロジェクト(5 カ年)として再出発したものである。詳しくは、吉田文｢コンソーシアム型

のバーチャル大学は未知数｣『カレッジマネジメント』No.108(2001)50～55 頁を参照されたい。 
52 吉田、同上。 
53 e-U 計画については、畠中祥｢政府主導で英国流 e-大学計画が動き出す｣『カレッジマネジメント』

No.108(2001)56～60 頁に詳しい。 
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大の特徴は、それが国家的事業として進められている点である。UKOU の存在があまりに

も大きく、WBI に関してはある意味で後発的であったため、イギリスにおける大学ネット

の開拓には政府が積極的に関与せざるを得なかったのである。しかし、その結果として、

e-U は早くも 2004 年にはプロジェクトの中止が決まってしまった。 大の原因は、その人

気のなさであり、１年目に 5,600 名を見込んだ学生がわずか 900 名足らずであったことが

大きかったといわれる。篠原正典は、失敗の根本的な要因として「市場の読みの誤り」「大

学ブランドに対する読みの甘さ」「大規模投資」「民間からの援助資金不足」などをあげて

いる54。ただ、篠原もいうように、e-U の失敗の原因は、プラニングにおける問題にあると

しても、決してｅラーニングそのものの問題に起因するものではないと総括されているの

である。こうした失敗を踏まえ、その後は特にアメリカにおいて、従来型の対面授業を補

完するブレンデッド（またはブレンド型）ｅラーニングとして定着してきている。その影

響下、韓国やオーストラリア、香港といった環太平洋の国々にも同様の形態を広める原動

力となっていったのである55。 

 前段で見たような WBI システムの発展は、Web 上の教育用プラットフォームの開発と

普及を抜きにしては考えることができない。インターネットによる遠隔教育のサービスに

取り組もうとする大学が、個別にそのためのプログラムを組まなければならないとしたら、

そのことが時間的にも、経済的にも非常に大きな障壁となり、広範な普及は考えられない

からである。既存の教育用プラットフォーム・ソフトを利用すれば、遠隔教育コースの立

ち上げと管理、個々の教員のコース作成、教材の提供、試験やドリルの実施、学生個人の

教材へのアクセス、各種の学習支援環境の提供、等々、あらゆるレベルの課題を定型的に

こなしていくことができる。IntelliQuest 社の 2000 年 5 月の調査によれば、アメリカ、カ

ナダの 55％の大学で、何らかのオンライン教育ツールを使用した、または購入した経験が

あったという56。2000 年の時点では、そのうち 50％が WebCT、37％が Blackboard、15％が

TopClass、12％が eClass、そして 10％が LearningSpace であった（複数選択）。上位 2 社に

よる寡占状況にあったことがわかる。ここでは、WebCT について簡単に見ておこう。 

 WebCT は、カナダのブリティッシュコロンビア大学講師のゴールドバーグ（Goldberg, 

Martin W.）が 1995 年から開発し、97 年に営利企業(WebCT 社)として本社をボストンに設

置して事業化したものである。その後、驚異的な成長を遂げ、2005 年には全世界の 1700 
以上の教育機関に導入され、800 万人以上の学生に利用されるほどの e ラーニング

のプラットフォームとなった。WebCT の主な機能は、①教員によるコンテンツモジュ

                                                  
54 篠原正典「学習者等の視点に立った適切な eLearning の在り方に関する調査研究報告書」長岡技術科

学大学、メディア教育開発センター（2007.3）30 頁。 
55 http://fd.code.ouj.ac.jp/tips/qanda/q121.html/（2013/11/05）、放送大学･大学教員のための ICT 活

用「e ラーニング」より。 
56 梶田将司｢WebCT の現状と高等教育用情報基盤の今後｣『メディア教育・情報教育の高度化の研究』名

古屋大学メディア教育センター(2001 年 3 月)、1～10 頁。以下、WebCT に関する情報は、同論文および

WebCT 社のホームページ(http://www.webct.com/hp/（2002/5/10）)による。 
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ールを使った講義ノート(つまり講義内容テキスト)の作成、②学生管理データベース、③

進度別の教材提示、④掲示板、メール、⑤チャット、⑥自動採点可能な小問題の出題、⑦

課題レポートの出題と回収、⑧成績の管理と通知、⑨コースカレンダーとスケジュール表、

などである。WebCT 自体はホームページから無料でダウンロードできるが、作成したコン

テンツを学生に閲覧する段階で、学生数に応じたライセンス料が課金される。ただし、そ

の料金は、学生数無制限でも年間 5,000 ドルと極めて廉価に設定されていた。そうした利

便性と廉価性によって、広く全世界の高等教育機関においてｅラーニングに利用される要

因となったが、2006 年にはシェアを逆転された先述の Blackboard 社に買収され、WebCT

社は消滅することとなった。現在も日本を含む 81 ヶ国の 2,600 強の大学等で Blackboard 

Learning System として利用され続け、WebCT の名称も継続して用いられている57。 

 時間的、空間的な制約の大きい生涯学習者の多くは、従来型の大学教育に馴染まない学

習環境と学習条件を負っている。これまで見てきたように、ICT を利用した遠隔高等教育

は、そうした制約がきわめて小さいことで、とりわけ生涯学習の需要者に有利な教育指導

システムであるということができる。それは、一般に WBI が、学習上の時間的・空間的・

社会的制約と不平等の解消、学習コストの軽減、授業に利用できる情報の量の増大と拡が

り、ICT 関連技術の社会的普及へのインパクト、などのメリットを有していると考えられ

ているからである。しかし、学習上不可欠の手段となるコンピュータ所有に関しては、社

会階層的な不平等が指摘されているし58、学習コストも、先の CVC や WGU の例からもわ

かるように、機関の側から見た場合には対面型の伝統的授業形態と比べて必ずしも無条件

に有利というわけではない。 

 一方、生涯学習に用いられる WBI に対しては、｢缶詰を開けて食べさせる｣といった知識

の詰め込みは学問的に見て意味があるとはいえない、基本的に代替授業であって学習効果

は対面授業に劣る、人間的接触による社会化効果を期待できない、学習者を個人的に特定

できず達成評価が困難である、等々の問題点も指摘されている59。その中で、学習効果に

関しては、各種の授業評価調査で、ICT を利用した遠隔教育は従来型の教育に比べて劣っ

ていないか場合によっては勝ってさえいる、という結果も示されているが、その反面、そ

うした調査には方法的に問題があり、ICT を用いた遠隔学習が必ずしも対面型の学習機会

同等または有利だとはいえない、といった批判も示されている。その点に関しては、十数

                                                  
57 http://www.blackboard.jp/markets/higher-education/（2014/02/27）より。日本語版 WebCT は、株

式会社エミットジャパンが商品化している。なお、エミットジャパン社（http://www.emit-japan.com/）
は名古屋大学発のベンチャー企業である。 
58 Gladieux, Lawrence E. and Swail, Watson S., The Virtual University and Educational Opportunity: Panacea or 
False Hope? Higher Education Management Vol. 11, No. 2, OECD, (1999) pp.43-54. 
59 WBI の有効性に関しては、さまざまな議論が展開されてきた。Spooner, Fred, et al., Student Ratings of 
Instruction in Distance Learrning and On-Campus Classes, The Journal of Educational Research Vol.92 No.3, 
(1999), pp.132-140、Merisotis, Jamie P. and Phipps, Ronald A., What's the Difference?, Change, May/June 
(1999), pp.13-17、前出 Gladieux and Swail(1999)、あるいは吉田文｢対面教育と比較されるオンライン教育

の評価｣『カレッジマネジメント』No.110(2001)58～62 頁などを参照。 
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年前の 1998 年という時点ではあるものの、種々のメディアの中で CD-ROM が も評価の

高いメディアであったという調査結果もある60。授業の枠組みはオンラインで提供し、繰

り返し参照する膨大な量の資料やプログラムソフトが必要な場合は CD-ROM で、といった

併用も有効な方法であるという考え方である。また、人間的接触の不足に関しても、高等

教育段階での教授者と学習者との直接的接触は初等・中等段階ほど重要ではないという見

解がある一方で、高等教育段階であっても、パソコン上のやりとりではどうしても伝達し

にくいメッセージがあるという指摘もある。学生をバーチャルな環境に過剰適応させ、対

人コミュニケーションの機会を減じてしまう危険性もないとはいえない。また、成人学習

者の多くは、学習効果を高めることよりも対人コミュニケーションの機会を増やすことに

関心がある、という傾向も見逃せない。 

 しかし、そうした問題点は指摘されているものの、やはり ICT を利用した WBI が生涯

学習の分野で非常に大きな可能性を持った教育指導手段であることは否定しようがない。

もちろん、高等教育システムをより多様で多彩なものにすることで、これまで高等教育を

必要としながら種々の制約から断念してきた学習希望者に学習機会を提供する効果も高

い。のみならず、遠隔教育テクノロジー研究の権威であるハーバード大学のディード（Dede, 

Chris）が、すでに WBI の黎明期に指摘したように、WBI には、「第一に、従来の学習者

層とは異なるより多くの需用者に対して十分な教育を提供できるよう、教育する側の教育

力を高める効果、そして第二にこれまで伝えることができなかった様式の教育的メッセー

ジの提供を可能にする効果、を有している。それを有効に利用することで、われわれは遠

隔授業だけでなく従来型の対面授業をも変えていくことができる」61といった、高等教育

全体に関わる重要な機能もあるのである。 

 

第８節 まとめ 

 

 本章では、高等教育機関の生涯学習への取り組みの一つの有力な手段としての遠隔教育

について、原理的、実証的な両側面から、その内容と実態を検討した。 

（１）遠隔高等教育とは、対面授業に依らず、何らかの遠隔媒体を教授手段として用いる

高等教育の総称であり「教授者と学習者とが互いに遠く離れた状況の下で教育の大半が行

われるフォーマルな教育的アプローチ」である。 

（２）その具体的な定義には、技術的なメディアの利用や双方向コミュニケーションの保

証、といった条件が含まれる。 

                                                  
60 Perdue, Kathy J. and Valentine, Thomas, Beliefs of Certified Public Accountants toward Distance Education: 
A Statewide Georgia Survey, The American Journal of Distance Education Vol.12 No.3, (1998) pp.34-35. それ

に続く 2 位はビデオカセット、3 位はテキスト、 下位はオーディオカセットであった。ちなみに、ま

だこの段階でのインターネットの利用は 7 項目中 6 位であった。 
61 Dede, Chris. 'The Evolution of Distance Education: Emerging Technologies and Distributed Learning', The 
American Journal of Distance Education Vol.10(2), (1996) pp.5-6. 
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（３）世界の遠隔高等教育の歴史は、明確で正式なものだけをたどっても 100 年以上に及

ぶ。 

（４）主に利用される教育メディアという観点から大まかに見ると、これまでの遠隔高等

教育の歴史は、①郵便の世代、②放送の世代、③インターネットの世代の三世代に分ける

ことができる。 

（５）遠隔高等教育の制度的展開は、常に利用するメディアの歴史と表裏一体をなしてき

たが、そのことは学問知のあり方とメディアとの関係においても言えることである。 

（６）現代社会が情報化社会と呼ばれるようになって久しい。これまでの情報化は大きく

三次に分けられるが、その全てにメディアのあり方が関わっている。その意味で情報化社

会はメディア社会でもある。 

（７）現下のメディア状況を代表するのは、もちろんインターネットである。その普及率

は、日本でも今世紀になって急速に伸張している。年齢的な偏りはあるものの、高齢者に

あってもその利用率、普及率は高まっている。 

（８）インターネット利用に関わる所得格差といった社会的不平等も次第に小さなものと

なり、むしろ伝統的な高等教育機会にアクセスする上での社会的不公平を克服する契機と

もなっている。 

（９）オンライン授業は、これまで従来型の高等教育を受けられなかった層への新たなア

プローチの方策であると同時に、従来型の高等教育の授業形態やそのカリキュラムなどを

変革していく機能をも有している。 
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第４章 メディア利用の遠隔高等教育－放送大学を事例として－ 
 

第１節 遠隔高等教育機関としての放送大学 

 

現在、世界には数万の遠隔教育手段を持つ高等教育機関が存在する。一般の大学であ

っても、その多くが通学制ではない通信教育セクションやエクステンション部門を持っ

ているからである。しかし、そのうち遠隔高等教育に特化して設立され運営されている

大学は、現在おそらく 30～40 校前後であろうと思われる1。これらはほとんど、1972

年の UKOU 開学以降に創設された、多少とも UKOU をモデルとした大学群である。ラ

ンブル(Rumble, Greville)らは、1980 年代初期の時点で、これらの大学群を、その利用

するメディア等で整理・分類している2。それによれば、どの公開大学も、①印刷教材を

中心とした自習用教材、②面接授業、電話指導などの同時双方向性を持つ指導、③テレ

ビ、ラジオによる講義、④ビデオ、オーディオ・テープなどの随時映像・音声メディア、

の 4 つの要素のいずれかを、形状はどうあれ備えているとされる。そしてそのそれぞれ

の要素への重心の置き方によって、各大学は、①印刷教材中心の教育機関、②通信手段

を用いた対面指導中心の教育機関、③放送中心の教育機関、④ビデオ・テープ、オーデ

ィオ・テープなどの利用が中心の教育機関に分類されている3。しかし、ランブルらが想

定していなかったようなインターネットを中心とする ICT の教育への利用が急速に進

展した現在、④の各デバイスはオフライン（off-line）系による教育機関と捉え直され、

それに対して⑤インターネット利用を中心に据えたオンラインコースによる教育機関が、

より重要な遠隔高等教育の一部分としてクローズアップされるに至っている。その新し

い動向は第５章で詳細に取り上げることとするが、後段で述べるように、従来③のタイ

プの代表的な教育機関と見なされてきた放送大学も、そうした⑤の要素の採用に積極的

な姿勢を見せ始めていることには注意してよいだろう。 

 日本の放送大学では、面接授業を除くほとんどすべての講義を、毎日早朝（午前 6 時）

から深夜（午前 0 時）までの 18 時間にわたり、大学の運営母体である放送大学学園が

保有する専用の放送局を通じて提供している。そのことは、世界各地の公開大学の大半

が、講義の一部のみに放送を利用したり、あるいは全く放送を利用していなかったりす

ることとの比較において、放送大学の第一の大きな特徴となっている。各国の公開大学

の基本モデルとなった UKOU では、開学当初、国営放送である BBC 放送を通じてのテ

レビによる教育は全体の 5%に抑えられていた（ラジオを加えても 10%であった）。それ

                                                  
1 世界の公開大学についての詳細は第５章で見ていく。  
2 Rumble, Greville and Keith Harry eds., The Distance Teaching Universities, Croom Helm 
(1982) p.214. 
3 Ibid, また、富崎哲「世界の放送大学に見る放送と教育」、『放送研究と調査』(1986 年 3 月)、28-30
頁も参照。  
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以外の教材は、印刷教材は 65%、面接授業とチュータリングが 15%、実験、試験等が

10%であった4。その後、2006 年 12 月になって、UKOU は放送授業を一切放棄し、授

業のかなりの部分をオンライン講義と DVD や CD-ROM 等のオフライン媒体に移行して

いる5。教育手段としての放送の放棄という UKOU における決定の影響は世界の各公開

大学に及んだが、日本の放送大学はその後も基本的に③のシステムを採り続けている。

その点で、世界の公開大学の中でもユニークな存在であるといえる。もっとも、その放

送大学にあっても、正規の大学卒業資格取得学生種である全科履修生の卒業には、放送

以外にも、面接授業（20 単位以上）と印刷教材による学習（2 単位の放送授業のうちの

1 単位分）、そして 8 単位を選択制の卒業研究(卒論指導)で履修することが要件となって

いるため、正確には、③を基本としそれに①と②の要素を補助的に付加したメディアミ

ックスの教育機関としてデザインされているというべきであろう。 

 日本の放送大学の第二の特徴は、特定の専門的職業資格(教員資格を含む)との結び付

きの薄い、一般教養中心のカリキュラムを提供する成人教育機関としての性格を色濃く

持っているということである。放送大学は、後段で見るように、社会人や家庭婦人への

大学教育機会の提供というミッション（教育的使命）を設立の趣旨・目的の第一に掲げ、

成人教育機関としての性格を強く打ち出している。実際、世界各地の遠隔高等教育に関

わる人々の、日本の放送大学に対する主たる関心の多くは、放送メディア等の形態上の

特徴に向けられるのではなく、すでに高水準の高等教育進学率を達成し、また専門的職

業資格につながる通信制大学教育も定着している日本で、こうした一般教養中心の成人

教育機関がどのように受け入れられるか、という社会的側面により多く向けられていた

のである6。 

  しかし一方で、同じ設立の趣旨・目的の第二番目に、今後の高等学校卒業者に対する

大学進学機会の保障ということも謳われており、単なる生涯学習機会、成人教育機関と

いうにとどまらない、より多様な教育機関としての側面も期待されている。そのような

教育とその対象となる学生の多様性が、放送大学の第三の特徴であるといえる。このこ

とは、例えば UKOU の設立を勅許した 1969 年の Royal Charter が、放送等の手段によ

る大学教育あるいは専門的職業教育にふさわしい水準の教育の発展と普及を設立の中心

に据えていたことと比べ、きわめて対照的であるといえる7。こうした放送大学のミッシ

ョンの多様性（もしくは二重性）こそが、実際に入学してきた学生層とカリキュラムの

多様性、そして求められる遠隔教育メディアの多様性を根底で規定していると考えられ

るのである。 

  本章では、そのような性格を持った遠隔高等教育機関である放送大学が、どのような

                                                  
4 ウォルター・ペリー／西本三十二訳『オープン・ユニバーシティ』（1977）58 頁。  
5 Richards, Huw, “Goodbye to kipper ties and sideburns”, Times Higher Education, (2006/12/15). 
6 CERI, OECD, Adult in Higher Education, OECD (1987) p.66. 
7 Open University, An Introduction to the Open University, UKOU (1981) pp.3-4. 
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意図と経緯で創設され、いかなる機能を期待され、どのように教育活動を行い、それが

どう評価されているのか、そして放送大学が依拠する放送という遠隔教育メディアがど

のような課題を持っているのか、といった諸点について実証的に検討していく。 

 

第２節 放送大学の開学とその経緯 

 

 放送大学の開学は、文部省の放送大学準備調査会による大学設立に関する報告書の提

出（1970 年）という計画の事実上の出発から実に 13 年目の 1983 年のことであった。

放送を用いた公開大学の嚆矢である UKOU の場合、開学直前に UKOU を立案した労働

党から保守党へと政権が交代したにもかかわらず、6 年間（1963 年～69 年）で開学に

こぎ着けたのと比べ、発案から開学までに二倍以上の準備期間を要したことになる。し

かも UKOU が当初から国内の全地域の学生を受け入れていたのに対し、わが国の放送

大学の場合は開学後 15 年間にわたり、首都圏を中心とした一地域に開かれているのみ

であったことを考え合わせれば、彼我の差の持つ意味はさらに大きいといわざるをえな

い。UKOU のみならず、その他の国々の多くの公開大学を見ても、日本の放送大学ほど

の準備期間を要した例はない。 

 放送大学が開講までに UKOU に倍する準備期間を要した背景には、いくつかの重要

な要因を指摘しうる。それは第一に、立案時の両国の高等教育需給をめぐる社会的状況

の差異、第二に、そうした社会状況から帰結する、利害諸集団、諸組織の意思統一の困

難さの差異、そして第三に、放送大学立案時の大学をめぐる政治状況の差異である。 

 まず、第一の高等教育需給をめぐる社会的状況の差異について見てみよう。イギリス

の UKOU が、いまだ野にあった労働党党首ウィルソン(Wilson, Harold)によって公約と

して発案されたのは、彼の党が政権を握る直前の 1963 年のことであった（グラスゴー

演説）。翌 1964 年に政権の座につくと、労働党政府は直ちにその実現に向けての審議を

始めたが、そのころイギリスにおける高等教育機関在学率は、ポリテクニク等の非ユニ

バーシティ・タイプの高等教育機関を含めても、10.7%(18～22 歳コーホート)に過ぎな

かった8。  

 一方、日本の放送大学が発案されたのは、1970 年前後のことであったが、その当時の

日本における高等教育機関在学率の指標は、正規の四年制大学だけでもすでに 16.2%、

短大を含めれば 25%前後に達していたのである9。つまり、UKOU 立案当時のイギリス

の高等教育需要は全体に低水準で、新たな高等教育需要を開拓する余地を多分に持って

いたと思われるのに対し、放送大学立案時の日本ではそうした余地が十分になかった、

と考えられるのである。 

                                                  
8 OECD, CERI, Towards Mass Higher Education, OECD (1974) p.24. 
9 Ibid. 
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 高等教育需要に関しては、さらに制度的な差異も重要である。イギリスをはじめ多く

の国々で、初等段階の教員資格が中等教育レベル、もしくは短期の中等後教育レベルで

与えられるのに対し、日本では教員の多くがすでに四年制大学卒業資格を有しているこ

と、兵役がないことなどの事情があり、それらが等質で安定的かつ量的にもまとまった

高等教育需要者層を得る上で不利に働いたことは間違いのないところである。 

 そうした社会的背景の差異は、要因の第二にあげた利害諸集団の統合に影響を与えず

にはおかなかった。つまりイギリスでは、低位の大学進学率を背景に、伝統的な大学教

育のより広汎な普及ということを統一目標として諸勢力を糾合することが比較的容易で

あったのに対し、わが国では、すでにマス段階に入った高等教育システムの内部にさら

に新しい機関を創設することへの社会的意味付け、既存の伝統的大学や通信制大学、民

間の文化・教育機関、あるいは放送による市民向け高等教育講座を提供している放送局

等々、放送大学と顧客をめぐって競合する可能性のある既存の多様な高等教育諸機関と

の間の調整、といった難問が山積していたのである。事実、放送大学の設置に関わる法

律である「放送大学学園法」が国会で審議されている間、そうした競合団体からかけら

れた圧力は非常に大きいものがあり、そういった軋礫が大学の成立を遅らせた重大な要

因のひとつとなっていたことは否定できない10。 

 それらのうち最も多くの時間が割かれたもののひとつに、NHK との関係の調整があ

った。国庫補助にも広告収入にも頼らず、唯一の有料放送局として独自の歴史を持つ

NHK が、競合する領域での新たな（視聴だけであれば）無料の「国営放送局」ができ

ることに異議を唱えたのは、ある意味では当然の成行きといってよいだろう。加えて

NHK が当初（1969 年から 70 年にかけて)、政府による放送大学の構想と並行して「NHK

放送市民大学」を独自に企画し、新たな周波数帯の割当てを希望していたことも、事態

を一層複雑にしていた11。 

 イギリスの UKOU も、“University of the Air”、つまり「放送の大学」と名付けられ

ていた立案の初期の段階では、未使用周波数帯であった第 4 チャンネルをフルに利用し、

放送を主とした大学として企画されていた。しかし主に財政上の理由から、既存の国営

BBC 第 2 チャンネルの、一般番組のない早朝（休日のみ午前中）に、25 分単位の放送

教材を組み込むことになった12。それによって、放送による大学教育を含意していた当

初の名称は破棄され、放送の比率を大幅に低下させた公開（open）大学として出発した

のであるが、むしろそうした妥協が BBC との問の障害を取り払い、UKOU の発足を容

易にする一因となったことは否めない事実である。 

 一方、日本の放送大学の場合は、15 万人強の学生を擁していた私立大学通信教育協会

                                                  
10 放送大学学園『基礎資料集』（1988）20-33 頁に法案成立までの論争点がまとめてある。  
11 放送大学学園『基礎資料集』（1988）23～24 頁。  
12 ペリー、前掲書、35-37 頁。なお、UKOU の BBC による放送の実態については、菊池城司「公開

大学（Open University）の教材」『IDE』No,227、 (1982 年 1 月)、26～31 頁を参照。  
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との調整にも多くの時間と労苦が費やされた13。調整にあたっては種々の妥協や提案が

行なわれたが、それらのうち最も重要と思われるのは、放送大学に専門的資格とりわけ

教員資格につながるコースを提供できない、という制約を課したことであろう。それに

より放送大学の教養指向型の教育機関としての性格がはっきりと決められたといっても、

決して過言ではない。このことが、後で見るような放送大学生の属性、動機、意識等を、

基本的に規定する遠因となってきたと考えられるのである。 

 第３の政治的背景の差異については、両国の大学立案時の政治状況を見ておく必要が

あろう。イギリスの場合、1950 年代から 60 年代にかけては、保守党と労働党の二大政

党が頷頑し、その両党がいずれも自らの選挙母体にアッピールするような企画を競って

出し合った時期であった。その時期に野党労働党の党首であったウィルソンのグラスゴ

ー演説で、放送による公開大学の発案がなされたのである。労働党の選挙母体は労働者

層とインテリゲンチアであったが、そうした層に好意的に受容される企画として、労働

党政権下での UKOU の具体化が比較的円滑に進んだのである。さらに好都合であった

のは、実は保守党政権の下でもほぼ同じ時期に、大学というより大学予備門的な“College 

of the Air”の構想が検討されており14、それがその後 UKOU の開講直前に再び保守党が

政権に返り咲いた時点で、UKOU を受容する下地になったことである。 

 それに対して、日本の放送大学の起案時であった 1960 年代後半は、自民党の長期安

定政権がようやく軌道に乗り始めた時期であった。そうした政治情勢のもとでは、選挙

民である大衆にアッピールするような政策を案出するよりも、種々の社会システムに対

するコントロールを強化する方が重要な課題とされた。教育の分野では、当時全国のキ

ャンパスを舞台としてわき起こった大学紛争と、それに対する「大学の運営に関する臨

時措置法」の制定が象徴的なできごとであった。自民党政権は、紛争の広がりに危機感

を抱き、紛争のない新しいタイプの大学の創設を模索していたのである。 

 そうした中で 1969 年 7 月、自民党は「モデル大学懇談会」（のちに「新構想大学懇談

会」と改称）を発足させ、早くもその 1 か月後には大綱がまとめられた。その中には、

東京教育大学の筑波大学への改組をはじめ放送大学の構想も盛り込まれており、それが

実質的な出発点となって、放送大学構想も実現へ向け急展開を見たのである15。そうし

た動きの根底に「キャンパスがなければストも封鎖も起こるまい」という素朴な発想が

あったことは間違いのないところである16。「モデル大学懇談会」の、つまり自民党の当

                                                  
13 放送大学学園『基礎資料集』（1988）30～32 頁を参照。 
14 ペリー、前掲書、27 頁。  
15 放送大学学園『基礎資料集』（1988）51 頁。  
16 放送大学構想の直接の出発点となったのは、自民党主流派にあって大学立法推進の中心にいた橋本

登美三郎の「放送大学に関する私見」(1969 年 10 月)であった。放送大学の構想が、まず大学統制派

の私見から始まったことは、それ以後の放送大学構想の具体化過程を見る上で忘れてはならない重要

な要素である。(山崎政人『自民党と教育政策―教育委員任命制から臨教審まで―』岩波書店（1986）
90 頁参照。) 
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初の発想は、大学統制の一環として、新規高卒者を中心とした従来の高等教育需要者層

を紛争のない大学へと導くというものであり、そこでは生涯教育あるいは生涯学習の概

念はまだそれほど重要視されていなかったといってよい。 

 生涯教育の概念が、はっきりと放送大学設立にあたっての大きな柱になったのは、

1981 年の放送大学学園法制定の前後であった。参議院文教委員会での法案に対する附帯

決議に、初めて明確な「生涯学習機会の拡充」という概念が登場している17。これは、

一つには生涯教育という考え方の大きな世界的潮流に乗ったという背景による。事実、

ちょうど同じ時期に、中教審も生涯教育に関する答申を提出している。しかし、より重

要なのは、長い準備期間に行なわれた実質的な検討を通じて、わが国のような教育需要

の構造を持つ社会ではターゲットの中心に成人層を据えざるをえないということが次第

に明確になってきたことであろう。つまりわが国の放送大学は、その発足以前の諸状況

から、既存の伝統的な大学同様の新規高卒者へのアカデミックな高等教育コースの提供

と、成人学習者への一般教養的なコースの提供という、ある意味では相矛盾する機能を

併有する教育機関となることを運命づけられていた、といっても決して過言ではない。

そうした創立以前の意味付けが、放送大学の性格の曖昧さに、そして後で見るように、

そこに集まる学生の意識の多様性にもつながっている、といえるのである。 

 上述のように、現実の問題として成人学習者をターゲットの中心に据えなければなら

ず、しかも既存の成人教育機関にも配慮せざるをえず、さらに新構想大学としての機能

をも期待されたわが国の放送大学では、開学に当たっての教育目標も、自ずとそうした

背景を反映したものとならざるをえなかった。さきに見たイギリスの UKOU の場合と

は、状況が大きく異なっていたのである。そうした状況の差異は、両大学の公式に表明

されたミッションの差異となってあらわれている。まず UKOU の設立を勅許した 1969

年の Royal Charter を見よう18。それによれば、UKOU 設立の目的は、第一に放送等の

手段を用いた高等教育の発展と普及、第二に大学教育、専門的職業教育にふさわしい水

準の教育の提供、第三に社会教育活動への寄与、といった三点にまとめられている。こ

れを見てすぐに気付くのは、伝統的大学と教授システムは大きく異なっていても、内容

的には同等の専門的教育、あるいは高水準の大学教育を提供することが明瞭に謳われて

いるということである。 

 一方、放送大学の設立の目的は、次のようにまとめられている19。 

（１）生涯教育機関として、広く社会人や家庭婦人に大学教育の機会を提供すること。 

（２）新しい高等教育システムとして、今後の高等学校卒業者に対し、柔軟かつ流動的

な大学進学の機会を保障すること。 

                                                  
17 放送大学学園『基礎資料集』（1990）20 頁参照。  
18 Open University, ibid, pp.3-4. 
19 放送大学学園『放送大学学園要覧』(1988)、4 頁。  
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（３）広く大学関係者の協力を結集する教育機関として、既存の大学との連携協力を深

め、最新の研究成果と教育技術を活用した新時代の大学教育を行なうとともに、他大学

との交流を深め、単位互換の推進、放送教材活用の普及等により、わが国大学教育の改

善に資すること。 

  その上で、それらの目的のために放送等を効果的に利用することが謳われている。

UKOU の設立目的に比べて生涯教育機関としての位置付けが強調され、大学教育の専門

教育としての側面が明示されていない点で特徴的であるといえよう。これほどまでに明

瞭に成人教育・生涯教育への傾斜を謳った趣旨を掲げている大学は、放送大学以前に設

立された各国の公開・放送大学の中で、他にほとんど例がない。とりわけ、高等教育全

体の状況が、量的にも質的にもわが国とは大きく異なるアジア諸国の場合は、専門的知

識技能の教育・訓練（特に教員養成）という伝統的な大学と同様の戦略目標が、設立の

目的の根幹に据えられていることがほとんどであった20。 

 以上のような検討をもとにわが国の放送大学のミッションをまとめると、「生涯教育・

高等教養教育・既存高等教育システムの改善・遠隔多媒体教育」ということになり、先

に見てきたような立案時の利害の錯綜した状況をよく反映した構成になっていることが

わかる。こうした、十分に調整されつくしたとはいえない多元的な社会的位置付けこそ

が、放送大学の現在の教育システムとカリキュラムを決定し、放送大学生の集団特性と

意識を根底で規定し、さらに教授方法のあり方までも左右する最大の要因になっている

と考えられるのである。 

 

第３節 学生層の量的推移 

 

 放送大学は、2013 年 4 月をもって開学 30 周年を迎えた。終戦からまだ間もない 1949

年に産声を上げた新制大学の多くが、その 30 年後の 1979 年前後にはすでに大規模大学

となり、高い社会的地位と評価を得ていたことを想起すれば、30 年間が決して短い期間

ではないことに改めて思い至る。発足時に電波到達範囲であった南関東エリアと群馬、

甲府、諏訪だけを対象地域としていた放送大学も、この間、「全国化（1990～1998 年）」、

「CS 化（1998 年）」、「大学院修士課程設置（2001 年）」、「インターネット配信の

開始（2010 年）」、「BS デジタル化（2011 年）」といった変革を経てその規模を拡大

し、またサービス内容を多様なものとしてきた。1985 年の開講時に 17,038 人であった

学生数も、2013 年 1 学期までに総計 86,718 人（内訳は学部 81,146 人、大学院 5,572

人、集中科目履修生等は除く）に増加している（ただし、学部と院に重複して在籍する

学生が存在するため、総計は延べ数であり実人数ではない）。もっとも、在学生の量的

                                                  
20 放送大学・放送教育開発センター『AAOU 研究集会報告書』放送教育開発センター(1987)。  
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拡大は、あとで見るように 2003 年がピークであり、その後は 2009 年まで毎年減少傾向

にあった。2010 年からは反転して漸増傾向が見られたが、変動の幅はきわめて小さい。

こうした学生数の増減には、後述するような複合的な構造的背景と要因がある。ともあ

れ、規模の面では 8 万人以上の学生を擁する、世界有数の遠隔高等教育機関に成長して

きたことは疑いようのない事実である。 

  その放送大学は、開学以来今日に至るまで、三項からなる基本ミッションを掲げてき

ているが、その初項には「生涯学習機関として、広く社会人等に大学教育の機会を提供

すること」とある。そのことからもわかるように、放送大学は何よりもまず「社会人」

に対する大学教育開放のためのシステムであって、また、社会的にも広くそのように認

知されてきたのである。ここでは、そのようなミッションを社会的に与えられた放送大

学のあり方の推移と現状を、在学者数や入学者数、単位取得状況、卒業状況など、定量

的、構造的な側面から見ていくことにしよう。まず在学生数の推移である（図４－１）。 

 

 
図４－１ 在学生数の推移（学部・大学院） 

資料出所：放送大学学園「経営に関するデータ集」2012 年 12 月より。  

 

在学生(大学院生を含む、以下特に断らない限り同じ)の量的推移を全体的に見ると、

2003 年までは一貫して増加傾向にあったことがわかる。しかし、その増加率は一様では

なく、大きく見ると、｢増加率の増加｣という現象がこれまでに 3 回にわたって生じてい

る。その第 1 回目は 90 年度から 96 年度にかけての比較的長い期間、第 2 回目は 99 年

度と 2000 年度、そして第 3 回目は 2001 年度と 02 年度である。もし全社会的な変動の

影響でないとするならば、そうした増加率上昇の背景に大学自体の制度上の変化とその

影響があったと考えるのが自然である。まず第 1 回目の増加は、全国展開を目指して、
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それまで南関東に限定されていた対象地域が拡大していった時期にあたる。つまり学習

センターが順次各道府県に設置されていく時期である。第 2 回目の増加期には、CS デ

ジタル放送による全国放送の開始(98 年 1 月)と、それにともなう全国の学習センターで

の全科履修生の受け入れ開始が、そして第 3 回の増加期には、大学院修士課程の開設が

それぞれ対応している。つまり、放送大学はサービスの拡大を目指す制度上の改変を行

うたびに、それらをスプリングボードとして学生数を増やしてきたといってよいのであ

る。 

 一方、続く 2003 年から 10 年までの 7 年間は、一転して漸減傾向を示している。在学

生の減少の要因はいくつかあると思われる。①全国化が一段落して地域拡大による入学

者の増加が望めなくなり、入学すべき対象者のプールが小さくなってきたこと、②長引

く不況の影響で可処分所得が減少し、不要不急の支出が抑えられたこと、③既存大学が

通信部門を拡充し、社会人学生獲得に力を入れたこと、④通信に特化した新大学が相次

いで開校したこと、⑤放送大学の教育システムが硬直化してきたこと、⑥教員専修免許

の特例期間が終了し、教員が過半であった大学院の修士選科生・科目生が減少したこと、

などが原因と思われる。しかし、その長引く減少傾向が問題視され、学生募集と入学手

続き支援を目的としたコールセンターを設置するなどして入学者確保の方策を講じたこ

とにより、2009 年度以降、在学生数は微増に転じている。 

 そうした方策が奏効する背景には、放送大学が自由に学習機会の選択をする社会人を

教育の対象としているという事情がある。その社会人には、同時にまたきわめて広範で

曖昧なイメージがついて回る。社会人への大学教育の開放を第１のミッションとしてい

る放送大学は、したがって、宿命的にその広範さと曖昧さを受容し、かつそれへの対応

を前提とした教育システムを構築しなければならなかったといえる。つまり、放送大学

は、社会人としての学生の属性変化やその学習特性の変容に常にセンシティブでなけれ

ばならなかったのである。実際に十分な感応性があったか否かは別として、放送大学で

は頻繁に学生データのとりまとめと検討、あるいは学生を対象とした実態調査を行って

きた。その結果の一部から、放送大学の社会人学生のあらましを簡単に俯瞰しよう。ま

ず、学部在学生の属性という側面での変化について見る。 
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図４－２ 在学者の性別比率 

資料出所：放送大学学園『放送大学学園要覧』各年度版による。 

 

 性別を見ると、当初男性の方がやや多かったものの、20 年ほど前を境に男女比は逆転

し、それ以降、女性の比率がかなり高くなっていることがわかる。それにはいくつかの

要因が考えられるが、①短大卒編入者（大半が女性）の増加、②女性が学習することへ

の社会的抵抗感の減少、③特に看護師の再教育や准看護師教育への参入などがあげられ

る。今後大きな教育システムの転換がない限り、こうした性別構成のトレンドに変化は

ないものと思われる。 

 次に年齢構成を見よう。図４－３にあるように、開学以来、ほぼ一貫して 40 代と 60

代の層が増加している。50 代と 20 代は一時急増したものの現在は減少傾向にある。こ

れは、おそらく、団塊の世代（ベビーブーマー）とその子世代（第二次ベビーブーマー）

の年齢と大きくかかわっていると思われる。つまり、ベビーブーマーとその子世代がい

る年齢層と時期の組み合わさった部分に在学生のピークが来るということである。事実、

60 代の学生を見ると、50 代の学生が急増した 1998～2000 年度から 10 年後の 2008～

2010 年度に急にその数を増していることがわかる。ここに団塊の世代が来ているという

ことである。 

平均年齢で見ると現在は約 47 歳と、過去 20 年余で 9 歳程度高齢化しているが、その

背景には、①人口の多いコーホートの高齢化、②再入学者の増加（近年は入学者の約半

数が再入学）、そして③若年層を対象とする他の遠隔教育機会の増加、等々といった要

因があるものと思われる。このトレンドに関しても、放送大学の教育システムに大きな

変化がない限り、今後変化するとは考えにくい。 
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図４－３ 在学生の年齢階層別推移 

資料出所：放送大学学園「経営に関するデータ集」2012 年 12 月より。  

 
 図４－４に示したのは、入学時の最終学歴分布とその推移である。発足当初、約３分

の２を占めていた高校・旧制中学卒の比率は、1990 年代以降急速に減少し、小・中・高

小を含めても 41.8％と、まだ最多の層ではあるものの、かつてほどの高比率ではなくな

っていることがわかる。それに代わってまず増加したのは、編入学者がその大半である

短大・高専等、そしてそれが一段落して後に増加に転じたのが大学等である。再入学者

の増加と相まって、確実に高学歴化していることが見て取れる。 
 

 
図４－４ 在校生数の学歴別推移 

資料出所：放送大学学園「経営に関するデータ集」2012 年 12 月より。 
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図４－５ 科目登録者数と平均登録単位数（学部生のみ・各年度１学期） 
資料出所：放送大学「学務に関するデータ集」2012 年 12 月より。  

 

当該年度 1 学期に 1 科目でも登録した学生数を縦棒グラフで示したのが図４－５であ

る。毎年 5 万人強が科目登録をしているが、その量的なピークは、2001 年前後であっ

たことがわかる。それからは 2009 年まで減少を続けていたが、2010 年以降は再び増加

に転じている。折れ線は 1 人あたりの登録単位数(登録延べ単位数／登録実人数)を算出

したものである。これを見ると、2000 年～2008 年の間は概ね 8 単位前後を保っていた

ものの、ここ数年間は漸減傾向にあることがわかる。 

 
図４－６ 卒業（修了）者数の推移 

資料出所：放送大学学園「経営に関するデータ集」2012 年 12 月より。  
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ーに所属しながら無理をして卒業を果たした層の地元での再入学につながったこ

とは十分に考えられる。  

 

図４－８ 再入学者数と再入学率（全科履修生）  

資料出所：放送大学学園「経営に関するデータ集」2012 年 12 月より。 

 

第４節 放送大学生の実像一学生調査結果から一 

 

前節では、放送大学の学生集団を量的に捉え、そこから放送大学の教育機関と

しての意味を考察したが、本節では、実際に放送大学の学習に参加している学生に対

する詳細な実態と意識に関する調査の結果から、成人学習者としての放送大学生の実像

と学習状況、メディア適応等を知ることによって、学生の視点から見た遠隔高等教育機

関としての放送大学の意味と意義を探ろうと思う。まず、2012 年度に全学規模で実施さ

れた学生実態調査の概要を見る。 

 

（１）「放送大学学生実態調査 2012」の概要 

 2012 年度に放送大学が実施した在校生と卒業生を対象とする調査票調査の概要は以下の
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32％と 15％というように、逆の偏りが認められる。全年齢階層を統合した全体の数値的傾

向を見る場合には、その点に十分配慮する必要がある。 

 以下、特にインターネットの利用に関する項目に注目して実態調査の結果を見ていこ

う。 

 

（２）属性間の諸関連  

 まず、放送大学生の基礎的な把握のため、調査への彼らの回答から在学年数を

職業別に見よう。在学年数の最も長いのが「定年等退職者」である。 

図４－９ 職業別在学年数  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

図４－９を見ると、７割強が３年以上の在学と回答していることがわかる。「専業主婦」

がそれに続き、６割強が３年以上の在学である。他方、「看護師等」「他学生等」の在学  

年数は最も短い。資格取得、単位取得が主目的であるケースが多いためであると思われ

る。 

図４－１０ 所属コース別最終出身校  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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 コース別に入学時の学歴を見ると、「自然と環境」で「大卒以上」が半数以上に

上っていることがわかる（図４－１０）。「生活と福祉」で「短大・専門」が多い

のは、看護師等の所属によるものと考えられる。  

 

（３）入学動機・目的因子の抽出 

 まず、入学の目的と動機を尋ねた２つの問の各項目を、項目間の関連性に注目

してまとめ、そこから新たに集約的な因子の抽出を試みた（因子分析）。その結果、

以下の４因子が抽出された（表４－１）。 

第１因子：「幅広く学ぶ」「充実した生活」「時間の有効活用」等により構成･･･「教養指

向」と呼ぶ。 

第２因子：「正規の大学教育だから」「大卒資格得たい」「学費手頃」等により構成 

･･･「大卒指向」と呼ぶ。 

第３因子：「BS 放送で受講できる」「地上デジタルで受講できる」「インターネットで視

聴できる」等により構成･･･「受講利便性指向」と呼ぶ。 

第４因子：「よりよい仕事に就く」「公的資格を得る」「仕事に役立つ」等により構成･･･

「職業・資格指向」と呼ぶ。 

 その上で、各々の因子に関わる因子得点を回答者ごとに算出し、その値を平均得点化

して、各入学目的・動機因子の平均得点を属性集団ごとに見ていくことにする。 
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表４－１ 動機・目的項目の因子分析結果(回転後の成分行列 ) 

 成分  

 1 2 3 4 

じっくりと学びたかった  .740 .116 .047 -.056

幅広い分野の科目を学習したかった  .688 .015 .077 -.083

放大で学ぶことで、充実した生活を送れるようにし

たかった  
.683 .043 .101 -.026

時間を有効に活用したかった  .680 .130 .081 .091

いままでの生活に変化をつけたかった  .652 .058 .060 .125

体系的なカリキュラムで学識を深めたかった  .624 .251 .080 .063

それまでの不勉強を取り戻したかった  .589 .184 .045 .189

数多くの面接授業を受講したかった  .573 .143 .047 -.017

他のカルチャースクール等に満足できなかったか

ら  
.399 -.074 .064 -.011

正規の大学教育が受けられるから  .160 .779 .022 .120

大学の卒業資格を取得したかった  -.005 .680 -.031 .287

学費が手頃だから  .187 .630 .128 .062

入学試験がないから  .073 .531 .029 -.017

自宅で勉強できるから  .122 .430 .304 -.034

放送大学の広告（新聞広告・ﾃﾚﾋﾞ広告・ﾎﾟｽﾀｰ 等）

を見て  
.235 .235 .200 -.201

ＢＳ放送で視聴できるから  .121 .010 .794 .009

地上デジタル放送やＦＭ放送で視聴できるから  .123 .051 .721 .017

インターネットで視聴できるから  .031 .118 .614 .215

ＣＳ放送やＣＡＴＶで視聴できるから  .085 .062 .575 .045

よりよい職業に就くためのステップとしたかった -.031 .197 .061 .813

公的資格などの取得に生かしたかった  .020 .206 .132 .728

現在の仕事や活動に役立てたかった  .071 .128 .096 .670

上司・先生・家族・友人等に勧められたから  .056 -.170 -.007 .349

＊ 因子抽出法 :主成分分析／回転法 :Kaiser の正規化を伴うﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法。  
＊＊ ５回の反復で回転が収束した。  
＊＊＊ 太字の数値は当該因子の負荷量の大きい項目の値、そのうち下線を引いた数値は、動機・目

的因子を構成するために選んだ各３項目の値。  
資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

  

 そのような処置を施した上で、各入学動機・目的因子の平均得点を学生種別に見た。

それを示したのが図４－１１である。 
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図４－１１ 学生種別･調査票別入学動機因子の平均得点（評点 1.0～5.0 の平均値）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 全体として教養指向が最も強いことがわかるが、対象群別に見ると、卒業生、

全科履修生で大卒指向、ついで教養指向が強く、科目履修生、選科履修生では受

講利便性指向が比較的強くなっていることがわかる。  

 

 

図４－１２ 性別・入学動機・目的因子の強さ（評点 1.0～5.0 の平均値）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 各因子の強さを性別に見ると、女性の方が大卒指向と職業・資格指向で男性を

大きく上回っていることがわかる。それ以外の因子に大きな違いは見られない。

女性のグループに看護師等が多く入っていること、また男性のグループに退職者

が多く含まれることなどが要因として考えられる。  
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図４－１３ 年齢階層別・入学動機・目的因子の強さ（評点 1.0～5.0 の平均値）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 各動機・目的因子を年齢階層別に見たのが図４－１３である。教養指向の度合

いは 60 歳以上の年齢層で最も高く、30～40 代で最も低い。逆に大卒指向の度合

いは 30～40 代が最も高い。職業・資格指向性そして受講利便性指向も 30～40 代

が高い。社会的な立場や置かれた環境と強くリンクした結果であろう。その傾向

とは別に、20 代グループで教養指向も大卒指向もともに高いことには注目すべき

である。特に、大卒指向については、このグループに若年層が多く属するパート

タイマー・アルバイト等が多く含まれていることによるのではないかと思われる。 

 

（４）大学への期待と諸変数の関係 

 ここからは、特段の断りがない限り、質問の細部に各調査の間のずれがあるた

め、もっぱら全科履修生のサンプルに関して見ていくことにする。調査では、入

学時における放送大学の教育への期待を項目別に尋ねた。そこから、項目ごとの

期待度の高さに応じて順位をつけ、年齢階層別にまとめたものが表４－２である。 

 

表４－２ 入学時の放送大学への期待（年齢階層別項目順位）  

  ～29 歳 30～39 歳  40～49 歳 50～59 歳 60～69 歳 70 歳～ 

1 位  教養  教養  教養  教養  教養  教養  

2 位  ネット利用  放送授業 講師陣 講師陣 講師陣 講師陣 

3 位  講師陣 印刷教材 放送授業 放送授業 放送授業 放送授業 

4 位  放送授業 講師陣 SC 利用 SC 利用 面接授業 面接授業 

5 位  印刷教材 ネット利用  印刷教材 印刷教材 印刷教材 SC 利用 
※SC：学習センター 
資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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 すべての年齢階層で教養を身に付けることが最も期待されていることがわかる

が、それ以外の項目では年齢階層ごとに特徴が見られる。まず、29 歳以下の若年

層では、ネットを利用した学習への期待（ゴチック）が上位（２位）に入ってお

り、他の年齢階層とは大きく異なっている。この傾向は、30～39 歳の階層でも見

られる。一方、40～59 歳の壮年層では、ＳＣ利用への期待（網かけ）も高い。学

習の場としてのＳＣの多様な利用がこの年齢層では特に期待されているというこ

とであろう。そして、60～69 歳、あるいは 70 歳以上の高齢層では、面接授業（下

波線）への期待が上位に入ってくる。こうした期待のあり方には、それぞれのラ

イフコースにおける社会的役割や地位が大きく作用しているものと思われる。  

 一方、同じ項目の順位結果を職業別に見るとどうだろう。項目ごとの入学時の

期待度の高さに応じた順位を年齢階層別にまとめたものが表４－３である。これ

を見ると、年齢階層別の場合と同様に、教養を身に付けるという項目に最も期待

が寄せられていることがわかるが、それ以外の項目では職業ごとに特徴が見られ

る。まず、ＳＣ利用への期待（網かけ）については、自営業・農業等で６位以下

になっており、この職業層がＳＣ利用にあまり期待していない状況が見て取れる。

また、講師陣への期待（ゴチック）は全般に上位にあるが、看護師等に関しては

５位と低いことがわかる。一方、面接授業への期待（下波線）は全般に低いもの

の、自営業・農業等と無職層、そして専業主婦層では比較的期待が高いことが見

て取れる。職業別に見た場合には、年齢階層別の若年者のようなネット利用への

期待は明確にはならなかった。こうした期待のあり方には、それぞれの職業にお

ける時間的制約の程度や人間関係の持ち方の違いが大きく作用しているものと思

われる。  

 

表４－３ 入学時の放送大学への期待（職業別項目順位）  

  
教員・公務

員・会社員  

自営業・農

業等  看護師等  専業主婦  定年退職  無職  

他大学生

等  

1 位  教養  教養  教養  教養  教養  教養  教養  

2 位  講師陣  放送授業  SC 利用  講師陣  講師陣  講師陣  講師陣  

3 位  放送授業  講師陣  放送授業  放送授業  SC 利用  放送授業  SC 利用  

4 位  印刷教材  面接授業  印刷教材  SC 利用  放送授業  面接授業  印刷教材

5 位  SC 利用  印刷教材  講師陣  面接授業  印刷教材  SC 利用  放送授業

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

  
次いで、受講利便性指向と各期待項目との相関係数を見よう。図４－１４はそれを示した

ものである。 
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図４－１４ 受講利便性指向と入学時のさまざまな期待との相関係数（ピアソン） 
資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 これを見ると、まず何よりも「ネット利用の学習」という期待項目との相関の

突出した強さが目に付く。その 0.46 という値は、動機・目的因子と各期待をめぐ

る一連の相関値の中でも最も高い値となっている。学習上の利便性が動機・目的

となっていることからすれば当然の結果であるともいえるだろう。つまり、「社会

人が学びやすいから放送大学を選択した」という層にとって、インターネットを

学習等に利用できることは、最も大きなアドバンテージになり得るということで

ある。それに対して、他の項目の相関値は一様に低い。特に、「雰囲気」や「友人」、

「ＳＣでのサークル活動」等の課外活動的で周辺的な項目が最も低い相関値を示

している。ただし、すべての項目が１％水準では有意であった。  

 職業・資格指向性と各期待項目との相関はどうだろう（図４－１５）。図を見る

と、放送授業や印刷教材といった教育の内容よりも、「質問や学習相談」そして「ネット利用」

といった学習支援、学習方法に関する項目で比較的高い相関値であることがわかる。職業上

の必要や資格取得といった動機・目的を持っている場合は、知識の獲得や単位取得をより効

率的に行っていくことに強い関心があるのだということが窺える。こうした結果から、職業･

資格指向性の強い学生は、インターネットの有効利用や質疑応答等での双方向性の利便性の

高さに大きな期待を抱き、それ以外の要素に関してはそれほどの期待を寄せていないという

ことが見て取れるのである。なお、「友人」と「ＳＣでのサークル活動」に関しては、１％水

準では有意な相関を見いだせなかった。 
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図４－１５ 職業・資格指向と入学時のさまざまな期待との相関係数（ピアソン） 
資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 以上の図４－１４および図４－１５で見た入学時の期待項目に関しては、その期待の達

成評価という後出の質問項目の結果を見る際にも対比的に取り上げることとする。 

 

（５）学習過程のあり方と諸属性との関係 

 次に、プロセス変数として、学習の状況に関する変数と属性との関わりについて見ていこ

うと思う。はじめに、日々の学習をどこで行っているかという点について見る。 

 

 

図４－１６ 年齢階層別・学習によく利用する場所（多肢選択） ※「自宅」を除く。 （％）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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ループごとの差異が明確でないため、図４－１６および次の図４－１７ではそれを除いた結

果を示してある。図４－１６を見ると、公立図書館などでは20代、学習センターでは60代～

70代、通勤途中の車内では40代が、それぞれ相対的に多くなっていることがわかる。60代以

上の年齢層で、学習センター利用が急に多くなる、つまり、学習センターが60代以上の学生

に最も適合した施設設備になっていることには、特に注目してよいだろう。 

 

 

図４－１７ 職業別・学習によく利用する場所    ※「自宅」を除く。     （％）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 同じ学習の場所について、職業別に見てみよう（図４－１７）。定年等退職者における学習

センターの利用頻度の高さが先の年齢階層の場合と強く関わっていることは容易に想像が付

く。無職の層に公立図書館などが多いのは、この層に20代あるいはそれより若い学生が多く

含まれていることと関わりがある。他方、通勤先や通勤途中の車内は、当然のことながら教

員・公務員・会社員、そして看護師で高くなっている。こうしたことから、放送大学の学生

が自分の置かれた環境や職業上の制約、社会的立場から来るさまざまな条件に適応しつつ、

工夫をしながら学習を継続している姿が想定できるのである。 

 次に、学習時間について見ていく。図４－１８は、年齢階層別に平日と休日の学習時間

（授業科目視聴時間を除く）を、平均分数で表したものである。（なお、回答は一定時間枠の

カテゴリーで得られているため、そのままでは平均時間の算定はできない。ここでは、その

カテゴリーごとの中央値を用いて、近似的に平均を出してある。） 

 

12.4 

7.6 

11.7 

0.0 

0.4 

0.0 

2.8 

15.1 

5.2 

8.0 

1.1 

1.8 

1.8 

5.7 

21.8 

21.4 

16.1 

21.1 

34.2 

26.9 

22.0 

10.0 

12.4 

12.2 

10.3 

11.4 

13.5 

11.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

教員・公務員・会社員等

自営業・農林水産事業等従事者

看護師等

専業主婦（夫）

定年等退職者

無職

その他(他大学・専門学校等に在

籍する学生を含む)

勤務先

通勤途中の車内

放送大学の学習

センター

公立図書館など



- 113 - 
 

 

図４－１８ 年齢別学習時間                  （単位：分）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 これを見ると、29 歳までの層が、平日と休日を合わせて最も長時間学習してい

ることがわかる。それに対して、30 代～50 代の勤労年齢層では、平日、休日とも

に若年層ほどの学習時間を確保できず、さらに平日の学習時間がかなり短いとい

う状況が見て取れる。それに対して、60 代～70 代以上の高齢層では、平日の学習

時間と休日の学習時間との間にあまり差がない。50 代では平日と休日の差が約 42

分に達するのに対し、70 代ではわずか 7 分弱である。就労との関係で、30 代～50

代の勤労年齢層ほど、休日にまとめて学習、という傾向が強いことが見て取れる

のである。  

 

 

図４－１９ 年齢別放送授業視聴時間              （単位：分）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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 それでは、授業科目の視聴時間についてはどうだろう。図４－１９を見ると、

平日に最も長時間視聴しているのが 70 代であり、ほぼ年齢が下がるにつれてそれ

が短くなっていること（ただし、29 歳以下の層には無職者が多く含まれているた

め、やや逆進する）、それに対し、休日には 50 代、40 代の視聴時間が長くなるこ

と、などがわかる。特に、50 代の休日の視聴時間は平日の２倍以上となっており、

この層が、収録したものの視聴やオンライン授業の利用、あるいは学習センター

での視聴設備の利用などの学習を休日に活発に行っていることが窺い知れる。  

 

 

図４－２０ 職業別学習時間                  （単位：分）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 職業別の学習時間（授業科目視聴時間を除く）はどうだろう。図４－２０で特徴的

なのは、まず教員・公務員・会社員等の勤め人層の傾向である。この層は、平日

の学習時間が看護師等に次いで非常に短くなっているが、他方、休日の学習時間

は全職業種の中で最も長くなっている。看護師等は、その学習時間を平日、休日

ともに２割ほど減じた結果となっている。パートタイマー・アルバイト等に関し
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して得られるのである。  

 

 

図４－２１ 職業別放送授業視聴時間              （単位：分）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 同様に、視聴時間についても職業別の平均時間を見よう（図４－２１）。視聴時

間でも学習時間の場合と同様、勤務者とそれ以外の層との間に大きな傾向の差異

があった。すなわち、平日の視聴時間が短く休日が長い勤務者型（教員・公務員・

会社員、看護師等、パートタイマー・アルバイト等）と、平日と休日との間にほ

とんど差のない非勤務者型（無職、定年等退職、専業主婦、他学生）である。そ

の差異は、学習時間の場合より大きいと見ることができる。とりわけ、平日にお

ける看護師等の層での視聴時間と定年退職者、無職層との差異は著しい。こうし

た結果から、勤労社会人を重要なターゲットの 1 つとする場合、やはり柔軟性の

あるオンデマンド型のデバイスが最も適合するであろうことがわかるのである。  

 続いて、現在実施されている範囲での授業受講等の学習へのインターネット利

用について、その実態を見ることにしよう  

 
図４－２２ 年齢別インターネットでの放送大学利用者         （％） 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

26.6 

41.1 

22.1 

48.1 
37.3 

53.9 

52.3 
32.4 

73.7 

58.6 

55.5 

33.9 
67.6 

56.0 

49.9 
44.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

教員・公務員・会社員等

自営業・農林水産事業等従事者

看護師等

専業主婦（夫）

パートタイマー・アルバイト等

定年等退職者

無職

その他(他大学・専門学校等に

在籍する学生を含む)

平日の放送授業

視聴時間（分）

休日の放送授業

視聴時間（分）

8.8
24.2

19.8
25.8

14.2
7.2

0 5 10 15 20 25 30

70歳～

60～69歳
50～59歳
40～49歳
30～39歳

～29歳



- 116 - 
 

 図４－２２に示されているように、インターネットを用いて放送大学の学習を

進めている度合いの最も高いのは、意外にも 40 代ついで 60 代で、20 代の利用度

は 70 代以上の 8.8％よりもさらに低く、最低の 7.2％である。オンラインの授業視

聴や通信指導の解答、諸手続き、大学からの各種情報の取得等々、インターネッ

トを最も利用しているのは 40 代～60 代の中高年層であることがわかる。  

 

図４－２３ 職業別インターネットでの放送大学利用者       （％）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。 

 

 そのことを職業別に見たのが図４－２３である。放送大学に関してインターネ

ットを利用する頻度を職業別に見ると、教員・公務員・会社員等が飛び抜けて多

く、他学生と無職ではほとんど利用されていないことがわかる。この二つの職業

層は年齢で見ると 20 代の層にほぼあてはまることから、先の年齢階層別の若年層

の結果と職業別の他学生層と無職層の結果とはほぼ重なっているものと見ること

もできよう。一方、定年等退職者の層は、教員・公務員・会社員等に次いで高い

パーセンテージを示している。この点も、先の 60 代との重なりが想定できるので

ある。  

 

（６）評価指標と諸変数の関係 

 次に、放送大学の教育システムに対する満足感と属性に代表されるインプット

変数との関わりについて見る。  

 図４－２４に見るように、確かに年齢と全体的満足感の間には正の相関関係が

あるようである。ただし、それは定率的な直線的関係ではなく、30 代～60 代はほ

ぼ同程度の満足感で一定しているのに対し、20 代以下では大幅に低く、70 代以上

になると急激に高まる、という変則的なものである。  
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図４－２４ 年齢階層別・放送大学に対する全体的満足感  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 
※平均値の差の検定を行った結果、p<0.01 水準で有意。 

図４－２５ インターネットでの放送大学利用状況別・全体的満足感  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 また、放送大学での学習にインターネットを利用しているか否かでグループ分

けした全体的満足感尺度の平均比較に関しても、利用している学生の方が満足感

は有意に高いという結果がでた（図４－２５）。この結果だけから、「インターネ

ットの利用」が独立変数となって「高い満足感」という従属変数を導いたとまで

はいえないことはいうまでもない。ただ、因果の図式は置くとしても、インター

ネットと高い満足感の間に一定の相関があることだけは確実な事実であると言っ

てよいだろう。  

 

（７）評価指標と動機・目的因子の関係 
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成評価指標を入学動機・目的因子との関わりで見ていこうと思う。まず、各動機・
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調査票問 19（巻末付録参照）の放送大学に対する全体的な満足感と、入学動機・

目的の各指向性との間の相関係数を図示したものである。これを見ると、教養指

向と全体的満足感の相関が最も高いことがわかる。  
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図４－２６ 入学動機・目的因子と全体的満足感の相関係数（ピアソン）  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 大卒指向がそれに次いでいるが、この二つの関係だけは１％水準で有意であっ

た。一方、受講利便性指向と職業・資格指向と全体的満足感の間には、１％だけ

でなく、５％水準の有意な相関も見いだせなかった。このことから、教養をつけ

ることを目的として入学してきた層ほど全体的満足感が強く、職業的技能や資格

の獲得を目指して入学した層は全体的に満足感が薄いという関係が見て取れる。

興味を引かれる結果である。  

次に、全科履修生調査の問 12 で見た大学に期待する各項目について、実際に学

んでみての達成度合いの評価（問 18）と各入学動機・目的指向性との関係である。  

 

 

図４－２７ 教養指向とさまざまな期待達成との相関係数（ピアソン） 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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 図４－２７は教養指向に関して、各達成項目との相関をとったものである。こ

れを見ると、やはり教養が身につくことに対しての達成感が最も高い相関を示し

ていることがわかる。教育内容に関わる教員（講師陣）、放送授業、印刷教材など

も比較的高い。しかし、付帯的事項、周辺的事項に関しては、達成感と動機との

相関は必ずしも高くない。通信指導、単位認定試験の達成感がそれほど高くない

のも特徴的である。この動機・目的で入学してきた学生は試験そのものをそれほ

ど評価していないということなのかもしれない。また、ネット利用に関しては、

５％水準で有意な関係は認められなかった（「共に学ぶ友人」についても同じ “0.07”

であるが、小数点以下第３位の四捨五入した数字の関係でわずかに有意と判定さ

れている）。教養指向の学生にとって、放送大学での学習環境に関わるさまざまな

付帯的、周辺的事柄は、必ずしも満足の行く達成水準ではなかったことが窺える

数字である。  

同じことを大卒指向に関して見たのが図４－２８である。  

 

 
図４－２８ 大卒指向とさまざまな期待達成との相関係数（ピアソン） 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。 

 

 これを見ると、教養指向の場合よりも全体として相関が低い（つまり、指向性が強ければ

達成感も高いという関係が薄い）ことがわかる。「教養」に関しては相対的に高いが、注目す

べきは、前図では低かった通信指導、単位認定試験の値が高いことである。当然のことであ
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然のことであるが、共に学ぶ友人やサークル活動との相関はほとんどなく、そうした最も付

帯的、周辺的な（と意識されがちな）事柄は関心の外に置かれているという状況が窺い知れ

るのである。 

続いて、受講利便性指向と各達成項目との相関を見た。図４－２９はその結果を示

している。この図で非常にはっきりしているのは、全体に相関が低い中、ネット

利用の達成感だけは群を抜いて高くなっていることである。やはり、遠隔高等教

育としてのネット利用の便利さに期待をした度合いが高いほど、ネット利用に対

する評価も高いということであり、間違いなく首肯しうる結果であると言うこと

ができよう。それにしても、それ以外の項目への達成評価との相関は低く、14項

目中、６項目で有意な関連性なしという結果となっている。  

 

 

 

 

 

 
図４－２９ 受講便利性指向とさまざまな期待達成との相関係数（ピアソン） 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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資図４－３０ 職業・資格指向とさまざまな期待達成との相関係数（ピアソン） 
料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 動機・目的因子と期待達成感との相関分析の最後に、職業・資格指向を見よう。図４－３０

はその結果を示したものである。これを見ると、明らかにこれまでの動機・目的因子の場合

とは異なる傾向が見て取れる。負の関係、つまり職業・資格指向性が強いほど達成評価が低

い、という関係が表出しているのである。特に「学習センターでのサークル活動」に関して

は、１％水準で有意な負の関係が示されており、職業・資格指向性が強いほどサークル活動

を評価しない、という結果になっている。もちろん自分の達成を評価するという趣旨である

ため、これだけをもって「無関心」という結論には至らないものの、ほかの項目に正の数値

が多い中で、この結果は非常に特徴的であると言える。 

なお、それ以外の項目でも動機・目的因子と達成評価との相関は低く、実に14項

目中、 10項目で有意な関連性なしという結果となった。これは、４つの動機・目

的因子中最多である。一方で、それほど高い数値ではないが、「ネット利用」「サ

ポートセンター」「質問や相談」などは一定の有意な正の相関を示しており、職業

や資格取得に有用だと考えられる事柄については、ある程度積極的に評価してい

ることが見て取れる。このように、相関分析の結果、入学の動機・目的因子と達

成評価の間には明確かつ特徴的な関連があることがわかった。  

（８）期待達成感と諸変数の関係 

 次に、全科履修生に対する調査票の問12で尋ねた「放送大学への期待」の各項目と、その

達成を聞いた問18の各項目との比較を試みた。すなわち、「達成された」という回答の尺度か
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ら「期待して入った」とした回答の尺度を減じた単純な差（-4.00～4.00）を、属性等ごとに

比較して見たのである。そのうち、変数間に有意な関連性が見られたものを中心に抜粋して

見た。 

 図４－３１は、ネット利用に関する期待達成感を年齢階層別に見たものである。これは前

図までになくほぼ直線的な漸増傾向を見せている。つまり、高齢であるほど、期待達成感も

高いという関係である。ネット利用そのものへの一般的な期待が、高齢者ほど低かったこと

がその要因と思われる。ただ、達成感を持っている、ということも事実であって、高齢者は

ネット学習に不向きであるという言説は最早有効ではないという証左にもなろう。 

 

 
図４－３１ 年齢階層別・ネット利用に対する期待達成感（入学時の期待と達成度合いの差） 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 

 

図４－３２ 職業別・ネット利用に対する期待達成感（入学時の期待と達成度合いの差） 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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 図４－３２は、ネット利用に関する達成感を職業別に示している。期待達成度

が高いのは、専業主婦、定年等退職者、無職などの層であるが、その三者では当

初の期待がそれほど大きくなかったのに対し、実際には使う機会があって新鮮な

感覚が加味された、という側面は否定できない。それに対して看護師等、他学生

等の場合にそうした新味を感じなかったであろうことは容易に想像しうる。  

 

 

図４－３３ 職業別・ネット利用に対する入学時の期待 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 しかし、図４－３３を見るとわかるように、初期の期待値は低かったにしろ、「専業主

婦」「定年退職者」そして「無職」といったカテゴリーの人々が、数年間の放送大学での学習

経験の結果、インターネット利用の学習に期待を超えるものを強く感じ、可能性を見いだし

たことは確かである。往々にして「コンピュータリテラシー弱者」と見なされ、そうしたデ

バイスを利用する機会からは最も遠いと考えられがちであったそれらのカテゴリーに属する

人々が、実は潜在的なネット親和層であったということも十分に考えられる結果である。 

 

 

図４－３４ 入学時学歴別・ネット利用に対する期待達成感(入学時の期待と達成度合の差） 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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 ネット利用に関する期待達成感を入学時学歴別に見た結果も、非常に注目すべ

きものであった（図４－３４）。新制中学等が突出して高い値を示したのである。

その背景には、図４－３５に見るように、先の職業層別と同様に当初の期待値の

差があったと思われるが、その差以上に新制中学等の達成感が高いのは、やはり

この層でネット利用の利便性が高く評価されていることの表れと見ることができ

よう。すなわち、ネットへの親和性を学歴で判断することは危険だということで

ある。もちろん、定年退職者や無職層とのカテゴリーとしての重なりが大きいこ

とは考慮しなければならないものの、非常に注目すべき結果といえよう。  

 

 
図４－３５ 入学時学歴別・ネット利用に対する入学時の期待 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 それとは逆に、ネットを利用した放送授業の視聴や通信指導の提出ができるこ

とに関しては、在学年数が長いほど期待達成感が高まるという傾向が見られた。

これに関しては、長期間在学して学習を続けることによって達成感が高まるのか、

達成感の高い（つまり満足感の高い）学生が長期間在学するようになるのか、あ

るいはまた別の関わりがあるのか、一概に結論づけることは困難である（図４－

３６）。  

 

 

図４－３６ 在学年数別・ネット利用に対する期待達成感（入学時の期待と達成度合いの差） 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。 
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図４－３７は、ネット利用の期待達成感に関して、動機・目的因子ごとに見た

ものである。ネット利用という点に関しては、やはり受講利便性指向高得点群が

最も高い評価を下している。やや数値は下がるものの、大卒指向もそれに次ぐ期

待達成感を示している。それらに対して、教養指向性と職業･資格指向性の高いグ

ループは、期待達成感がきわめて低い。このことから、学習を楽しむ層、学習成

果を職業に活かそうと考える層にとってネット利用はそれほど有効とは考えられ

ず、逆に、効果的に大卒資格を得たい層にとっては有効感があると見ることは可

能だろう。  

 

 
図４－３７ 動機・目的因子高得点群（上位1/4）ごとに見たネット利用の期待達成感 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 

図４－３８ 学習へのインターネット利用の有無で見た放送大学での学習の効果 

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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たものである。インターネットを利用しているほど「仕事や活動に役立った」「専

門的な知識が増えた」「学ぶことが楽しくなった」と答えているのに対し、「新聞

を読むようになった」だけはその関係が逆転している。インターネット利用と活

字での情報獲得とが、ある程度相互排他的になっている可能性も考えられる。つ

まり、活字に親しんでいる層ほどインターネットに対する親和性が低く、逆にイ

ンターネットの利用度が増すほど新聞から距離を置くようになる、という見方で

ある。それ以外の項目は全て強弱の別はあれ正の相関関係を示している中でのイ

ンターネットと新聞との関係であり、注目すべきであろうと考える。  

 

（９）自由記述に見るインターネットとの関わり 

 ところで、学生実態調査 2012 には、当然のことながら、用意された選択肢を選

ぶだけではなく、放送大学の教育に関する評価や意見を自らの言葉で記述する自

由記述部分も用意した。その中で、「当初は放送大学に期待していなかったが満足

した点」としてあげられた教育デバイスや学習支援に関する部分のエッセンスを

抜き出し、同様の回答ごとに集計してその頻度を度数（実回答数）で示したもの

が図４－３９である。  

これを見ると、面接授業に関する評価の高いことがまず目に付く。面接授業へ

の評価は毎回の学生調査で高い結果が出るものであり、成人学習者とりわけ高齢

の学習者が放送を離れた人間的ふれ合いに期待し、また高く評価していることを

よく示した結果である。注目すべきは、その次に大きい度数を示している「イン

ターネットで視聴が可能だったこと」という内容である。ほぼ面接授業に匹敵す

る数の回答者が、この項目について高い評価を記述しているのである。その数は、

「放送授業の内容」や「教育の質」といった、放送大学の本来のファクターをは

るかに凌駕するほどである。選択式の問以外でもこのような回答が記述されるこ

とには、非常に大きな意味を感じざるを得ない。  
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図４－３９ 「当初は放送大学に期待していなかったが満足した点」  

         （自由記述：延べ回答数 609）在校生全学生種  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  

 

 また、前図とは逆に、放送大学に対する注文として記述されたのが図４－４０

にその一部をまとめた改善への希望である。前図同様に記述の頻度を図に表した

ものである。  

 
図４－４０ 「放送大学で学習を継続するために改善して欲しい点」  

（自由記述：延べ回答数 766）在校生全学生種  

資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
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あるいは「授業の質」というところに記述が集まっていることがわかる。「時間の

余裕」や「学費の低廉化」に対する希望も少なくない。しかし、それらと並んで、
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「インターネット利用の拡大」への期待も大きいことが読み取れるのである。  

 

（１０）「授業評価 2012」に見るメディア評価とネット利用への期待  

 放送大学では、学生実態調査とは別に、毎年新たに制作される約 60 の科目につ

いて、それを最初の年度に受講した学生に対する授業評価のための 12 項目からな

るアンケートを実施している。その結果の報告書から、メディアに関する部分と

ネット利用に関する部分を一部抜き出して示したものが図４－４１と図４－４２

である。なお、授業評価に関わる調査票と基礎クロス表は巻末に付してある（付 2-1～2-2）。 

 

 

図４－４１ メディア別全体評価：肯定的（学部）          （％）  

資料出所：放送大学「授業評価 2012―2012 年度新規開設科目―」 p.24 

 

 
図４－４２ メディア別全体評価：肯定的（大学院）          （％）  

資料出所：放送大学「授業評価 2012―2012 年度新規開設科目―」 p.80         

 

 図４－４１は、学部科目についてメディア（テレビ・ラジオ）別の評価を尋ね

たものである。2010 年からの３年間の推移も見ているが、これまで例外なくテレ

ビ科目の方の評価が高かった評価結果が、2012 年になって逆転してしまったこと
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がわかる。つまり、ラジオ科目の方が平均して評価が高かったということである。

これが学部だけの結果であれば、2012 年度に開講した科目の内容の良し悪しの偶

発的な偏りと見なしてしまうことも不可能ではない。つまり、この年度だけラジ

オ科目に好評な科目が集まった、ということである。しかし、同様の結果が大学

院でも見られた（図４－４２）ということからすると、そこにはやはり共通した

大きな背景があると見なさざるを得ない。  

実は、ラジオ科目の評価が上がって、テレビ科目の評価が下がった背景には、

ラジオ科目のインターネット配信の進展という要素があると考えられるのである。

ラジオ科目は放送スケジュールに縛られていると、不自由な上に興味も持てない

ということで低い評価が下されることが多かったのである。しかし、2010 年度か

ら開始され、ようやく 2012 年度に全科目が対象となったラジオ科目のインターネ

ット配信により、ラジオ科目は、放送スケジュールに拘束されるテレビ科目より

もむしろ利便性の高いオンデマンドの授業となった。そのことの影響は決して小

さなものではないと考えられるのである。  

その傍証として、やはり同じ「授業評価 2012」における自由記述結果を見ると、

評価する点として、「（ラジオ科目だったが）インターネットで受講できた」、「イ

ンターネット受講が便利だった」といった回答が複数寄せられていたり、また改

善を要する点として、「インターネットで受講する科目を増やす」ことや「双方向

に質疑応答の機会が欲しい」といった希望が複数寄せられていたりするのである。

教材に付属する CD-ROM の評価も高く、学生による授業評価からは、時間的制約

からの解放や、オンデマンド性の保証を求め、逆にテレビだけ、ラジオだけとい

う固定した単層性のメディアに対して不満を感じているという非常に大きな傾向

を読み取ることができるのである。  

 

第５節 まとめ  

 

 本章における放送大学を事例としたメディア利用の遠隔高等教育に関する検討と考察

の結果、次のような知見を得ることができた。 

（１）放送大学は、テレビ、ラジオによる講義を中心とする遠隔高等教育機関として、

1985 年 4 月に開講し、現在でもその教育システムを大きな変更なしに継続している。

世界的に見ても、現在こうしたシステムを採用している遠隔高等教育機関はほかにない。 

（２）放送大学は、特定の専門的職業資格(教員資格を含む)との結び付きの薄い、一般

教養中心のカリキュラムを提供する成人教育機関としての性格を色濃く持っている。そ

の意味で、一般教養中心の成人教育機関であるということができる。 

（３）他方、臨教審以降の新自由主義的教育政策のネットワーク機関として、今後の高
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等学校卒業者に対する大学進学機会の保証も謳われており、より多様な教育機関として

の側面も期待されている。そのような教育と学生の多様性も放送大学の特徴である。 

（４）放送大学は、他に類を見ない長期の準備期間を要した。その背景には、利害諸集

団、諸組織の意志統一の困難さ、および立案時の大学をめぐる政治状況があった。 

（５）放送大学の起案時であった 1960 年代後半は、自民党の長期安定政権がようやく

軌道に乗り始めた時期であり、社会システムに対するコントロールを強化することが重

要な課題とされた。教育の分野では大学紛争が起こったが、自民党政権は、紛争の広が

りに危機感を抱き、紛争のない新しいタイプの大学の創設を模索していた。 

（６）そのような背景のもと、次のようなミッションで放送大学は開学した。 

①生涯教育機関として、広く社会人や家庭婦人に大学教育の機会を提供すること。 

②高等学校卒業者に対し、柔軟かつ流動的な大学進学機会を保証すること。 

③広く大学関係者の協力を結集する教育機関として、既存の大学と連携し、最新の教育

技術を活用した大学教育を行なって、わが国大学教育の改善に資すること。 

（７）学生層の推移を量的に見ると、2001 年度までは、全国化（1990～1998 年）、CS

化（1998 年）、大学院修士課程設置（2001 年）という変革を経て、その都度規模を拡

大し、サービス内容を多様化してきた。しかし、2001 年度以降は停滞ないしは微減傾向

にある。 

（８）属性別の推移を見ると、女性比率が高まっていること、高年齢化が進んでいるこ

と（ただし、推移に関しては、ベビーブーマーと第二次ベビーブーマーがどこに位置す

るかという世代効果が高い）、入学時の学歴が高度化していること、などがわかった。 

（９）入学後 10 年以上の累積卒業率は、一年次入学者で約 24％、編入学者で約 70％で

ある。この値は他の通信制大学に比して高い。また、再入学者の比率も約 45％と他大学

に比べて非常に高いことがわかった。 

（１０）学生実態調査 2012 からは、以下のような結果を得ることができた。 

①入学の動機・目的としては、因子分析の結果、「教養指向」「大卒指向」「受講利便

性指向」そして「職業・資格指向」の 4 因子が抽出された。 

②因子得点の平均値を比較すると、男性は教養指向が強いのみで、他の 3 因子は女性   

の方が高かった。年齢階層では、大卒指向と職業・資格指向が若年者ほど高いのに対し、

教養指向と受講利便性指向は高齢者ほど高かった。 

③受講利便性を入学目的にあげた層は、インターネットの利用率も利用期待度もともに

高かった。 

④自宅以外の学習の場所として学習センターの利用をあげたのは圧倒的に高齢者であ

り、勤務先や通勤途中は若年者と中年層に多かった。職業別では、定年退職者に学習セ

ンターの利用が多かった。 

⑤放送視聴以外の学習時間は、30～50 代で短く、20 代以下と 70 代で長いことがわかっ
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た。放送視聴時間は、平日で定年定職者、無職が長く、休日では教員・公務員・会社員

等が最も長かった。 

⑥放送大学の学習へのインターネット利用は、40 代と 60 代で 25％前後と最も多かった。

最も低率だったのは 20 代以下で、70 代以上がそれに次いでいた。職業別では、教員・

公務員・会社員等が最も多かった。 

⑦放送大学の教育への全体的満足感は、高齢者ほど高かった。入学動機・目的別では、

教養指向が最も高く、職業資格指向が最も低かった。また、インターネットを放送大学

の学習に利用している層ほど満足感は高かった。 

⑧放送大学への入学時の期待の達成度では、高齢者ほどネット利用に対する期待達成度

が高く、高齢者は PC への関心が低いということが妥当するとはいえないことがわかっ

た。職業別に見た専業主婦に関しても同じことがいえた。 

⑨インターネット利用への期待達成度は、受講利便性指向の学生ほど高かった。 

⑩インターネット利用への期待達成度は、「放送大学は現在の仕事に役立った」という

学生ほど高く、「放送大学で学んで新聞を読むようになった」という学生ほど低かった。 

⑪学生による授業評価調査の結果からは、ラジオ科目の評価が過去のデータよりも上昇

していることがわかった。その背景には、ラジオ科目のインターネット配信の進展によ

って利便性が向上したことがあると思われる。 

（１１）開学以来、本質的な変更を経験していない放送大学の教育システムも、そうし

た調査結果に表れている学生の変化に即応して、ごく近い将来、とりわけ教育メディア、

教育方法に関する部分での大きな変革を余儀なくされることが予想される。とりわけ、

学生実態調査や授業評価の結果などを見る限り、これまで十分に進められてこなかった

インターネットを用いたオンライン授業やインターネットによる学習支援には、年齢や

入学時の学歴にかかわらず、多くの学生が強い期待を持っているということを読み取る

ことができた。 

（１２）調査結果を基に本章で見てきたような放送大学の学生の実態あるいは意

識を、序章で検討した五類型の遠隔教育モデルと比定することにより、次のよう

な結論を得ることができる。  

①放送大学の学生は、属性的に多様であり、その生活・職業状況に応じた多様な

学習方法あるいは学習メディアを求めている。その中で、全体の２～３割を占め

る若年無職者層（つまり若年の放送大学専業学生層）や 60 歳以上の無職者層に属

する学生の場合は、ムーアの言うような「交流距離を短縮する（つまり学習効率

を上げる）」ことよりも、学習の動機付けや継続支援に役立つ学習方法を求めてお

り、その多くが多様な遠隔教育手段よりできれば直接的な対面授業を望んでいた。

その意味で、そうした層に属する学生にとっての遠隔教育は、ホームバーグの言

う人間中心主義モデルで理解するのが妥当ということになろう。  
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②一方、有職の社会人学生の場合、人間中心主義モデルは親和的ではない。とり

わけ、看護職や教職といった専門職層に属する学生は、大学が学生の職業生活実

態に合わせて効率的なメディアの選択肢を提供するよう期待している。そうした

層の場合、学習の動機付けや学習継続への意識付けは、学生の側の問題と合理的

に考え、大学は多様な学生に対応した教育手段を柔軟に提供すべきだというよう

に、遠隔教育機関には必ずしも一貫した方向性に限定されない、ハイブリッドな

機能を強く求めていることがわかった。  

③ただし、インターネットを用いた授業や学習支援に、年齢や入学時の学歴を超えた強

い期待感が示されたことからもわかるように、ごく近い将来像として、放送大学のよう

な遠隔高等教育機関が持つべきだと期待されているのは、インターネット空間を最大限

に拡大して利用する多様な教育方法の採用という方向性である。つまり、鄭仁星らの学

習空間拡張モデルが、将来的には最も妥当すると考えられるということである。さらに、

このモデルの示す方向性は、一般的に考えられているように 50 代未満のインターネッ

ト利用に積極的であるとされる層だけではなく、60 代以上の年齢層の学習者から多くの

支持と期待を集めていることも調査結果から理解できた。 
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第５章 メディアを利用した遠隔高等教育の展望と課題 
 

 第１節 世界の遠隔高等教育機関の現状 

 

 世界の各地で活動している遠隔高等教育機関の数を正確に把握することは困難である。

大学という組織形態をとらず、一つの地域内で限定的に活動している通信教育機関などを

考えに入れるならばなおさらである。休止状態にある機関の存在や有名大学のエクステン

ションの形をとりながら事実上独自に運営される機関の参入と撤退、あるいは高等教育か

中等教育かの判断が難しい機関の存在が、一層その量的把握を困難なものにしている。 

 現在活動中の遠隔高等教育機関では、出版物、郵便、電話、放送、衛星放送、オーディ

オテープ、ビデオテープ、DVD、CD-ROM、インターネット、テレビ会議システム、テレ

ビ電話等々、多種多様なメディアが利用されている。第 3 章でも見たように、多くの遠隔

教育機関がそれらのうちの一つだけを用いるのではなく、いくつかを組み合わせて用いる

（media-mix, media-blending）ことが多いが、近年その数を増している Web を利用した

サイバー（オンライン、ｅラーニング）大学等では、インターネットのみ、もしくはそれ

に印刷教材を加えた形で教育内容を提供しており、必ずしもメディアミックスがすべてに

共通する形態とはいえなくなってきている。後で見るように、教育機関というより、単位

認定と資格付与のための機関として機能している大学もあり、その教育体制も決して一様

ではない。それについては、また後段の各大学の事例で見てみることにして、ここでは、

まず、世界に現在どのような遠隔高等教育機関が存在するのか、大学レベルの教育機関に

焦点を当て、主な遠隔大学を概観しておく。次の表は、世界の主要な 21 の遠隔大学につ

いて、その創設年、学生数、そして利用する主な教育メディア等をまとめたものである1。

なお、教育メディアに関しては、種々の教育方法のうち重点を置いて利用していると思わ

れる比重の順に並べてある。 

 

表５－１ 世界の遠隔大学（創設年順） 

名 称 国 創設 学生数 教育メディア（比重順） / URL 

南アフリカ大学 南ア 1873 328,179
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、e-ﾁｭｰﾀｰ、印刷物 

http://www.unisa.ac.za/（2013/12/20） 

ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ大学 米国 1947 37,000
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、CD-ROM、印刷物、ｽｸｰﾘﾝｸﾞ 

http://www.umd.edu/（2013/12/20） 

モナッシュ大学 豪 1958 62,998
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、CD-ROM、印刷物、ｶｾｯﾄ、ﾋﾞﾃﾞｵ、実験ｷｯﾄ 

http://www.monash.edu.au/（2013/12/20） 

                                                  
1 代表的な遠隔高等教育機関の選定は、Alkin, Marvin C. ed., Encyclopedia of Educational Research 
(sixth ed.), vol.1, (1992), p.336、Daniel, John Sir., Mega-Universities and Knowledge Media, (1996), 
Kogan Page, pp.30-31 および Insung Jung, “Quality Assurance Survey of Mega Universities”, 
McIntosh, Christopher ed., Lifelong Learning & Distance Higher Education, (2005), Commonwealth 
of Learning/UNESCO Publishing, p.81 によった。 
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UKOU 英国   1969 229,215
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、印刷物、CD-ROM、DVD 

http://www.open.ac.uk/（2013/12/20） 

アサバスカ大学 カナダ 1970 38,000
ICT、印刷物 

http://www.athabascau.ca/（2013/12/20） 

マレーシア科学

大学 
ﾏﾚｰｼｱ 1971 20,000

ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、印刷物、ﾃｰﾌﾟ、他 

http://www.usm.my/（2013/12/20） 

国立遠隔教育大

学 
ｽﾍﾟｲﾝ 1972 205,000

ﾃﾚﾋﾞ放送、印刷物、ﾋﾞﾃﾞｵ、ﾃｷｽﾄ､ｶﾞｲﾄ、自習型 

http://portal.uned.es/（2013/12/20） 

韓国国立公開大

学 
韓国 1972 173,758

ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、印刷物、対面、CD-ROM 等 

http://www.knou.ac.kr/（2013/12/20） 

フェルン大学 独 1974 66,479
CD-ROM、DVD、 ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、印刷物 

http://www.fernuni-hagen.de/（2013/12/20） 

ｱﾗﾏ･ｲｸﾊﾞﾙ公開大

学 
ﾊﾟｷｽﾀﾝ 1974 1,806,214

ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、ﾃｷｽﾄ、ﾃｰﾌﾟ、ﾋﾞﾃﾞｵ、他 

http://www.aiou.edu.pk/（2013/12/20） 

イスラエル公開

大学 
ｲｽﾗｴﾙ 1974 44,265

ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、印刷物、他 

http://www.openu.ac.il/（2013/12/20） 

ｽｺｰﾀｲ･ﾀﾏﾃｨﾗｰﾄ公

開大学 
タイ 1978 172,984

印刷物、ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ放送、CD-ROM、対面、ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞｺｰｽ 

http://www.stou.ac.th/（2013/12/20） 

中国開放大学 中国 1979 2,796,100
ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ放送、印刷物、対面、ｵﾝﾗｲﾝ 

http://www.crtvu.edu.cn/（2013/12/20） 

アナドル大学 トルコ 1982 1,041,180
e-ﾃｷｽﾄ、ﾃﾚﾋﾞ放送、演習ｿﾌﾄ 

http://www.anadolu.edu.tr/（2013/12/20） 

テルブカ大学 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1984 576,625
印刷物、郵便 

http://www.ut.ac.id/（2013/12/20） 

ｲﾝﾃﾞｨﾗｶﾞﾝｼﾞｰ国

立公開大学 
インド 1985 4,000,000

ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、印刷物、他 

http://www.ignou.ac.in/（2013/12/20） 

放送大学 日本 1985 86,319
ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ放送、ﾃｷｽﾄ、対面、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

http://www.ouj.ac.jp/（2013/12/20） 

国立空中大学 台湾 1986 33,643
ﾃﾚﾋﾞ放送、ﾃｷｽﾄ 

http://www.nou.edu.tw/（2013/12/20） 

香港公開大学 香港 1989 18,712
DVD､ｵﾝﾗｲﾝ、ﾃｷｽﾄ 

http://www.ouhk.edu.hk/（2013/12/20） 

フィリピン公開

大学 
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 1995 50,000

ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、印刷物、自習型 

http://www2.upou.edu.ph/（2013/12/20） 

ﾏﾚｰｼｱ公開大学 ﾏﾚｰｼｱ 2000 28,073
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ、対面 

http://oum.edu.my/（2013/12/20） 

 

 表中の創設年を見ると、1970 年代に 9 大学、80 年代に 6 大学(機関)というように、こ

こにあげた主要遠隔高等教育機関の 7 割以上が 1970～90 年の 20 年間に開学していること

がわかる。先に前章で見たように、高等教育の普及がかなり進んだ段階で開学した日本の

放送大学は別としても、他の遠隔高等教育機関の多くがそれぞれの国の高等教育拡張期に

計画され、創設されたことを示しているといえる。同様の背景から、各大学、機関の学生

規模も概ね大きい。各国の遠隔高等教育機関の位置づけによっても異なるが、学生数 10

万人を超える巨大校が 21 大学(機関)中 8 大学(機関)も存在し、大規模な機関では 100 万

人を超える学生を擁する巨大大学となっていることがわかる。UKOU の副総長2を務めた

                                                  
2 UKOU の場合、総長は名誉的な職で王侯貴族が就くため、副総長は実質的な学長職と考えてよい。 
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ダニエルが世界の遠隔高等教育機関の現状を考察する著作の中で何らかの学位コースに所

属して実際に学習を続けている学生（active students）が 10 万人以上在籍する遠隔大学

をメガユニバーシティ(mega-university)と呼び、遠隔高等教育機関に巨大化の必然性が

あることを示したのも、まさにそうした背景によるものといえる3。 

 次に、遠隔高等教育の状況をその内容的な側面から世界の地域ごとにまとめて概観して

おこう。そうすることにより、遠隔高等教育の現状についてより具体的なイメージを把握

することができると考えるからである。 

(1)ヨーロッパ諸国 

 ヨーロッパ諸国の大学は、伝統的にチュータリングとゼミナールを基礎におき、学問的

正統性を維持しつつ、エリートのための教育機会という性格を色濃く保持してきた。しか

し、1970 年代以降、大学開放を求める社会的圧力により大学の門戸開放が進み、専門学校

やポリテクなどが次々と大学に昇格する中で、多くの遠隔高等教育機関が発足したのであ

る。遠隔高等教育機関は、それまで空間的、時間的な制約から大学教育にアクセスできな

かった人々に大学教育機会を提供しただけでなく、学力上の制約から進学を断念していた

層をも取り込んでいった。遠隔高等教育には空間的制約がなく、定員を厳密に設定する必

要がないため、無試験入学が原則だからである。そうした大規模な遠隔高等教育機関の開

設があり、また非大学型（non-university type）の専門教育機関の大学への昇格もあって、

ヨーロッパ諸国の大学進学率は、前世紀末に飛躍的に上昇することとなった。 

 ヨーロッパ諸国の遠隔高等教育機関を代表するのは、これまでもしばしば言及したよう

にイギリスの UKOU である。ヨーロッパで も早く設立され、他の各遠隔高等教育機関

のモデルとなってきた大学である。オックスフォードやケンブリッジ同様、UKOU も設置

形態は私立大学であるが、予算の 56.3％は国からの補助金で賄われている。授業料収入は

予算の 32％に止まっている4。法学、芸術、数学コンピューティングテクノロジー、理工、

社会科学、健康社会ケアの 6 学部、ビジネススクールおよび大学院（修士･博士）からな

っている。常勤の教員（研究部門を含む）は 1,200 人余であるが、その他に教務補助員（約

1,700 人）、チューター（tutor または associate lecturer：約 8,000 人）等の非常勤スタッ

フを擁していて、オンラインコースや郵送された教材による自習の他に、全英 311 カ所の

学習センターでチュータリングが行われている。入学試験はなく、学生数は約 23 万人、

平均年齢は 34 歳で、日本の放送大学よりも 8 歳程度若い。教授方法の中心は、印刷教材、

CD-ROM、DVD による自宅学習で、それに一学期に 5～7 回程度の通信指導と同程度のチ

ュータリングが加わる。放送はかつて国営 BBC 放送のテレビとラジオを通じて行われて

いたが、開設から時が経つにつれてその重要性は相対的に減じ続け、科目も限られ早朝と

                                                  
3 Daniel, John Sir., Mega-Universities and Knowledge Media, (1996), Kogan Page, p.29. 
4 松村祥子・三浦正克･山本淳一『日本･英国･韓国 Open University 図書館調査報告』放送大学（2010）
26 頁。以下この項の UKOU に関しては同じ。 
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深夜のわずかな時間のみで、重要視はされなくなっていた。現在はその BBC の放送から

も 2006 年 12 月を機に完全撤退し、一部科目のインターネット配信のみとなっている5。

過去 40 年以上にわたって世界の遠隔大学をリードし続けてきた UKOU は、現在、オンラ

イン授業と印刷教材、そしてそれらを補填するチュータリングによって教育を提供する遠

隔教育機関として発展している。 

 一方、1974 年にドイツ中西部のハーゲン（Hagen）市に開設されたフェルン大学も、西

欧社会で強い影響力を有するドイツで唯一の公立遠隔高等教育機関である。文化学、社会

学、数学など 6 学部からなり、修士と博士のコースも設置されている6。全連邦に 6 万人以

上の学生を擁している。学生の中心は 29-35 歳の若い層である。基本的に、CD-ROM あ

るいは DVD を個別に郵送して自習させ、さらにインターネットを通して講義の一部を配

信する形態をとっている。その上で、全連邦に 50 以上の学習センターを持ち、チュート

リアルも行っている。創設当初から、放送は用いられておらず、近年はインターネット配

信の比率が高まっている。 

 (2)アメリカおよびカナダ 

  ともに日本の約 25 倍の国土面積を持ち、32.6 人/㎞２と 3.5 人/㎞２という日本（337.6 人

/㎞２）の約 10 分の 1、100 分の 1 にあたる人口密度を示す広大な国家である7。人々は広

範な地域に分散して居住しているため、早くから遠隔教育手段が整備されてきた。ともに

建国当初の通信手段は唯一郵便のみであり、アメリカの場合すでに 1728 年にはボストン

で新聞社の主催する通信講座が開かれていた8。本格的な通信制の大学教育が提供されるよ

うになったのは、19 世紀末になってからのことであるが、その後 100 年ほどの遠隔教育

の発展には、他地域に比べてもとりわけ目覚ましいものがある。その背景には、地理的、

社会的必要性から、電信電話、放送といった通信技術の開発と実用化が著しく進展したこ

とがあげられる。特異な地理的社会的要因と通信技術の発達という条件が、両国を遠隔高

等教育のパイオニアたらしめてきたといってよいであろう。 

  アメリカにおける遠隔高等教育は、その機能と形態上の特性から、①伝統的な大学が提

供する遠隔高等教育、②機関集合型のコンソーシアムによる遠隔高等教育、③契約型のコ

ンソーシアムによる遠隔高等教育、④単独の組織による遠隔高等教育、といった４つのタ

イプに分けられる9。①のタイプの遠隔高等教育には、全米的さらには世界的な名声を有す

る伝統大学のオンラインコースなどが含まれる。その数は非常に多いが、内容的にはオン

                                                  
5 Richards, Huw, “Goodbye to kipper ties and sideburns”, (2006/12/15) Times Higher Education. 
6 フェルン大学の情報は、FernUniversität, Weiterbildung – Informationen zum Studium 2－（2009）
p.4 および HP（www.fernuni-hagen.de/english/20/12/2013）より。以下この項の FernUniversität に関

しては同じ。 
7 IMF, World Economic Outlook Databases (2013), 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx/ (2013/10/08)より。 
8 Moore Kearsley／高橋悟編訳『遠隔教育－生涯学習社会への挑戦－』海文堂（2004）20 頁。 
9 永岡慶三「『バーチャル・ユニバーシティ』とは何か」坂元昂ほか監修『バーチャル・ユニバーシティ』

アルク（2001）17～21 頁。 
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キャンパスの授業とほとんど同一である。②のタイプのコンソーシアムは、近年特に州立

大学を中心として結成されているもので、全体を統括する中心となる機関を持たない。第

3 章でも見た 301 校の大学・短大が参加するカリフォルニア・バーチャル・キャンパス

(CVC)などがその代表である。③のタイプは、バーチャル・ユニバーシティを標榜する中

心機関を持つコンソーシアムで、西部 18 州の 49 の大学、機関、企業などが参加するウェ

スタン・ガバナーズ大学(WGU)がその典型である。そこに所属する学生には、各参加機

関が直接コースを提供し、WGU はそれらの間の調整や学位の認定、教育のクオリティ・

コントロールなどを担当する。④のタイプは単独型のネット大学であり、ジョーンズ国際

大学やフェニックス大学などがその典型である。そのほとんど全てが営利を目的とする

（for-profit）大学である。ジョーンズ国際大学はキャンパスを全く持たず、ホームページ

を運営するサーバーとして機能するオフィスを本部として、入学から学位の認定までをイ

ンターネットにより行っている。一方、フェニックス大学にも学生が集まるような伝統的

な意味でのキャンパスはない。しかし、ジョーンズ国際大学とは異なり、Web によるオン

ライン授業の他に、賃貸した会場を利用して多くがゼミナール形式をとった夜間の対面授

業も全米規模で行っている10。それらを担当するのは、専任の教員ではなくパートタイム

の実務家教員である。また、オンライン授業も、専用の回線を用いた高品質のものではな

く、インターネット上の e メールやその他のコミュニケーションツールによる「ロー・テ

ク（low-tech）」な、したがって安価なものである11。そうした経営的な方策により、それ

らの大学は営利大学として急成長を遂げ、一つのビジネスモデルとして認知されるに至っ

ているのである。 

 2007-08 年の段階で、アメリカ全土の大学には、約 430 万人の遠隔教育手段を利用して

いる学生が登録している12。その比率は、全学生の約 20％に達している。そのうち、全て

のコースを遠隔教育で取っている学生は約 77 万人であるが、それは全米の学生の 3.7％に

あたる。彼らの多くはインターネットを用いたオンラインコースを、同期または半同期の

双方向で学習しており13、テレビやラジオといった空間的にも時間的にも制約の多い固定

的な一方向メディアのみを利用していることはほとんどない。 

 カナダも状況はほとんど同じであるといってよい。アメリカよりも放送メディアを利用

した遠隔高等教育の初期の発展は遅れたものの、1935 年、聖フランシスコ・ザビエル大学

（Saint Francis Xavier University）がカナダ放送局と提携してラジオによる遠隔教育を

開始した後の展開は、むしろ影響を受けたアメリカ以上であった。地理的なあるいは自然

                                                  
10 デビッド・W.ブレネマン、ブライアン・パッサー、サラ・E.ターナー著／田部井潤監訳『ビジネスと

しての高等教育－営利大学の勃興－』（2011）99 頁。 
11 同上書、99 頁。 
12 U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, The Condition of 
Education (2011), indicator p.43. 
13 半同期は、上りと下りの通信が完全な同期ではないものの、24 時間以内といった枠を定めた掲示板等

の利用で、ほぼリアルタイムの効果を期待できるタイプの双方向を指す。 
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環境上の条件に起因する遠隔高等教育の必要性により、アメリカに劣らず、著しく多様な

遠隔高等教育機関が展開している。現在、カナダ 大の遠隔大学はアサバスカ大学

（Athabasca University）であり、約 4 万人の学生を擁している。1970 年から先進的な

遠隔高等教育に取り組んできたアサバスカ大学では、マルチメディアの利用、つまりオン

ライン（インターネット）授業、CD-ROM、コンピュータ･ソフトウェア、テレビ会議、

ｅメール、そしてテレビとラジオ、といったように多様なメディアを利用して教育を行っ

ている14。教育需要、学生層、メディアの利用といったあらゆる面での多様性こそ、この

地域の遠隔高等教育の 大の特徴となっている。 

 (3)アジア諸国 

 アジア諸国は多くの地域が列強の植民地であった歴史を持ち、そのため、独立以前から

一握りの大都市特権層のための西欧型のエリート大学が設置されていた。しかし、UKOU

の開学により、状況は大きく変化した。UKOU の初期の成功の影響下、放送や郵便を用い、

キャンパスを持たず、有職者でも学べる新しい形態の大学がアジア各地に誕生したのであ

る。交通網を整備し、地域間、階層間格差を縮め、大学を拡張することによって高等教育

を成熟させてきた先進諸国に対し、大学システムが未熟であったアジア諸国は、新しい大

学形態と進んだ通信技術を抵抗なく即座に採用することで、一足飛びに高等教育機会の大

幅な拡大を実現し得たのである。一種の後発効果としてのいわゆる「リープフロッグ(蛙飛

び)」現象である。 

 現在、アジア諸国にはほぼ一国に一校の遠隔高等教育機関が設置されている。その代表

的な大学として、タイのスコータイ・タマティラート公開大学(Sukhothai Thammathirat 

Open University: STOU)がある。1978 年に創設された STOU は、教育、経済、家政、法

律など 11 の学部からなり、大卒資格コースの在籍学生は 17 万人以上にのぼる15。学生の

三分の二は 29 歳以下で、非常に若い集団である。他の諸国の場合と異なり、地方居住者

が四分の三を占め都市居住者は 25％弱に過ぎない。職業別ではいっそう特徴的であり、公

務員が六割以上を占める。つまり、STOU は、地方に分散した公務員の資質の向上や再教

育のための政府機関としての意味合いが強いのである。こうした傾向は、インドネシア(テ

ルブカ大学)やマレーシア(マレーシア科学大学)などでも顕著に見られる。STOU での学

習の中心は印刷教材で、毎学期 20 分×十数本のラジオ番組と、コースごとに 30 分×三本

程度のテレビ番組が提供されてはいるが、いずれも補助的なものに過ぎない。近年、オン

デマンドの Web コースも開設され、その比率を年々高めている。 

 次の例は中国開放大学である。中国開放大学は、中央広播電視大学16として 1979 年に開

                                                  
14 http://www.athabascau.ca/aboutau/distanceeducation.php/（2013/12/20）による。 
15 三輪眞木子「スコータイ・タマティラット公開大学調査報告書」総合戦略企画室『タイ･マレーシア･

香港における公開大学の現状』（2012）放送大学より。以下この項の STOU に関しては同じ。 
16 「広播」は放送、「電視」はテレビを意味する。つまり、当初は放送による大学教育を標榜していた

のである。以下中国の開放大学システムに関する情報は、http://www.crtvu.edu.cn/20/12/2013 による。 
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学したが、当初は地上マイクロ波による授業を一週間に 33 時間放送していた。1986 年に

中国教育電視台(CETV)が創設されてからは衛星放送の 2 チャンネルを利用して、年間約

9,000 時間放送されるようになった。ほとんどの学生は、職場や地域の公共の場に設定さ

れた教室に出席してコースを視聴する。中国の遠隔大学システムは重層的であり、トップ

には中央の中国開放大学と 44 に上る省や特別行政区ごとの開放大学（浙江省開放大学、

上海開放大学、杭州開放大学等々）があり、県や都市に 690 の分校、郡に約 1,600 の学習

センター、そして学生が実際にプログラムを視聴したり講義を受けたりする教室が全土に

一万以上設置されている17。北京市にある中央開放大学は、全体の統括とカリキュラムの

作成、国家レベルの教育方針に関わる標準コースの作成、そして印刷教材の作成などを担

当している。他の各地域の開放大学は、地域に特有のコース、放送番組の制作、試験の実

施と採点、教員の訓練、そして各分校の監督などを分担している。各分校は北京から供給

される番組や各教材の学生への配分やスケジューリングを担当し、学習センターは教員や

チューターの募集、監督、面接授業や実験の統括を担当する。中国開放大学では自然科学、

人文科学、経済学など５つの分野の 350 のコースを提供している。全国の学生は北京から

の授業で総単位数の 60％を取得しなければならないというように、中央の統制は厳しい。 

 現在、開放大学システム全体では約 280 万人の学生が在籍する文字通り世界 大の大学

である。開放大学の教育の対象となるのは、学歴（大卒資格を目指す）コースの場合、職

業を持つ成人や就職待ちの中等学校卒業者であるが、入学には統一入学試験である「全国

入学試験」に合格しなければならない。所属機関の承認を得、入学試験に合格した学生に

は、勉学の間、職場の同僚と同じ給与が保証される。なお、非学歴（大卒資格を目指さな

い）コースには入学試験がなく、初等中等教員の再教育、農民層の啓蒙教育などにも利用

されている。 

 アジア諸国の遠隔大学は、他の地域以上の急成長を遂げている。それは、高等教育の普

及の度合、通信手段の発達程度、そして経済成長という諸要因が、アジアにおいて放送に

よる遠隔高等教育に も適合していたからだといえる。かくして、世界的に見ても、アジ

アは遠隔高等教育の先進地域といえる存在になったのである。ただし、そこには、後発地

域故の特徴である、中央による統制の強さという側面が常に見え隠れしている。学習者か

らの発信という方向性の弱い活字、郵便、放送といったメディアを利用することの 大の

問題点をそこに見ることもできるのである。 

 

 

 

                                                  
17 中国はその広大な国土と膨大な人口に対応するため、ほぼ省や州、特別市ごとに遠隔高等教育機関が

設置されている。したがって、例えば北京市内には、中央の公開大学、北京市の公開大学、北京大学附

設の遠隔大学といったように、いくつもの開放大学が存在する。インドのシステムもこれに近い。 
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第２節 遠隔高等教育とメディアをめぐる技術状況 

 

 さて、翻って技術的な現状、とりわけ高等教育に利用される情報通信の技術的な状況に

焦点を当てて見ていこう。日本の遠隔高等教育のあり方に大きな変化をもたらしている

大の要因は、明らかに ICT の著しい発展である。ICT の範疇に属する技術には、コンピュ

ータ通信ネットワーク、つまりインターネットからテレビ電話、衛星放送、CATV、ある

いは旧来のテレビ・ラジオなどまでが含まれる。そのうち、遠隔高等教育の今後のシステ

ムに強い影響を与えると思われるのは、いうまでもなくインターネットを前提とした Web

通信や SNS（Social Network System）の利用、MOOC（Massive Open Online Courses）

や OCW（Open Course Ware）そしてそれらのコースにおいて小テストや課題の授受と解

答･評価などに用いられる LMS（Learning Management System）といった教育的ツール

群である。企業の研究開発では現在すでに実用されているクラウドや18、スマートフォン

を媒体としたアプリケーション群の利用など、インターネットそのものというより、その

複合的な利用あるいは応用の局面に多くの関心は移っているといってよいだろう。その点

でいえば、すでに、ICT の初期に頻用された地上あるいは衛星のデジタル放送、あるいは

CD-ROM、DVD といったオフラインのデバイスなどは、オールドとはいえないまでも、

すでに半古典的な、したがって一定程度の制約を伴うメディアに分類されるようになって

いる。30 年前に、放送を全面的に利用する画期的な大学教育として登場したわが国の放送

大学も、本論第４章で見たように、テレビ、ラジオという放送媒体が他のより利便性の高

い媒体の登場と普及によって相対的にその魅力を減じてきたことで、本来持っていた制約

性、つまり時間的制約（プログラムに依存）と空間的制約（機器に依存）が障碍として目

立ってくることとなり、決して無条件に学びやすい学習機会とは評価されなくなっている

のである。そうした現状を踏まえれば、日本においても、今後の遠隔高等教育機関におけ

る教授システムの展開も、またそれに関する研究開発も、もっぱら Web 関連技術とその応

用を中心に進められていくものと断じてよい。 

 情報通信技術は、すでにインターネットの教育分野への利用が緒に就いたばかりの時期

に、先に見たダニエルが「犬の年月（dog-years）に等しい」と指摘したほどの速度、つま

り人間の年月の 6～7 倍の早さで展開してきた19。 

 ところで、遠隔教育におけるメディアを考える際に、 も重視しなければならない要点

は何だろうか。現在、多くの教育メディアの研究者は、それは「同期性」と「双方向性」

であると指摘する。ここでいう「同期」とは、教授者の教授と学習者の学習とが、その空

                                                  
18 まさに cloud（雲）のように多くの利用者の上に浮かんだインターネット上の情報保存形態。本来は

クラウド･コンピューティングが正しい用法。他者や教育機関との間でデータを共有することで、特に高

等教育や職業教育の分野での利用が有力視されている。全学、クラス全体ではなく、一定の少人数の人々

とデータを共有するグループウェアのような利用法も有効である。 
19 Daniel, John S., Mega-Universities & Knowledge Media: Technology Strategies for Higher 
Education (1996) p.120. 
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間的な居場所にかかわらず、同時に行われることであり、「双方向」とは、教授者からの情

報伝達だけでなく、それに対する学習者のリアクション（質問や意見、解答など）の方途

も保証されているということである。ここで、現在の遠隔高等教育に一般的に用いられて

いる種々のデバイスやシステムについて、「同期－非同期」および「一方向－双方向」とい

う二つの直行軸を用いて整理しておこう。 

 

表５－２ 同期－非同期軸と一方向－双方向軸で見た遠隔教育メディアの類型 

 同期型 非同期型 

 

一方向 
放送による授業配信（例：放送大学）

放送機器・時間に拘束され、コミュ

ニケーションが困難 

郵便や書籍による従来型の通信教育 

空間的時間的拘束はないが、コミュニ

ケーションが困難 

 

双方向 
電子会議システムによる遠隔講義 

時間と場所の拘束はあるが、コミュ

ニケーションが容易 

ネット上のバーチャル大学（例：サイ

バー大学） 

時間的空間的に拘束されずコミュニケ

ーションが容易 

 

 表５－２は、髙橋悟が、上記の２つの軸によって枠付けられた４つの象限ごとのメデ

ィア類型に、教育に用いられる諸メディア等を位置づけたものである20。現在でも広く

用いられている種々の遠隔教育メディア等が類型化されており、どのタイプが

優れ、どれが劣っているかといったメディアの優劣を示すものではない。しか

し、原形とその発展形という時間軸を当てはめるならば、同期型の原形が放送

による授業配信であり、その発展形が電子会議システムによる遠隔講義、そし

て非同期型の原形が郵便や書籍による従来型の通信教育であり、その発展形が

ネット上のバーチャル大学、という対応が見出せる。つまり、電子会議システ

ムによる遠隔講義は放送による授業の、バーチャル大学は通信教育の、それぞ

れ発展形になっていることがわかるのである。 

 一方、同期－非同期の相互の位置付けは、学習者のニーズに応じた形態の違

いということであって、原形－発展形といった関係にはない。語弊を恐れずに

言うならば、現在、遠隔教育メディアには学習者のニーズに応じた同期型と非

同期型のものが併存しており、それぞれが一方向から双方向へというように技

術的高度化を進めている状況にある、ということになろう。 

 そのように理解した上で、前世紀末以降の高等教育における日本の授業伝送

                                                  
20 マイケル G. ムーア／グレッグ・カースリー著／高橋悟編訳『遠隔教育－生涯学習社会への挑戦－』

（2004）の訳者である髙橋悟が「編訳者まえがき」中に挿入した四象限表をベースにして作成したもの

である。 
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メディアの推移を概略整理しておくことにしよう。 

（１）放送による授業配信 

 前章でも見たように、日本の放送大学では 1985 年の開講以来、現在にいた

るまで授業提供の中心に放送メディア（テレビ、ラジオ）を据えている。放送

メディアは、受け手すなわち学習者の側の受信装置が既存という場合が大半で

あるため、特に衛星を利用する場合には、同一のコンテンツを広範囲に提供す

ることに適している。放送受信のためのスキルに年齢や所得階層等による差異

がほとんどなく、その点では公平で利便性の高いメディアであるといえる。そ

のことが、時間的空間的には拘束性の強いメディアであるにもかかわらず、放

送が今日まで生涯学習機関としての性格も有する日本の放送大学の教育システ

ムの中心となってきたことの大きな理由である。しかし、その拘束性故に、世

界の他の公開大学では表５－１で見たように、スペインの国立遠隔教育大学、

タイのスコータイ・タマティラート大学、トルコのアナドル大学、台湾の国立

空中大学、そして放送大学の 5 校を除く多くの大学で、放送メディアの利用は

なくなっている。全面的に放送を利用しているのは放送大学のみである。もち

ろん、そうした判断には、単に学生の利便性だけではなく、費用対効果の要素

も強く影響していると思われる。放送による授業配信のコストは、他のメディ

アと比較しても決して小さなものではない。日本の放送大学は、特別な私学と

はいえ、予算の 6 割以上を国庫に依存し、他の高等教育機関との十分な競争も

ない環境のもとにあるため、放送授業の放棄という決断を回避することが可能

なのである。先の 4 大学がいずれも独立採算制を採っておらず、ほぼ国営状態

の大学であることも、その事情を雄弁に物語っている。 

（２）スタンドアロン・マルチメディア 

 新とはいえないものの、現在でも多くの遠隔高等教育機関で用いられているものが、

スタンドアロン・マルチメディア（stand-alone multimedia）に属するデバイスであり、

CD-ROM がその代表的なものである。1990 年代、PC の普及とともに広がっていった

CD-ROM の利用は、その時期の遠隔高等教育（メガ・ユニバーシティ）における「複数の

タイプのメディアを一つにまとめて提供する 新にして 重要な技術（leading current 

technology）」だったのである21。CD-ROM に対しては、メディアとしての特性から質疑

応答や添削などの双方向プロセスは組み入れが困難という限界はあったものの、学習者か

らの評価は高かった。UKOU における初期の試行でも、「学生はテクストの検索機能を特

に高く評価し」ていたと報告されている22。 

 しかし、世界の遠隔高等教育における CD-ROM の優勢は、それほど長くは続かなかっ

                                                  
21 Daniel, John S., ibid. (1996), p.121. 
22 ibid, p.122. 
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た。すでに 1990 年代後半になると、多くの先進諸国においてブロードバンドが著しく普

及し、それによってそうした CD-ROM のコンテンツをすべてオンラインで提供すること

が可能な状況が整ったからである。基本的に郵便配送という旧来の物理的なインフラに頼

っていた CD-ROM は、急速にその優位性を失うこととなった。 

（３）一方向型オンラインコース 

 基本的に、講義モジュールの提供というCD-ROMの役割をそのままオンライン化したも

のが一方向型オンラインコースである。CD-ROMのマルチメディア性を引き継ぎ、さらに

一方向性も引き継いだため、入手の容易さという利点以外は基本的にCD-ROMの特性のま

まのメディアと評価することができよう。一方向型オンラインコースは、通信技術のリー

プフロック現象（蛙跳び現象）により、放送インフラ、郵便インフラの不十分であった途

上国において飛躍的に普及することとなった。しかし、一方向型オンラインコースは、講

義型の授業に代替することはできても、対面型の授業の代替は困難である。また、情報提

供ではなくディスカッションを通じての知識構築を目的とするような講義の場合にも、不

適合とされた。 

（４）双方向型オンラインコース 

 情報提供のための学習者への下りの通信スピードは早く、学習者からの質問

やリアクションのための上りのスピードはそれほど早くない、というのが一方

向型オンラインコースを可能にしたブロードバンドであった。しかし、近年、わが国で

も双方向に十分な通信速度を持った光通信網等が発達したことにより、双方向

性を持つオンラインコースの実施が可能となっている。それを用いた大学教育

（オンライン大学院、サイバー大学等）も複数稼働している。それらの機関の

特徴は、全くキャンパスに通わなくても卒業までの単位を取得することが可能

だということである。課題のドリルや中間テスト、場合によっては単位認定の

ための試験までオンラインで可能というシステムである。すでにオンライン教

育先進国のアメリカやカナダでは、そうしたシステムを持つ大学教育が一つの

ジャンルとして成立するまでにいたっており、年々学生数を増加させている状

況にある。先進諸国以外でも、例えば地理的、人口学的に双方向型オンラインコ

ースのメリットが大きい中国やインドなどの遠隔大学では、数百万人規模の学生を対象と

した双方向型オンラインコースが主流となりつつある。 

 

 

 第３節  今後の ICT 活用の可能性と課題―放送大学の場合― 

 

 わが国の遠隔高等教育における ICT 利用について具体的に見ていくにあたり、代表的な

遠隔高等教育機関である放送大学を例にとることにしよう。放送大学は、開学以来、放送
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を使って正規の全コースを提供してきた。しかし、先に見たように ICT とその普及が著し

く進展しつつある環境の中で、従来の教授システムのみに固執することが次第に困難とな

っているのも事実である。事実、2012 年 10 月の放送大学学生実態調査では、下図に見る

ように、若年～壮年層の学生の８割以上がインターネットを利用し、ほぼ５割がそれを放

送大学の学習（インターネット配信、通信指導の提出など）にも利用していることがわか

る23。インターネット利用に若干の留保が必要なのは、70 歳以上の層のみ、ということで

ある。 

 

 

図５－１ 年齢別に見たインターネット利用とその放送大学の学習への利用（在学生）（％） 

資 料 出 所 ： 放 送 大 学 学 生 実 態 調 査 2012 よ り 。  

 

 そうした現実を踏まえ、放送大学では、現在、インターネットに代表される ICT 特にデ

ジタル通信技術の教授過程への有効な利用を目指して、いくつかの教育技術上の試行およ

び検討を行っている。ここではその主要な一部を概観する。 

(1)ラジオ科目に関する付加的教材の提供 

 ラジオ科目は、テレビ科目に比べて、一定時間内に伝達される情報の量や学習の動機付

けの強さにおいて明らかに劣っている。放送大学が毎年行っている授業評価調査において

も、「ラジオ科目をテレビ科目にして欲しい」という要求が多く寄せられ、また実際に聴取

している比率も、「放送授業を十分に視聴した」に対する肯定的な回答が、テレビ科目では

                                                  
23 実は 10 年前の 2002 年学生実態調査の際にも、学生のインターネット利用率はすでに７割弱に達して

いた。放送大学学園『自己点検・評価報告書－開かれた大学を目指して－』（2004）218-219 頁を参照。 

85 85
81

77
69

4950 49 48 44

34

19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-

インターネットを利用している

放送大学での学習にインターネット

を利用している



- 145 - 
 

65％であったのに対し、ラジオ科目では 58％と有意に低いのである24。学生は、二つのメ

ディア特性を比較して、テレビ科目の方がラジオ科目よりもその特性を生かし切れている

と感じている（肯定回答はテレビが 73％、ラジオが 65％）のである25。 

一方、ラジオ科目の制作費は、テレビ科目に比して著しく安価である。専任教職員の給

与分や施設費等を除いた概算では、テレビ科目 10 に対してラジオ科目のコストは１であ

る。制作コストの面から勘案すれば、ラジオ科目のメリットは決して小さなものではない。

そこで、ラジオ科目に付加価値を与えて、視聴を動機付ける試みが企画されたのである。

現在のところ、それは次のようなものである。 

①科目の補助教材としての音声 CD の制作 

語学科目など、音声で繰り返し学習することの効果が認められる科目群について、スキ

ャットや朗読を吹き込んだ CD を作成し、それを教材として試行的に配布した。 

②PC に関わる技能的要素の強い科目の CD-ROM の制作 

「情報学」関連、「調査法」関連の科目で、ソフトや例題のためのサンプルデータ等を収

めた補助教材 CD-ROM を作成し、それを教材として試行的に配布した。例えば、『社会調

査の基礎』の補助教材 CD-ROM には、印刷教材の全内容と、それに加えて図表、チャー

ト、写真、数表等の資料、動画（ビデオクリップ）などが盛り込まれ、ラジオ講義の映像

の欠如を補って全体の理解を助けるように工夫された。さらに、数量的分析のためのエク

セル・マクロによる基本的な統計ソフトと演習のためのサンプルデータも盛り込まれた。

統計ソフトには、クロス表、重回帰分析、分散分析、因子分析、数量化分析などが含まれ

ており、学部卒業論文程度で用いるには十分なものとして設計された。プレゼンテーショ

ンのためのパワーポイント素材もモデルとして利用できるようになっており、調査の企画

から実査、集計、分析、そして公表までが学習できる教材となった26。多くの学生がこの

CD-ROM 補助教材を利用して卒業研究に取り組み、統計資料や調査結果の数量分析をおこ

なって卒論を書き上げた。同様の補助教材は、物理化学、民俗学、建築学等でも、それぞ

れの科目特性を活かして制作されている。 

③BS デジタル放送の空いた帯域に送出する PPT（Power Point）スライドの制作 

2011 年 10 月の BS デジタルによる全国化によって、放送大学はラジオ科目も BS に乗

せて送出しなければならないという矛盾にも直面することとなった。学生は 45 分の授業

時間中、映像のない画面と対面することになるが、その画面に PPT を使った文字情報や静

止画像情報を移すことで、学習の効果を高めようという試みである。教員の負担増を伴う

ため、現実には十分な展開を見ていないものの、テレビ科目の効果とラジオ科目の低コス

トという二つのメリットの両立が期待できる方策として大きな可能性を持っていると判断

                                                  
24 放 送 大 学 「 授 業 評 価 2012 報 告 書 」（ 2012） 32 頁 。  
25 放 送 大 学 「 授 業 評 価 2012 報 告 書 」（ 2012） 56 頁 。  
26 岩永雅也・大塚雄作･髙橋一男・山田文康制作『社会調査の基礎 CD-ROM 版』放送大学教育振興会

（2002）。 
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されている。 

④ラジオ科目のオンライン化 

以上の①～③までの要素をすべてシングル・サポートのメディアとして提供するという

のが、ラジオ科目のオンライン化である。文部科学省による 2001 年 2 月の大学設置基準

の見直しにより、すでにインターネット大学は可能となっていたが、現実には種々の制約

要件があり、少数の特区事例を除き、実際の開校にはなかなか結びつくことがなかったの

である27。しかし、2012 年 4 月の構造改革特別区域推進本部の決定で、「教員と学生との

対面性を補完しうる方策などインターネット大学に関する課題について、専門的な見地か

ら十分な検討を行った上で、全国展開を行うこと。（平成 25 年度を目途に措置）」とされ

たことにより、一気にオンライン化が進むこととなった。放送大学においても 2013 年度

より本格的な検討に入り、遅くとも 2015年度にはラジオ科目のオンライン化を開始して、

早期にメディアの完全移行を目指すこととしている。 

(2)インターネットによる収録版マルチメディア教材の作成 

 現在、多くの遠隔高等教育機関で行われているオンライン講義には、大きく分けて二つ

のタイプがある。その 1 つは、講師の講義を、講義で用いる PPT 画像や OHP、板書など

とともに収録し、その収録映像をインターネット配信するというものである。そうした形

態の、教授側からの一方向で知識や情報を提供するオンライン授業は、行動主義的学習理

論に基づくもので、「学習者は自分の好きなペースで学習を進め、モジュールの 後にある

テストで学習目標を達成したかどうかを知る」タイプの知識伝達型授業であるといえる28。

基本的にスタジオ収録の放送授業と構造的な違いはないため、単なる Web を通しての放送

授業、という見方もできる。ただし、学習者の見たいときにオンデマンドで見ることがで

き、また反復しての視聴も何度でも可能という点で、テレビ放送科目とは次元の異なる利

便性を有しているといえる。 も簡便には、実際の教室で学生に対して講義をしている風

景をそのまま収録し、それを Web サイトにアップするという、いわば YouTube のような

講義配信形態も可能である。その場合、講師の負担、コスト、ともに も低くなるが、PC

を通して学習しているメリットはあまり活かされないことになり、動機付けの効果も薄い

と思われる。 

 そこで、臨場効果を加えたものがマルチメディア授業である。実際には、講義風景をカ

メラで撮るだけでなく、PC とも連動してその分割画面を出し、時に応じて小テストやク

イズなどを出してその答え合わせをしながら、正解なら先へ進むなど、いわば RPG のよ

                                                  
27 高等教育機関における遠隔授業について定めた第 25 条に「2 大学は、文部科学大臣が別に定めると

ころにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履

修させることができる。」という 1 項を加える改正であった。これにより、卒業までの全単位をインター

ネット利用のオンライン授業で行うことが可能となった。また、小泉内閣時代の特区 832 による特例措

置によって、インターネット大学の特区における開学が実際に可能となり、福岡市のサイバー大学（2007
年認可）、東京都千代田区のビジネス・ブレークスルー大学（2010 年認可）が開校している。 
28 青木久美子『ｅラーニングの理論と実践』放送大学教育振興会（2012）48 頁。 
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うな効果も加味することが可能である。この教材では、放送授業をただ流すだけでなく、

小テストの出題のタイミングや進行の方法など、教室での講義とは異なる複合的な作業が

必要となるため、一人の教員が自らの研究成果を決められた時間で一方的に話すといった

方法をとることは難しい。そこで、韓国の国立公開大学や UKOU などでは、教員だけで

なく、デザイナーやエディター、ディレクター等を加えたコースチームによるマルチメデ

ィア教材の制作が一般的となっているのである29。放送大学においても、現在ラジオ科目

が中心である大学院科目、あるいは職業資格試験に関わる資格関連科目などを中心に、早

期に制作することを目指している。 

(3)面接授業の双方向オンライン授業への移行 

 ここでいうオンライン授業は、基本的に教授－学習過程が同期で行われ、双方向性も原

則としてリアルタイムに行われるような形態の授業を指す。その意味では、上記（2）の

マルチメディア授業が放送授業に代替するという位置付けであったのに対し、face-to-face

の面接授業に代替すると考えてもよいだろう。基本的には、授業の開始時に講師サイドか

ら呼びかけをし、それに学生サイドが応えるという形で進行する授業であると考えてよい。

ただ、実際に厳密な意味での同期、厳密な双方向を毎回行うとなると、その負担は想像を

絶して大きくなろう。例えば、直接の応答ではなく、１日（24 時間）以内程度のレスポン

スを互いに義務付けるといった柔軟な運用は不可欠である。そうした配慮により、教員対

学生が一対一ではなく、あたかも現実のゼミのように複数の学生が自宅や職場から分割画

面で登場し、掲示板等もフル活用してディスカッションを深めていくという、理想的な形

のオンライン授業も可能となるのである。このような形態の、教授側と学習側の間で双方

向性が保証されているオンライン授業は、構成主義学習理論に基づくもので、「教員は学習

者に知識を提供するという役割ではなく、学習者の学習を支援するガイドとしての役割を

担う」タイプの知識構築型授業であるといってよい30。 

学習を進めるにあたっては、随時クイズやドリルが用意され、学習者はそれにメールで

解答する。寄せられた解答は講師によって、もしくは自動的に即座に採点され、返送され

る。講師への質問や学習者へのレポート課題、試験問題の送付もメールによって行われる。

こうしたオンライン授業は、単に学習における時間的あるいは空間的な負担を減ずるとい

う効率化の効果だけでなく、テキストや教室での講義では得られない新しく豊富な情報に

接することができる、世界的な拡がりを持つ｢学習者のバーチャル・コミュニティ｣の中で

充実した学習を進めることができる、そして、旧来の高等教育概念を打破し、新しい高等

教育概念を打ち立てることができる、といった豊かな可能性を有する教育指導システムと

して、放送大学だけでなく大学教育全体の中でも急速にその重要性を増している。つまり、

かつて書籍や郵便から放送へと重心を移した遠隔高等教育の主流は、今やインターネット

                                                  
29 放送大学総合戦略企画室編『ｲｷﾞﾘｽ･ｱﾒﾘｶ･韓国における公開大学の現状』放送大学（2010）39-55 頁。  
30 青木、前掲書、58 頁。 
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の積極的な利用によるバーチャルクラスの形成を目前にしているといってもいいだろう。

遠隔高等教育用の教育ソフトウェアの欠如、試験時の本人確認の困難さ、いわゆるコンピ

ュータ・リテラシーの問題等々、解決しなければならない問題は未だ少なくないが、コー

スの作成、教材の提供、試験やドリルの実施、学生個人の教材へのアクセス、各種の学習

支援環境の提供などに WebCT、Blackboard といった既成のオンライン教育ツールを利用

することで、経済的にも十分メリットのある運用ができるようになると思われるのである。 

(4)MOOC、OCW 等への参加 

 2001 年にアメリカの MIT（Massachusetts Institute of Technology）が立ち上げた、

自校が提供している全ての講義をインターネットで無償提供するというプロジェクトは、

非常な驚きをもって全世界の大学関係者に伝えられ、大きな話題となった。OCW（Open 

Course Ware）プロジェクトである。この試みは瞬く間に世界に拡がり、現在までに 100

以上の大学等による 1,000 以上の講義教材がインターネット上に公開されている。まさに、

今世紀に入ってからの 10 年間は「O（open）の 10 年」だったのである。 

 この試みは、2009 年になって、MOOC という形で新たな展開を見せる。OCW では単

に過去の講義教材やビデオクリップを Web 上にアップして公開するだけであったものが、

実際の講義をオンラインで誰でもリアルタイムかそれに近い形で受講できるようにした点

である。その成功を見て、edX（2011）Coursera （2012）あるいは Udacity（2012）と

いった無料オンライン講座が次々と稼働し始めている。現在はまさに新たな OCW ブーム

のただ中にあるということができよう31。 

実は、これまで放送大学が放送メディアを通して行ってきた教育活動は、まさに OCW

と同一の趣旨のものだったといえる。印刷教材を考えなければ、無料で誰もがテレビ、ラ

ジオ科目を受講し、実質的に学習することは可能だったからである。しかし、その内容は

双方向性の保証された質の高いものではなかった。インターネットを用いたオンライン講

義に適合する品質のものではなく、「大学の教室の講義を窓から見ている」という状態に等

しかったのである。それらは、従来型の固定的な「生涯学習者」と規定された対象に対し、

柔軟性のない一方向の講義タイプの授業がほとんどであった。しかし、本章や前章で検討

したように、放送大学の学生はもちろんのこと、成人学習者自体も大きく変化し、また多

様化しているのは事実である。学習への要請内容も大きく変わっている。これまでの授業

提供の経験を活かし、オンライン型の教授形態へと講義全体を変化させていくことで、新

たな生涯学習需要にも十分に応えられるようになると思われる。MOOC 等への参加は、そ

の大きな契機となることが期待されるのである。 

ただし、実は MOOC にも段階があるという指摘がある。アメリカでは、オンラインの

                                                  
31 船守美穂「MOOCs が高等教育へ与えるインパクト」『カレッジマネジメント』183 号、2013/Nov.-Dec.
に 近の動向が詳説されている。

（http://souken.shingakunet.com/college_m/2013/11/183moocs14-6144.html（2014/01/15）） 
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活用の度合いにより MOOC にも 3 種の類型があるとされるのである32。船守によれば、そ

れは以下のようなものである。 

MOOC1.0：大学の科目がオンライン上で無償に提供され、受講者はその教材、確認テス

ト、課題提出、電子掲示板で学習する。 

MOOC2.0：受講者が独自学習するところまでは MOOC1.0 と同じだが、有償で単位や学

位の認定・授与を伴う。 

MOOC3.0：大学等の機関が MOOC の全部あるいは一部を授業で活用し、反転授業やブレ

ンディッド・ラーニングを行う。 

 放送大学をはじめとする日本の遠隔高等教育にあっては、大学の経営やその持続可能性

を勘案し、全体にこの試みがマーケットとして成立する条件である MOOC2.0 のレベルを

目指さざるを得ないと思われるが、実際には多くの課題があり、当面実施することが現実

的であるのは、MOOC1.0 ということになろう。 

 現実には日本においても各大学が協調して MOOC のシステムを運用する企画が現実の

ものとなっている。日本オープンオンライン教育推進協議会（略称：JMOOC）がそれで

ある33。2013 年 10 月、日本の高等教育を国際的に孤立させないことを目的に、日本発の

「産学共同事業」を前提に、主要大学や企業による連合組織として発足した。2014 年 3

月現在、まだ参加大学は 12 校と少ないものの、今後、日本語による講義の発信源として

大きな発展が見込まれる組織である。ただ、MOOC 自体のレベルとしては、各大学の単位

認定ポリシー等の多様性から、先の船守の類型のうち も初期の段階の MOOC1.0 に止ま

ると思われる。 

（５）遠隔高等教育の現状から見た理念的モデルの適合性 

本論文では、先行する遠隔高等教育の発展に関する五つの仮説的モデル、すなわち「自

律学習者モデル」、「産業化モデル」、「人間中心主義モデル」、「ハイブリッドモデル」そし

て「学習空間拡張モデル」を示した（序章 14-19 頁）が、本章では、放送大学の調査結果

から見えた現状とその背景を踏まえ、今後の遠隔高等教育におけるメディア状況の進展を

前提としたそれぞれのモデルの適合性を検討してみたいと思う。前章における検討では、

先に見た五つの遠隔教育発展モデルの現状との適合性を検討した結果、次のような三点を

理解することができた。①全体の２～３割を占める若年無職者層や 60 歳以上の無職者

層に属する学生の場合は、ムーアの言うような「交流距離を短縮する」自律的学習

者モデルではなく、学習の動機付けや継続支援に役立つ学習方法、とりわけ対面授

業に直接代替しうるような学習方法を望んでいた。そうした層の学生にとっての遠

隔教育は、ホームバーグの言う人間中心主義モデルで理解できる。②有職の社会人

学生の場合には人間中心主義モデルが親和的だとはいえない。とりわけ、看護職や

                                                  
32 同上。 
33 詳細は JMOOC のトップページ、http://www.jmooc.jp/about/（2014/03/24）を参照。 
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教職といった専門職層の場合、大学が学生の職業生活実態に合わせて効率的なメデ

ィアの選択肢を提供するよう期待している。つまり、遠隔教育機関には必ずしも一

貫した方向性に限定されることのない、ハイブリッドな機能を強く求めているので

ある。③ただし、ごく近い将来像として、放送大学のような遠隔高等教育機関が持つべ

きだと期待されているのは、インターネット空間を 大限に拡大して利用する多様な教育

方法の採用という方向性である。つまり、鄭仁星らの学習空間拡張モデルが、将来的には

も妥当すると考えられるということである。 

そうした前章の知見からわかるように、現在の状況を前提とするならば、多様な学問分

野と多様な学習者を前提とした「ハイブリッドモデル」が も適合性の高い現実的なモデ

ルと考えられる。というのも、「ハイブリッドモデル」は、学習者の側からの学習個別化あ

るいは個への対応の期待にある程度応えつつ、教育機関を運営する側からの教育の効率化、

費用対効果の向上という要請にも対応する中で展開してきた、ある意味で「折衷的な」モ

デルだからである。 

しかし、前段で見たように、OCW、とりわけ edX、Coursera、あるいは Udacity とい

った MOOCs が世界中に展開し、オンラインコースが台頭して遠隔高等教育をめぐる技術

的、社会的環境が大きな変貌を遂げつつある現状の中で、日本のみならず世界の遠隔高等

教育機関は、ネットワークを利用し，双方向性が確保されたコースの配信という単一のメ

ディアに著しく傾斜している。そのことは、本章の冒頭に掲げた世界の遠隔大学の表（表

５－１）を見ても明らかである。そうした変化の背景に、授業配信に用いられるネットワ

ーク型のメディアが、実は単一のメディアではなく、機能的には、活字型、映像型、音声

型等の全ての情報に対応でき、さらに双方向性も十分に期待しうるそれ自体がマルチな機

能を有するメディアであるという事実があることを見落としてはならないだろう。つまり、

ネットワーク型のメディアは、その中に、可能性として、「自律学習者モデル」の求める交

流距離の短縮も、「産業化モデル」の求める経済的効果も、「人間中心主義モデル」の求め

る個別学修支援も包摂しており、さらには「ハイブリッドモデル」による教育機関が提供

するような多面的な教育サービスも内包していると考えられるのである。今後さらに ICT

が進歩を遂げ、ネットワークメディアの普及がさらに進んで、オンライン授業が遠隔高等

教育における中心的手段となるにつれ、ｅラーニングの利用に収斂する「学習空間拡張モ

デル」の妥当性が格段に上がっていくと予想されるのである。 

いうまでもなく、学習空間の拡大のために遠隔高等教育機関がｅラーニングを全面的に

採用するにあたっては、コンピュータ･イリテラシーやネットワーク上の安全問題、プライ

バシー保護、あるいは個人特定の困難さ等々、考慮すべき課題も多い。しかし、それらを

克服する過程で、これまでの生涯学習と遠隔教育システムの間に内在していた個別化と教

育効果の間の根本的な問題の解決も図られると思われる。 
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第４節 まとめ 

 

 本章における遠隔高等教育のメディア状況とその課題に関する検討と考察の結果、次の

ような知見を得ることができた。 

（１）世界には遠隔教育に特化した数十校の遠隔大学が存在するが、その大半が学生数 10

万人を超える大規模公開大学、ダニエルのいうメガユニバーシティ（Mega-university）で

ある。 

（２）メガユニバーシティとしての公開大学では、教授システムとして、遠隔メディアを

用いているが、その全てが各種メディアの複合的な利用、つまりオンラインコース、印刷

教材、CD-ROM、チュータリング等々を組み合わせた Media-mix の形態を取っている。 

（３）とりわけ、ごく近年のメガユニバーシティでは、授業の提供がインターネットを軸

として展開している。つまり多くの公開大学が放送による講義を放棄し、オンライン授業

を中心に提供しているのである。 

（４）メガユニバーシティのみならず、世界各地の遠隔高等教育機関では、インターネッ

トを用いたオンライン授業への移行がほぼ完了していると言ってよい。 

（５）一方、日本の放送大学における教育システムは、オンライン授業の流れからはかな

り遅れた地点にある。「非同期－双方向」の到達点からは大きく離れているといってよい

だろう。 

（６）一方で、放送大学の学生もすでにオンライン授業へのレディネスが高まっていると

調査結果からも判断できる。事実、インターネットの利用とオンライン化を求める声は年々

強まっている。 

（７）大学経営の直面する問題解決のための費用対効果の良さと、学生の求める利便性の

両方を満足させる解の 1 つとして、オンライン授業は非常に大きな可能性を持っていると

いえる34。 

（８）先に見た「自律学習者モデル」、「産業化モデル」、「人間中心主義モデル」、「ハイブ

リッドモデル」、「学習空間拡張モデル」の五つの仮説的モデルの適応性、妥当性に関して

は、前章の検討でわかったように、成人の生涯学習に関わるモデルとして、「自律学習者モ

デル」、「産業化モデル」の適合性は必ずしも高くないこと、また「人間中心主義モデル」

もその有効性は限定的であること、現状を前提とするならば、折衷的な「ハイブリッドモ

                                                  
34 た だ し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る オ ン ラ イ ン コ ー ス の 費 用 効 果 性 は 必 ず し も よ く な い と

い う 指 摘 も あ る 。 例 え ば 、 イ ギ リ ス の UKOU は 、 そ の 「 教 科 コ ー ス に 対 す る 質 と 効 率 性

に お い て 高 い 投 資 を 行 」 い 、「 イ ギ リ ス の 他 の い か な る 高 等 教 育 機 関 よ り も 学 生 お よ び 学

期 あ た り の 教 科 コ ー ス に 多 く の 経 費 を か け て 」い る 。オ ン ラ イ ン コ ー ス も も ち ろ ん そ の 例

外 で は な い 。 デビッド・W.ブレネマン、ブライアン・パッサー、サラ・E.ターナー著／田部井潤監訳

『ビジネスとしての高等教育－営利大学の勃興－』（2011）175 頁。事実、UKOU は発足当初、その費

用対効果への疑念から、保守党、労働党の双方から「壮大なる賭け」（a gigantic gamble）と揶揄され

ていたほどである。 
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デル」が も適合性の高いモデルと考えられることがわかった。しかし、オンラインコー

スが台頭して遠隔高等教育が大きな変貌を遂げつつある現状の中で、世界の遠隔高等教育

は、ネットワーク利用という単一のメディアに著しく傾斜している。そのことは、本章の

冒頭に掲げた世界の遠隔大学の表（表５－１）を見ても明らかである。それは、ネットワ

ーク型のメディアが実は単一のメディアではなく、機能的には、活字型、映像型、音声型

等の全ての情報に対応でき、さらに双方向性も十分に期待しうるそれ自体がマルチな機能

を持っているからである。ネットワーク型のメディアは、その中に、「自律学習者モデル」、

「産業化モデル」、「人間中心主義モデル」、「ハイブリッドモデル」の指摘する諸機能を全

て内包している。今後さらに ICT が進歩を遂げ、ネットワークメディアの普及がさらに進

んで、オンライン授業が遠隔高等教育における中心的手段となるにつれ、ｅラーニングの

利用に収斂する「学習空間拡張モデル」の妥当性が格段に上がっていくと予想される。 

（９）学習空間の拡大のためにｅラーニングが全面的に採用されるためには、コンピュー

タ･イリテラシーやネットワーク上の安全問題等、考慮すべき課題も多いが、その克服の過

程で、生涯学習と遠隔教育の間の根本的な矛盾も解決すると思われる。 
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終 章  結 論 

 

 本論では、生涯学習と生涯学習社会の概念を整理してその根底に学齢期の学習とは異な

る成人学習固有の特性があることを確認し、そうした成人に対するメディアを用いた遠隔

教育の理念を先行する主要な議論に基づいて、「自立的学習者モデル」、「産業化モデル」、

「ハイブリッドモデル」、「人間中心主義モデル」そして「学習空間拡張モデル」の五者に

類型化した上で、その概念を遠隔高等教育に敷衍し、日本の代表的な遠隔高等教育機関で

ある放送大学における調査データを踏まえ、わが国における遠隔高等教育の現状と展望に

ついて、先の五類型を援用しつつ検討し考察した。その結果、生涯学習社会における成人

の学習においては多様なメディアの活用が求められ、その一部は実際に利用され、評価さ

れつつあること、また、現在の日本においては、一部の企業化された教育産業において「産

業化モデル」が妥当する部分があるものの、概ね「ハイブリッドモデル」が現状での も

高い適合性を示していることがわかった。また、多くの遠隔高等教育における実践で、利

用するメディアのｅラーニングおよびオンラインコースへの移行傾向があることを踏まえ、

「学習空間拡張モデル」の妥当性も高まりつつあることも示唆された。 

 後に、そうした議論の内容と知見の概略を簡潔にまとめて結論とする。 

 

（１）生涯学習社会における成人学習者 

臨教審答申以降の日本社会では、生涯学習体系への移行が教育政策の柱の１つとされ、

フロントエンド型学校教育体系の見直しが進んだ。その際の中心概念とされた生涯教育も

しくは生涯学習は、旧来のフロントエンド型教育体系からの脱却を目指す思想を根底に持

つ教育理念であった。フロントエンド型の学校システムは、先進諸国における第二次大戦

後の経済復興を担った経済ナショナリズムを支えた教育体系であったが、経済復興の達成

により政策的転換がなされるようになると同時に、そうした教育体系の矛盾も指摘される

ようになり、生涯教育そして生涯学習がそれに代わる教育理念として政策的に採用される

ようになったのである。 

日本においては、「生涯学習体系への移行」という形での政策転換が中曽根内閣時の新

自由主義政策の一環としてきわめて政治的に行われたが、それに対しては、教育行政の側

から、教育自由化によって生じるであろう教育弱者へのセーフティネットという意味が付

与されていたのである。「生涯学習体系への移行」は、「生涯学習行政への首長部局の参

画」と「民間事業者の能力活用」を柱とした 1990 年の「生涯学習振興法」成立により、よ

り明確に打ち出されることとなった。戦後の社会教育体制は大きな変化を余儀なくされ、

社会教育と首長部局、そして民間事業者が競合的に併存する体制がひとまず成立したので

ある。 

そうした背景を踏まえ、生涯学習体系への移行は責任ある政治主体によって も重要な
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政治課題の一つとして扱われるようになった。しかし、その根底をなす生涯学習の理念は、

今日まで決して一様だったわけではない。それは時代の変化に応じて多様に変化してきて

いるといえる。本来、生涯学習の先行概念とも言える伝統的な成人教育は「学校教育によ

って生じた社会経済的不平等の緩和」、「国民の自己実現欲求への対応」、「移民順化政

策の一環」そして「技術進歩に対応するための就業後の職業教育」といった目的と存在理

由で行われてきた。その中でさまざまな生涯学習機会を享受する成人の側には、学齢期の

子ども達とは異なる「結晶性知力の優越」という能力特性、そして「強い自己概念」や「強

い経験指向性」、「学習への社会的レディネス」といった学習特性があり、そのことが学

校型の教育機関で行われる一般的な成人に対する教育と生涯学習との間の齟齬を生む要因

ともなっていたのである。しかし、近年の ICT の著しい進歩は、それらの教育あるいは学

習機会と成人学習者の間の障壁を著しく低くした。教育あるいは学習へのそうした技術の

利用により、さまざまな生涯学習機会のボーダレス化が進展していることが指摘しうるの

である。 

 

（２）成人教育と大学教育 

次いで、日本の高等教育機関がどのように生涯学習に関わっているか、またどのように

関わってきたのかを具体的に明らかにした。とりわけ、大学政策の転換期であった 1990

年代以降の大学経営が伝統的な若年者だけを対象とした市場観を持てなくなってきたこと、

そのことにより必然的に成人学習者をマーケットとして捉えざるを得ない状況に立ち至っ

ていることが指摘された。その結果として、日本の大学での社会人学習者の重要性が増し

ていることがわかった。 

戦後長い間、大学教育は生涯学習とは関連の薄いものと見なされてきた。しかし、少子

高齢化の人口動態が進み大学経営が逼迫する中で、大学の「経営」というマインドが前面

に打ち出されることとなり、伝統的な新規高卒者層だけでなく成人学習者市場に対する大

学側からの関心も高まっている。 

 本来、近代以降の大学は、教育、研究と並んで社会貢献もその機能として有していると

され、成人学習者の市場化には、その第三の機能の復活、活性化としての意味合いもある

と考えられる。そうした大学の社会貢献事業の一つとしての大学公開講座は、全体として

量的には拡大しているものの、受講者の高齢化や担当する教員層の負担の偏りなど、指摘

される問題点は決して少なくないのが現状である。一方、広義の社会貢献と考えられる大

学等による社会人学生の受け入れは、約 20 年前の発足当初のような規模はなく、長い低迷

の時期に入っていることがわかった。その背景には、成人層の全般的な学歴水準の上昇が

その も大きな要因としてあると考えられる。学部段階での社会人入学に代わって増加し

たのが大学院への社会人入学である。かつての学部レベルから修士･専門職レベルへ、さら

に博士後期レベルへと重心が移りつつあるということがわかったのである。 
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（３）遠隔高等教育とメディア利用 
大学等の高等教育機関の生涯学習への有力な取り組みの一つとして、通信に関わる何ら

かのメディアを利用した遠隔高等教育がある。そのメディア利用の遠隔高等教育について

実質的な定義を明らかにした上で、生涯学習における遠隔教育メディア利用の実情を明ら

かにしつつその意義を考察した。また、遠隔高等教育メディアの変遷にも注目し、多様な

メディアの採用が遠隔高等教育の機能と競争力を高めることについて、具体的な視点から

検討した。 

 本来の語義からするならば、遠隔高等教育とは、対面授業に依らず何らかの遠隔媒体を

教授手段として用いる高等教育の総称であり「教授者と学習者とが互いに遠く離れた状況

の下で教育の大半が行われるフォーマルな教育的アプローチ」である。その具体的な定義

には、技術的なメディアの利用や双方向コミュニケーションの保証、といった条件が含ま

れるが、現在までのところ、世界の遠隔高等教育の歴史は、明確で正式なものだけをたど

っても 100 年以上に及ぶ。その歴史は、主に利用される教育メディアという観点から大ま

かに見るならば、①郵便の世代、②放送の世代、③インターネットの世代の三世代に分け

ることができる。そうした世代区分からもわかるように、遠隔高等教育の制度的展開は、

常に利用するメディアの歴史と表裏一体をなしてきた。そのことは学問知のあり方とメデ

ィアとの関係においても言えることである。 

 遠隔高等教育の変遷の背景に社会全体の情報化があることは明らかである。現代社会が

情報化社会と呼ばれるようになって久しいが、その情報化そのものの歴史も、やはり大き

く三次に分けられる。それは、①産業の情報化、②生活の情報化、そして③人間の情報化

であるが、その全てにメディアのあり方が関わっていることには注目してよい。その意味

で情報化社会はメディア社会でもある。 

 現下のメディア状況を代表するのは、もちろんインターネットである。その普及率は、

日本でも今世紀になって急速に伸張している。年齢的な偏りはあるものの、高齢者にあっ

てもその利用率、普及率は高まっている。これまで指摘されてきたインターネット利用に

関わる所得格差といった社会的不平等も次第に小さなものとなり、むしろ装置が安価にな

り、扱いの簡便性が進むにつれ、伝統的な高等教育機会にアクセスする上での社会的不公

平を克服する契機ともなっている。それを踏まえれば、インターネットを利用したオンラ

イン授業は、これまで従来型の高等教育を受けられなかった層への新たなアプローチの方

策であると同時に、従来型の高等教育の授業形態やそのカリキュラムなどを変革していく

機能をも有していることは明らかである。 

 

（４）生涯学習機関としての放送大学の現状 

これまでの検討と考察の結果を踏まえた上で、日本の遠隔高等教育および成人教育機関

として代表的な存在である放送大学を取り上げ、設置から現在までの歴史も踏まえつつ、
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その教育の意味と可能性について調査結果を基に解明した。そこで、政策的な意味からも、

成人教育の観点からも、放送大学が日本のリーディングユニバーシティとして創設され、

その機能をある程度果たしてきた経緯を振り返った。その上で、現在の放送大学に関して、

在学生数、卒業生数等の推移を検討し、さらに学生に対する実態・意識調査の結果から、

遠隔高等教育の社会に対する積極的な機能と意味、教育システムに対する評価、そして限

界や問題点などが明らかになった。 

 放送大学は、テレビ、ラジオによる講義を中心とする遠隔高等教育機関として、1985

年 4 月に開講し、現在でもその教育システムを大きな変更なしに継続している。世界的に

見ても、現在こうしたシステムを採用している遠隔高等教育機関はほかに類がない。一方、

放送大学は、特定の専門的職業資格(教員資格を含む)との結び付きの薄い、一般教養中心

のカリキュラムを提供する成人教育機関としての性格を色濃く持っている。その意味で、

一般教養中心の成人教育機関であるということができる。さらに、臨教審以降の新自由主

義的教育政策のネットワーク機関として、今後の高等学校卒業者に対する大学進学機会の

保証も謳われており、より多様な教育機関としての側面も期待されている。そのような教

育と学生の多様性も放送大学の特徴である。 

 放送大学は、他に類を見ない長期の準備期間を要した。その背景には、利害諸集団、諸

組織の意志統一の困難さ、および立案時の大学をめぐる政治状況があった。放送大学の起

案期であった 1960 年代後半は、自民党の長期安定政権がようやく軌道に乗り始めた時期

であり、社会システムに対するコントロールを強化することが重要な課題とされた。教育

の分野では大学紛争が起こったが、自民党政権は、紛争の広がりに危機感を抱き、紛争の

ない新しいタイプの大学の創設を模索していたのである。そのような背景のもと、放送大

学は次のようなミッションを持って開学した。 

①生涯教育機関として、広く社会人や家庭婦人に大学教育の機会を提供すること。 

②新しい高等教育システムとして、今後の高等学校卒業者に対し、柔軟かつ流動的な 

大学進学の機会を保証すること。 

③広く大学関係者の協力を結集する教育機関として、既存の大学との連携協力を深め、 

新の研究成果と教育技術を活用した新時代の大学教育を行なうとともに、他大学 

との交流を深め、単位互換の推進、放送教材活用の普及等により、わが国大学教育 

の改善に資すること。 

 学生層の推移を量的に見ると、2001 年度までは「全国化（1990～1998 年）」、「CS 化

（1998 年）」、「大学院修士課程設置（2001 年）」という変革を経て、その都度規模を拡

大し、サービス内容を多様化してきた。しかし、2001 年度以降は停滞ないしは微減傾向に

ある。属性別の推移を見ると、女性比率が高まっていること、高年齢化が進んでいること

（ただし、推移に関しては、ベビーブーマーと第二次ベビーブーマーがどこに位置するか

という世代効果が高い）、入学時の学歴が高度化していること、などがわかった。入学後
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10 年以上の累積卒業率は、一年次入学者で約 24％、編入学者で約 70％である。この値は

他の通信制大学に比して高い。また、再入学者の比率も約 45％と他大学に比べて非常に高

いことがわかった。 

 一方、「学生実態調査 2012」からは、以下のような結果を得ることができた。 

①入学の動機・目的としては、因子分析の結果、「教養指向」「大卒指向」「受講利便 

 性指向」そして「職業・資格指向」の 4 因子が抽出された。 

 ②因子得点の平均値を比較すると、男性は教養指向が強いのみで、他の 3 因子は女性の 

  方が高かった。年齢階層では、大卒指向と職業・資格指向が若年者ほど高いのに対し、 

  教養指向と受講利便性指向は高齢者ほど高かった。 

 ③受講利便性を入学目的にあげた層は、インターネットの利用率も利用期待度もともに 

  高かった。 

 ④自宅以外の学習の場所として学習センターの利用をあげたのは圧倒的に高齢者であ 

り勤務先や通勤途中は若年者と中年層に多かった。職業別では、定年退職者に学習セ

ンターの利用が多かった。 

 ⑤放送視聴以外の学習時間は、30～50 代で短く、20 代以下と 70 代で長いことがわかっ

た。放送視聴時間は、平日で定年退職者、無職が長く、休日では教員・公務員・会社 

  員等が も長かった。 

 ⑥放送大学の学習へのインターネット利用は、40 代と 60 代で 25％前後と も多かった。 

  も低率だったのは 20 代以下で、70 代以上がそれに次いでいた。職業別では、教員・ 

  公務員・会社員等が も多かった。 

 ⑦放送大学の教育への全体的満足感は、高齢者ほど高かった。入学動機・目的別では、 

  教養指向が も高く、職業資格指向が も低かった。また、インターネットを放送大 

  学の学習に利用している層ほど満足感は高かった。 

 ⑧放送大学への入学時の期待の達成度では、高齢者ほどネット利用に対する期待達成度 

  が高く、高齢者は PC 利用への関心が低いということが妥当するとはいえないことが 

  わかった。職業別に見た専業主婦に関しても同じことがいえた。 

 ⑨インターネット利用への期待達成度は、受講利便性指向の学生ほど高かった。 

 ⑩インターネット利用への期待達成度は「放送大学は現在の仕事に役立った」という学 

  生ほど高く、「放送大学で学んで新聞を読むようになった」という学生ほど低かった。 

 ⑪学生による授業評価調査の結果からは、ラジオ科目の評価が過去のデータよりも上昇 

  していることがわかった。その背景には、ラジオ科目のインターネット配信の進展に 

  よって利便性が向上したことがあると思われる。 

 開学以来、本質的な変更を経験していない放送大学の教育システムも、そうした調査結

果に表れている学生の変化に即応して、ごく近い将来、とりわけ教育メディア、教育方法

に関する部分での大きな変革を余儀なくされることが予想される。とりわけ、学生実態調
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査や授業評価の結果などを見る限り、これまで十分に進められてこなかったインターネッ

トを用いたオンライン授業やネットによる学習支援には、年齢や入学時の学歴にかかわら

ず、多くの学生が強い期待を持っているということを読み取ることができる。従来のコン

ピュータリテラシーに関する「若年者・男性・有職者で親和的であり、高齢者・女性・無

職者で非親和的である。」といった思い込みは、すでに妥当性を大きく減じていることも

明らかとなった。 

さらに、調査結果を基に本章で見てきたような放送大学の学生の実態あるいは意

識を、序章で検討した五類型の遠隔教育モデルと比定することにより、次のような

結論を得ることができた。①全体の２～３割を占める若年無職者層や 60 歳以上の無

職者層に属する学生の場合は、ムーアの言うような「交流距離を短縮する」自律的

学習者モデルではなく、学習の動機付けや継続支援に役立つ学習方法、とりわけ対

面授業に直接代替しうるような学習方法を望んでいる。そうした層の学生にとって

の遠隔教育は、ホームバーグの言う人間中心主義モデルで理解できる。②有職の社

会人学生の場合には人間中心主義モデルが親和的だとはいえない。とりわけ、看護

職や教職といった専門職層の場合、大学が学生の職業生活実態に合わせて効率的な

メディアの選択肢を提供するよう期待している。つまり、遠隔教育機関には必ずし

も一貫した方向性に限定されることのない、ハイブリッドな機能を強く求めている。

③ただし、ごく近い将来像として、放送大学のような遠隔高等教育機関が持つべきだと期

待されているのは、インターネット空間を 大限に拡大して利用する多様な教育方法の採

用という方向性である。つまり、鄭仁星らの学習空間拡張モデルが、将来的には も妥当

すると予測することができるということである。 

 

（５）遠隔高等教育へのメディア利用の展望と課題 

 遠隔高等教育のメディア状況とその課題に関する検討と考察により、いくつかの重要な

知見を得ることができた。世界には遠隔教育に特化した数十校の遠隔大学が存在するが、

その大半が学生数 10 万人を超える大規模公開大学、ダニエルのいうメガユニバーシティ

（Mega-university）であることがわかる。こうした状況は、ダニエルの示した「ハイブリ

ッドモデル」が現実に適合していることを示唆している。 

 一方、メガユニバーシティとしての公開大学では、教授システムとして遠隔メディアを

用いてきたが、現状では、その全てが各種メディアの複合的な利用、つまりオンラインコ

ース、印刷教材、CD-ROM、チュータリング等々を組み合わせた Media-mix の形態を取っ

ていることもわかった。その限りにおいてはメディアの多様化が見られるといえるが、し

かし、ごく近年のメガユニバーシティでは、UKOU が 2006 年以来放送授業を全面的に放

棄したことに象徴されるように、授業の提供がインターネットを軸として展開するような

変化が生じている。つまり多くの公開大学が放送による講義を放棄し、オンライン授業を
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中心に据えたカリキュラムに移行しているのである。メガユニバーシティのみならず、世

界各地の遠隔高等教育機関では、インターネットを用いたオンライン授業への移行がほぼ

完了していると言ってよい。そうした現状は、先の五類型で見るならば、「学習空間拡張

モデル」への重心のシフトが進んでいる状況と見なすことができるだろう。 

 一方、日本の放送大学における現在の教育システムは、オンライン授業の流れ、つまり

学習空間拡張の流れからはかなり遅れた地点にあるといえる。とりわけ「非同期－双方向」

の到達点からは大きく離れているといってよい。しかし、調査結果からは、放送大学の学

生もすでにオンライン授業へのレディネスをかなりの程度有していることがわかった。事

実、インターネットの利用とオンライン化を求める声は年々強まっているのである。 

 大学の直面する問題解決のための費用対効果の良さ、つまりハイブリッドモデルに基づ

く大学経営の方向性と、学生の求める利便性、つまり人間中心主義モデルの両方を満足さ

せる解の 1 つとして、学習空間拡張の方向性に関わるオンライン授業は、成人学習に関し

ても非常に大きな可能性を持っているといえる。 

それとともに、本論では、生涯学習社会における遠隔高等教育の新たな動向と技術利用

の展開について、主として教育に用いられるメディアとその利用可能性についても具体的

に検討した。現在世界の遠隔高等教育においてさまざまに利用されているインターネット

に関わる技術と制度、とりわけ OCW あるいは MOOC の利用可能性と発展性についても、

その近未来を考察した。 

そうした検討と考察を通じ、本論文では、全体として以下のような知見を得るにいたっ

た。すなわち、①高等教育段階の成人学習者は、今後、利便性の高いフレキシブルな学習

形態をより強く求めるようになるであろうこと、②そうした要請に応えるためには、現在

のところ Web ネットワークによるオンライン授業が も有力であろうと判断しうること、

③先に見た五つの遠隔教育発展モデルの現状との適合性を検討した結果、オンライン授業

の台頭で多様化している現在の遠隔高等教育機関においては、成人の生涯学習に関わるモ

デルとして、「自律学習者モデル」、「産業化モデル」の適合性は必ずしも高くないこと、ま

た「人間中心主義モデル」は若年層、無職層など特定の属性を持った学生にとって有効と

思われるが、普遍的には適合しないこと、④より一般的で現実的な観点に立てば、多様な

学問分野と多様な学習者を前提とした折衷的な「ハイブリッドモデル」が現状では も適

合性の高いモデルと考えられること、そして⑤今後さらに ICT が技術的な進歩を遂げ、ネ

ットワークメディアの普及が進んで、オンライン授業が遠隔高等教育における中心的手段

となるにつれ、オンライン授業を中心に据えたｅラーニングの利用に収斂する「学習空間

拡張モデル」の妥当性が格段に上がっていくと予想されること、である。 

 しかし、今回の論文では十分な議論をなし得なかったいくつかの課題も残った。それは

次の三点である。第一は、データの限定性である。今回は実証的な研究の完遂を目指して

放送大学の直近のデータを解析し、それを元に遠隔高等教育の現状を分析したが、もちろ
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ん遠隔高等教育は放送大学だけではない。放送大学は、量的にも社会的位置づけからも非

常に重要ではあるが、日本の遠隔高等教育の一機関に過ぎない。今回の知見をより普遍的

なものとするためにも、放送大学以外のデータを比較的に分析する必要があった。次に第

二は、今回データとして主に用いたものが、学生に対する質問紙調査の結果だったことで

ある。それは、生涯学習の評価に当たっては、主観的な意識がより重要であるという考え

に沿ったためであったが、生涯学習にはなじまないとされる経済効果の分析も、遠隔高等

教育の全体像を把握し、さらに個々の学生の学習行動を客観的に分析して理解するために

は必要である。一般の経済活動における費用対効果分析とはもちろん異なるものの、何ら

かの経済効果分析は必要不可欠であった。 後に、初等中等の学校教育との比較について

も挙げておきたい。現在、遠隔教育とは関わらない学校教育においても ICT 活用の授業の

普及が進んでいる。それとの比較において、生涯学習の分野における ICT 活用授業がどの

ような特性を有しているのか、そうした比較の視点が今回の論文では十分に示せなかった。

上記の二点と合わせ、今後の研究課題としたい。 
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